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２０２４年度政務活動調査実績報告書

県民の会 坂本 茂雄

１ 南海トラフ地震等災害対策の調査研究について （議会質問に反映）

（１）福祉防災について

（２）防災教育について

（３）地域防災について

①マンション防災について

②防災訓練について

③地域防災力を高めるために

（４）過去の震災・被災地の教訓について

①過去の震災教訓に学ぶ

②能登半島地震に学ぶ

（５）事前復興について

（６）災害ケースマネジメントについて

（７）南海トラフ地震対策について

（８）山林火災について

（９）その他

２ 生きづらさ・働きづらさの課題の調査研究について （議会質問に反映）

(1)生きづらさについて

①生きづらさについて

②児童虐待予防について

③精神に障がいのある方への医療費助成について
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（２）働きづらさについて

３ 反戦・平和の課題の調査研究について （議会討論に反映）

（１）特定利用港湾について

（２）戦争を回避する取組について

（３）非核・反核の闘いについて

４ 地方自治のありかたの調査研究について

５ 医療問題の調査研究について

（１）マイナ保険証について

（２）県内周産期医療体制について

６ 人権尊重・差別解消の調査研究について （議会討論に反映）

（１）冤罪と再審法改正について

（２）人権問題について

７ 少子化対策・子育て支援政策の調査研究について （議会質問に反映）

（１）子育て支援について

（２）ジェンダー平等について

８ 大阪・関西万博の調査研究について

９ 脱原発の調査研究について （議会討論に反映）

１０ 夜間中学の調査研究について

１1 交通安全問題の調査研究について

１2 地域の課題の調査研究について

１3 消防広域化の課題の調査研究について （議会質問に反映）

１4 その他の課題の調査研究について （議会質問に反映）
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１ 南海トラフ地震等災害対策の調

査研究について

（１）福祉防災について

６月３０日「６か月を経た能登から首都直下・
南海トラフ地震を見越して」
２９日の福祉防災コミュニティ協会第7回公

開シンポジウム「災害福祉の現状と課題～能登
半島地震から首都直下地震、南海トラフ地震を
見越して～」にオンラインで参加しました。
浅野史郎会長(元宮城県知事)の基調講演「障

がい者支援とは何か」に始まり、「能登半島地
震と病院」について、河崎国幸市立輪島病院事
務部長、「能登半島地震と障害福祉事業所」に
ついて寺田誠社会福祉法人佛子園施設長、「テ
ルマエノトによる入浴支援」について国崎信江
株式会社危機管理教育研究所代表からそれぞれ
の報告を頂き、跡見学園女子大学の鍵屋一先生
から「大都市災害での障がい者支援の課題」の
研究発表がされました。
また、三人の報告者をパネリストに「災害福

祉をいかに前進させるか」ということでパネル
ディスカッションが行われました。
なぜ、能登ではこのような厳しい災害になっ

たのかについて「アクセスの悪い地形」「行政
・医療福祉事業者間がなかなか一枚岩になれな
かった」「発災直後に支援者が入れないという
異様な事態。そのことが発信の少なさにもつな
がり、早い段階で忘れられているという感覚さ
えあった。」「支援する側からすれば宿泊場所
がないという点が大きかった」「メディアなど
働き方改革のもと、入る被災地に制約があった。
その分情報発信ができなかった。」「警戒心か
ら、大丈夫、大丈夫という声で助けが求められ
なかった面があったのでは。」「登録ボランテ
ィアが入れないという事態が今に続いている」
などの特徴が挙げられていました。
そのような中で、次に備えておくこととして

「何ともならないトイレ問題、上下水道問題は、
何とかしておかなければならない。」「心の問
題として、顔見知りの人と災害時に一枚岩にな
れる繋がりを事前に作っておく」「孤立をどう
やって防ぐか」「避難所から仮設という段階で、

地域が分断されないように、輪島市では、抽選
せず自治会ごとに入居させていたが、今後これ
が後戻りしないように。仮設住宅の中の集える
場が必要。」「シンプルに耐震化。建物だけで
なく非構造部材も含めて。」「ハードルが高い
かもしれないが地域を越えて逃げるという判断
もできるように」「被災地に支援に行ったとき
に繋がれる事前のつながりが大事」「国・自治
体の支援の仕組みをアップデートする」「トイ
レトレーラーのネットワークをさらに、広げて
おく」などなど、次に備えるために生かす教訓
について提起してくださいました。
備えることの中には、自助・共助でできるこ

ともあり、しっかりと積み重ねていきたいもの
です。

（２）防災教育について

１月２５日「太平洋学園高校の防災授業に期待
大」
昨日は、太平洋学園高校の防災授業に、お招

きいただき、生徒たちが作成した液状化体験機
を体験させて頂くとともに、生徒たちのプレゼ
ンについて意見交換をさせて頂きました。
太平洋学園高校では、災害や減災対策を学ぶ

週２コマの選択授業を導入し、自分自身の身を
守るだけでなく、周りの人も支えられる力をつ
けることを目的として、防災教育に取り組まれ
ています。
その過程を通じて、生徒は自身のキャリア形

成や学校外市民とのコミュニケーションの場を
作ることを目的とされた授業に参加させて頂き
ました。
自由選択科目として「自然環境と防災」「暮

らしと安全」についての科目がある中、今回は、
「自然環境と防災」における液状化の体験と学
びを通じて、若者をはじめとした県民に液状化
の理解を深め、さらには液状化の怖さを知って
もらうアイデアの提言を頂きました。
「web上に液状化の情報を提供するバナーを

表示する」「人気アーティストによる啓発」「液
状化をVR体験ができるようにする」「液状化が
危険であることを知らせる標識の作成」など多
様なアイデアにツッコミを入れたり、アドバイ



- 4 -

スをさせて頂いたりとこちらにも学びの多い授
業を過ごさせて頂きました。
高知市や須崎市で地域の訓練やイベントで

も、彼らが力を発揮されていることを頼もしく
思いました。

（３）地域防災について

①マンション防災について

１１月２４日「風も強く寒い中でのマンション
防災・避難訓練」
今日は、今年度のマンション防災・避難訓練

を行いました。
昨年と同様の「津波避難・安否確認訓練」「初

期消火・水消火器使用訓練」「防災資機材使用
訓練」を行いましたが、最初の避難・安否確認
訓練では「安否確認シート」を貼り出し４階以
上に避難して頂く行動の確認がされた方が５４
世帯で、当初から予定があり参加できないとい
う申し出があった方を除いて６割ほどの確認率
で、全体で確認し終えたのは、避難を開始し始
めてから３０分近くかかりました。
避難・安否確認訓練の終了後には、６階の一

室から出火したという想定で火災発生通報、初
期消火、水消火器使用訓練も行いました。
この段階では、結構な強風が吹いて寒くて参

加を遠慮される高齢者の方もいて、参加者は３
０人ほどになっていましたが、可能な皆さんに
水消火器の体験をして頂きました。
最後の防災資機材使用訓練については、風も

強く簡易トイレのカバーも倒れてしまう状況
で、寒くなっていたので、組み立てたり稼働さ
せたりしたもの以外は、使い方の説明などを行
って終えました。
皆さんに披露した資機材は、エアマット式担

架、折り畳み担架、イーバックチェアーなど避
難行動要配慮者支援用の資機材や、発電機各種、
移動式投光器、救助ボート、簡易トイレなどの
組立を行いました。
ポリマー式水嚢は、リユースができるという

ことでしたが、リユースするためには長時間水
に浸す必要があることも分かりました。
最後に、参加世帯の皆さんには、「災害対策

ハンドブック・レジャーシート」を配布させて

頂き、世話役の皆さんが残って片付けなどもス
ムーズに行って頂きました。
また、男性の世話役さんが少なかったことか

ら下知地区減災連絡会のメンバーにもお手伝い
頂き、感謝しています。
日陰で、風が強く寒い中での訓練でしたので、

残念ながら参加者が例年より少かったのです
が、参加申し出のあった避難行動要支援者の方
との事前打合せで、日頃から使用していない救
助用具での救出訓練は不安に感じられていて、
個別避難計画の中でご本人と話し合っていく必
要性を感じたことや、世話役を自主的に申し出
て頂いた若い方と同じフロアーのベテランスタ
ッフの方が訓練を通じて仲良くなられたことな
どは、訓練を行ったからこその成果だったと思
います。
少しずつ若い世代の方も参加頂いているとこ

ろに今後も期待したいところです。

②防災訓練について

１２月１日「下知地域で総合防災訓練」
今日は、朝８時前から二葉町・若松町・中宝

永町・下知総合防災訓練の準備に始まり、「た
いさく君」と「ヘルパちゃん」の着ぐるみが出
迎える中、９時避難開始。
１０時からは４階多目的ホールでのシェイク

アウト訓練、すずめ共同作業所所長から地域交
流祭り等のお話、避難所運営の問題点をテーマ
に防災寸劇、昭和小５年生の防災学習研究発表、
防災紙芝居朗読、段ボールベッド(４種類)組立
て訓練などを開催し、避難者の皆さんにも参加
して頂きました。
私は、この４階でのメニューの進行役をしな

がら、防災寸劇では避難所運営委員長役を仰せ
つかい出演させて頂きました。
皆さん、それぞれに協力いただき、可能なも

のは体験もして頂きました。
さらに、下知消防分団による屋上ドローン撮

影で、４階のモニターを見ながら、上空からの
下知地区の様子を国見分団長から説明してもら
いました。
昭和小５年生は、今年の防災学習の研究テー

マに８月の「臨時情報」を取り上げるなどの頑
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張りに皆さんから大きな拍手がありました。
今年の炊き出しおにぎりとシチューは、誰も

が絶賛。さらには食後には、ピースウインズジ
ャパンさん提供の東ティモールコーヒーと毎年
提供頂く地元の老舗西川屋さんの銘菓が振る舞
われました。
誰もが避難したくなる避難所となるために

も、訓練の積み重ねで、避難者のニーズに応え
られるようになるといいかなと思います。
１０時段階で集計した避難者１３７名を高知

市の災害対策本部に報告しましたが、運営スタ
ッフで受付ができなかった方もおられるかと思
いますので、昨年同様１５０人以上の参加はあ
ったかと思われます。
先週のマンション防災避難訓練、そして今日

の総合防災訓練、さらには来年２月８日昭和小
防災オープンデーへと地域住民のコミュニティ
防災の取り組みは続きます。

２月９日「昭和小防災オープンデーの学びを家
庭で、地域で共有へ」
昨日は終日「昭和小防災オープンデー」の開

催にあたり、スタッフとして、下知地区減災連
絡会だけでなく、たくさんのPTAの皆さんに
お助けいただき、何とか全てのプログラムを子
どもたちや地域、保護者の皆さんに体験して頂
きました。
午前の部は、運動場でピースウィンズ・ジャ

パン(PWJ)による災害救助犬デモンストレーシ
ョン、高知消防下知分団によるプール放水体験、
消防局東署・中央署によるはしご車救助訓練・
煙体験・救助工作車・水難救助車、日産サティ
オ高知による電気自動車給電デモ、トラック協
会による起震車体験に参加して頂きました。
災害救助犬は、昨年能登半島地震で出動して

いたために、参加が叶わなかったが、今回は参
加してくれて、８回にも及ぶ探し当てるデモン
ストレーションを行ってくれて、子どもたちも
災害救助犬の果たす役割を学んで頂きました。
午後からは、１３時２０分地震発生、シェイ

クアウト訓練、屋上への避難開始などを行った
後は、体育館で５年生の防災学習の成果発表が
行われました。
地域や保護者の皆さんの避難訓練には、昨年

を大幅に上回る皆さんに参加頂きました。
体育館では、PWJさんから５年生にライト付

防災ホイッスルが寄贈され受け取った５年生が
「これから防災活動に使っていきたい」と謝辞
を述べられました。
私は、地域を代表してお話をさせて頂き、能

登半島地震の被災地珠洲市の正院地区の子ども
からのビデオメッセージを届けさせていただき
ました。
その後は、５年生の防災ブースで、「１組」

防災バッグ・新聞紙クイズ・避難生活・クロス
ロード・防災カードゲーム・防災クイズ「２組」
学校の備蓄品・津波避難ビル・段ボールベッド
・地震の歴史・劇・防災グッズ「３組」防災食
・昭和校区のハザードマップ・地震や津波の歴
史・お家での防災対策・津波が起こった時の動
き・防災アプリのプレゼンが行われ、４年生や
保護者、地域の皆さんが見学されていました。
下知地区減災連絡会と市役所、フタガミさん

のブースでは「カエルポーズで揺れ体験」「ロ
ープワーク講習」「段ボールベット組み立て」
などを体験して頂きました。
参加した皆さんが今日の訓練で「知ったこと」

を「備える」ことに繋げて頂けたらと思います。

③地域防災力を高めるために

１１月１２日「災害時、支援制度の知識が住
まい再建の希望に」
１１月９日は、全国各地で講演中のお忙しい

中、永野海弁護士に下知にお越しいただき「被
災後の生活再建に必要な支援制度を事前に知
る」とのテーマで、事前復興講演会を開催しま
した。
ケーススタディの事例が、偶然にも昭和小近

辺にお住いの二人暮らしの高齢夫婦が、被災し
たことを想定した生活再建支援でしたので、参
加者の皆さんも身近に感じながらお話しを聞か
せて頂きました。
６段階の罹災証明で、どの判定を貰うかによ

って天国と地獄の差になることもある中で、事
例の世帯が「半壊」であることを前提に、当事
者がどのように生活再建をするのか、相談され
支援するとしたら、仮設住宅に入る段階で、ど
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のような支援があるか、その支援金や最終的な
住まいの選択に当たっての支援制度は何がある
のかなど、グループごとに話し合いながら、住
まいカードやライフスタイルカードを貼って、
支援金額などを記入していきます。
そのことによって、一定の金額が手元に構え

られるとしたら、生活再建への希望が持てるの
ではと思えることを実感されたようです。
５０代の方からは、「ワークショップ形式で

シュミレーションしたら「自分事」になりやす
いことが分かりました。難解な制度を知ること、
使いこなせることで、その後の人生も変わって
くることがよく分かりました。『知識があった
ら希望が持てる』という言葉がとても大切に聞
こえました。」との感想もありました。
「支援制度の組み合わせによっては貯金が少

なくても住宅再建できる」とのアドバイスに、
参加者からは、被害に会わないのが一番良いが、
どうせあうなら何としても「半壊」の判定を勝
ち取らなければとの声もあがっていました。
被災地での相談会でも、質問が出されること

で、他の人の質問を通して、共有化できるとの
お話しがありましたが、この講演会でも今まで
にないほど質問が制限時間一杯出されました。

（４）過去の災害・被災地の教訓について

①過去の災害教訓に学ぶ

７月７日「西日本豪雨災害から学ぶ真備地区の
取り組み」
2018年7月の西日本豪雨で大きな被害が出た

岡山県倉敷市真備町で復興に向けて多様な役割
を果たされているお二人が、この時期にはマス
コミに多く取り上げられています。
そのお二人とは、川辺復興プロジェクトある

くの槇原聡美さん・鈴華さん親子、看護小規模
多機能ホーム「ぶどうの家」の管理者津田由紀
子さんで、昨年１２月に下知地区の皆さんで訪
問し、多くのことを学ばせて頂きました。
昨日の朝日新聞には、槙原さんたちが取り組

んでいる毎年1回の効率的な避難の呼びかけに
つなげるため、たすきを玄関先に掲げ、避難し
たことを知らせる訓練を実施し、今年6月の訓
練では4回目で初めて参加率が上昇に転じ、「近

くを散歩して地域を知ることも立派な防災活
動。簡単なことを少しずつ継続する大切さを知
ってほしい」との訴えが記事になっていました。
また、今朝の朝日新聞岡山地域版では、真備

町では治水対策などハード面での大型事業が3
月に完了し、安心感は増したが、住民自らによ
るソフト面での強化も必要だと津田さんは感
じ、被災した民家を地域の交流施設に生まれ変
わらせた「土師（はじ）邸」を活用し、「いざ
というとき、知らない人に声をかけられても動
きにくい。普段から顔の見える関係づくりが欠
かせない」と、被災を教訓に、地域ぐるみで人
と人をつなぐ場所に育てていることが記事にな
っています。
私たちが、昨年の訪問で学んだのは、槇原さ

んのお話では、「あるく」の活動の柱になって
いる「帰りたくなる川辺、帰って良かったと思
える川辺」を目指して、「安心して暮らせる街
川辺」を取り組む中で、地域力や防災力を向上
させることになっている日頃のまちづくりが、
住民に「住みやすい街」として受け入れられて
いるのではないかとのことでした。
そして、津田さんからは、「日頃から顔の見

える関係を作っていないと避難ができない。例
えばタイムラインをつくることは、避難計画が
できたということだけでなくて、そのことを通
じて顔なじみになる」ことで、「福祉の事業所
は、利用者・家族とのつながりはあるが、地域
とのつながりは弱く、つながりで、避難を促す
声かけの仕方も違ってくる。何よりも、助けて
と言い合える関係を作ることが大事。」で、そ
んな関係作りが「誰もが住みやすい街になり、
そんな街が防災にも強い街である」ということ
にも共通していると考えさせられました。
様々な被害の顔が見える被災地から復興に向

けて尽力された方から学ばせて頂くことは、貴
重なことばかりです。

９月８日「男女共同参画の防災視点で」
下知地区減災連絡会の女性部会発足に向けた

キックオフ講演会が、昨日開催されました。
講師の西村浩代さんからは「生活者の視点を

活かす避難所運営」ということで、 男女共同
参画の視点を防災に生かすためのお話を頂きま
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した。
避難所にはいろんな方が、来られる中で、避

難所で必要な「もの」や「こと」が、避難者毎
によって違うということを理解して対応するこ
との必要性。
過去の事例から、避難所で困ったことについ

て、具体的な事例をあげて、どう捉えて対応す
るのかなどを考えさせられました。
多様な困りごとを想像して、多様性に配慮し

避難所運営について考えるためにも、多様な生
活者の視点で運営にあたることの大切さについ
て強調して頂きました。
下知地区減災連絡会も１２年前の発足当初か

ら、男性中心の運営になりがちな防災組織で、
女性枠役員を選任して、女性の視点を大事にす
るなど工夫をしてきましたが、年度内に女性部
会を発足させることで、さらに男女共同参画の
避難所運営や防災活動の実践につながればと思
います。
今朝の高知新聞でも、記事で具体的に取り上

げて頂きました。

１月１２日「今日も阪神・淡路大震災３０年に
学ぶ」
１．１７を週末に控えて 昨日から、設立し

て２０年を迎える関西学院大学災害復興制度研
究所が、全国被災地交流集会「円卓カフェ」「K
OBEからのメッセージ 私たちが遺すべきも
の」と2025年復興・減災フォーラム「阪神・
淡路大震災30年、問い直そうー私たちの被災
者責任・これからの被災地責任」を開催してお
り、時間のある限りオンラインで参加していま
す。
私にとっては、母校にこの研究所が設立され

た２００５年に訪ねて以降、阪神淡路大震災を
はじめ被災地に防災・減災対策、災害復興に学
んできました。
０５年２月定例会で、南海トラフ地震対策条

例を制定に向けた議論の中で、「条例化する際
には、是非、高知県らしさを盛り込んだ条例と
していただくことを要望しておきたい。例えば
『揺れと津波への予防と避難と復興までを見通
す』『行政の責任と地域の支え合いと県民・事
業所の自覚と努力の連携』『防災産業の育成』

『高齢県という状況の中で要援護者への支援』
『日頃の台風災害予防との連携』など課題は多
くある」と「災害復興」への視点を県の防災対
行政の中に位置づけることを指摘してきまし
た。
災害復興基本法の制定を求めたり、何よりも

復興災害が被災者の生活再建を阻まないように
とか取り組んできました。
そんな思いの中で、１．１７を前に開催され

る復興・減災フォーラムに毎年参加してくる中
で、この数年はコロナ禍をくぐって、オンライ
ン参加に止まっています。
今回、テーマとして「被災者責任」、あるい

は「被災地責任」という言葉を聞く中で、毎年
のように新たな被災地が生まれる中で、その被
災地や未災地に「伝える」「届ける」「残す」「つ
なぐ」ということを阪神・淡路大震災３０年か
ら学ばせて頂いています。

１月１７日「阪神淡路大震災から３０年、さら
に繋げよう被災地の教訓を」
最大震度7の揺れによって、６４３４人の命

と日常が失われた阪神・淡路大震災から30年
を迎えました。
私たちは、３０年を経た今も、災害で多くの

命が奪われ続けるという現実に向き合いながら
過ごしてきました。
１９９５年１月１７日以降も、２００４年１

０月２３日新潟県中越地震、１１年３月１１日
東北地方太平洋沖地震、１６年４月１４日熊本
地震、１８年９月６日北海道胆振東部地震と続
き、昨年１月１日の能登半島地震という多様な
被害による教訓をけして風化させてはならない
との想いを改めて強くしています。
最優先すべきは命を守ることであり、犠牲者

を一人でも減らすために、何ができるのか。
生き残った者の責任として、備えを重ね、社

会のありようを問い続けなければならないと言
われるが、未災地に暮らす私たちは、その問い
かけに応えていくとともに、教訓からの学びを
具体的な備えにつなげ、犠牲者を一人でも減ら
すことではないでしょうか。
私たちが向き合う南海トラフ地震は、昨年か

ら２度の臨時情報が出る中、政府の地震調査委
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員会は、南海トラフ地震の３０年以内の発生確
率を７０～８０％から８０％程度に引き上げま
した。
阪神淡路大震災から２０年を迎えた年に、未

災地の高知で、教訓を風化させないためにとの
想いで、追悼の集いをスタートさせましたが、
今朝も、寒い中３０名近い方が、青柳公園にお
集まり頂きました。
３０年経っても、「新長田に「箱物」はで

きても……商店主を苦しめ続ける「権力災
害」」、「届かない女性たちの声 ３０年前と同
じ避難所での苦痛」、「進んでいない住宅の耐
震化 命を守るための備えを」と言われる中、
今まで以上に、阪神淡路大震災をはじめ過去の
地震災害の教訓を風化させず、教訓を踏まえた
備えを真剣に考え、行動に移していきたいもの
です。

３月１２日「１４年目の３．１１に被災地を想
う」」
昨日は、東日本大震災から１４年。
鎮魂の一日となりました。
被災地では、１４時４６分に合わせた黙とう

ですが、私たち未災地の高知からは１８時３０
分、今年は、雨が降ったりやんだりの天候の悪
い中、近所の皆さん４０人ほどが参集し、黙と
うしました。
赤ちゃん連れの若いカップルも参加してくれ

ていました。
１．１１東日本大震災追悼の集いでは、黙祷

に続き、下知地区減災連絡会皆本会長の挨拶に
始まり、大﨑副会長から被災体験のお話や耐震
改修・家具固定研修の告知、役員の北澤さんか
ら昨年訪問した被災地の復興状況の報告があり
ました。
集いの後、下知コミュニティセンターで、下

知地区減災連絡会女性部会の役員を任命し、記
念すべき発足式を行いました。
内閣府男女共同参画局は20年、女性の視点

を取り入れた防災・復興のガイドラインを公表
し、取り組むべき事項として着替え場所の確保
やパーティションの設置などを挙げています。
また、内閣府防災担当は昨年12月、劣悪と

評される避難所の環境を改善するため、自治体

向けの指針を改定し、居住スペースの最低限の
広さなどを追記されました。
一方で、神戸市の認定NPO法人「女性と子

ども支援センター ウィメンズネット・こう
べ」の正井礼子代表理事は、「災害時のケア労
働が女性に偏らないよう、平常時からジェンダ
ーギャップの解消に取り組み、意思決定の場に
女性が3割はいる状態を作らなければいけない」
と強調されています。
また、公益財団法人「ほくりくみらい基金」

など4団体が能登半島地震被災地の女性に実施
した聞き取り調査では、「ボランティアが入る
前は炊き出しに1日7時間。睡眠2、3時間の日
が続いた」とか、「避難所生活で、女性は高齢
男性から地域の嫁として用事を言いつけられ
る。避難所を出て在宅避難をし始めた女性にも
避難所で炊き出しをするように連絡が来てい
た。若い世代はそのような価値観は耐えられな
い」など、災害時のジェンダーギャップに苦労
する女性の姿が浮かび上がったとの報道もあり
ます。
女性部会の発足を機に、避難所運営などが一

部の人に偏らず、男性中心の運営にならないよ
うジェンダーフリーの地域防災活動に繋がれば
と思うところです。
発足の後、昨年１１月に能登半島地震の被災

地珠洲市、輪島市を訪ねた下知消防分団の報告
がありました。
横田団員を中心に、国見分団長からの報告は、

現地で見た率直な感想を伝えて頂きました。
集いには４０人、報告会には３０人の皆さん

が熱心に参加して頂きました。
参加された皆さんが、一つでも次の行動につ

なげて頂けたらと思います。

②能登半島地震に学ぶ

４月１日「『住まい』の確保の遅れが復興の遅
れに」
能登半島地震から３か月、月命日の４月１日

を迎えました。
３月２９日の石川県発表では死者２４４名、

内災害関連死が１５名にのぼり、７５、４４１
棟の住家被害、未だに８千人を超える人が避難
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生活を続けられています。
石川県では、応急仮設住宅（建設型）のこれ

までの入居申請が少なくとも約８３００件に上
る中３月末の完成戸数は約１６００戸で需要に
追いつかない状況が続いています。
安定した住まいの確保が困難で、生活再建や

復興に向けた過程の中で、元の住まいのあった
被災市町村からの人口流出が大きな課題になっ
ています。
私たちが、おたずねしたり、来ていただいた

りする中で、東日本大震災の復興から学ばせて
頂いた宮城大の阿部晃成・特任助教は３月、輪
島市議会の勉強会で「被災者が避難所から２次
避難所、みなし仮設とどんどん移動していく。
地域への思いを維持するのは難しい」と訴えら
れたことが、今朝の朝日新聞にも出ていました。
東日本大震災では、地域の仮設住宅にわずか

な住民しか入れなかったことが影響し、地域の
復興が滞って人口減少が加速した例もあったと
記事にはありますが、下知地区で聴かせて頂い
た京大防災研の牧先生も仮設住宅が早期に確保
できないことが復興の遅れに繋がることを強調
されていたことを思い出します。
石川県が３月２８日、能登半島地震からの「創

造的復興」に向けた計画の骨子案を示した際に、
２９日付朝日新聞で、石川県災害危機管理アド
バイザーを務めてきた神戸大名誉教授の室崎益
輝先生は、「被災地の風景はほぼ震災直後のま
ま。がれきの撤去すら終わっていない。東日本
大震災や熊本地震と比べ、遅すぎます。前例の
ない地震が起き、前例のない被害が出ました。
ならば、前例のない対策が必要です。」と述べ
られ、「骨子案をまとめるのに、これまで被災
者の意見はどれほど聞き取ったのでしょうか。
これから案を見直し、深めていく作業が必要で
す。原形がなくなるほど手を入れ、復興への道
筋を考えてほしい。そうすれば、描いた絵に向
かって後は走り出すだけです。」と結ばれてい
ます。
災害前から、このようなことを考えておくだ

けでも、災害後の復興の着手が早くなるように
との思いで、粘り強く事前復興について考え、
議論し、可視化を図っていきたいものです。

４月４日「被災地の断水で考える水道インフラ
の事前整備」
能登半島地震から３カ月が過ぎ、未だに被災

地の断水が継続していることが、報道されてい
ます。
元日の震災で、断水は一時、１６市町の約１

１万戸に及び、３月１日時点で７市町の約１万
８千戸まで減り、知事は珠洲市も一部地域を除
き「３月末までに復旧できる」との見通しを示
していました。
しかし、県の今月２日の発表では、残り４市

町の約６６８０戸まで復旧したものの、このう
ち珠洲市だけで契約戸数の８割超にのぼる約４
２５０戸となっています。
県は、「想像以上に浄水場や配水管の被害が

大きかった」と説明しているが、水道管１キロ
あたりの損傷は、熊本地震の熊本市で０.０３
カ所、東日本大震災の仙台市で０.０７カ所で、
能登半島地震では、珠洲市に比べれば復旧が進
んでいる隣の輪島市でも２.６３カ所に達して
います。
水道の復旧のために全国から派遣された自治

体職員らは延べ3万人を超えていますが、金沢
大の宮島昌克名誉教授（ライフライン地震工学）
は「断水が長引くほど地元で事業や生活の再建
を望む人が減り、被災地以外に転出する可能性
が高まる」と指摘し、「復興の活力を失わない
よう全国の自治体による復旧支援に加え、損傷
部分を簡単に把握できる新たな技術の導入な
ど、復旧を早める手法も検討すべきだ」と言わ
れています。
そのようなことが、今後の水道インフラ整備

に求められる中、安倍政権のもとで２０１７年
に水道法が改悪され、水道の運営権を民間企業
に売りやすくしました。
日本は世界一の水道技術と、蛇口から出る水

を安全に飲める数少ない国ですが、実は、日本
中を走る７４万キロの水道管のうち２割が耐用
年数超で上水道で３００㌔以上、下水道で１０
０㌔以上を、今すぐ直さなければならないと言
われています。
「今、能登が直面していることは、全国どこ

でも起こってもおかしくないのです。水道管の
劣化について、政府もマスコミも「財政難」と
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「人口減」を理由に、できるだけ民間企業に委
託するよう、自治体をプッシュしてきましたが、
自然災害だらけの日本で、世界一の技術を伝承
させず、地方を非常時に弱い民間委託にさせて
おくのは、自分の首を絞めているようなもの。」
と、堤未果氏は著書「国民の違和感は９割正し
い」で指摘されています。
改めて、この国の水道インフラの事前再整備

こそ事前復興の最重要課題だとも考えさせられ
ます。

７月２日「能登半島地震から半年、遅すぎる復
旧・復興」
能登半島地震が発生して、半年。
余りに遅い、復興の現状を突きつけられてい

ます。
昨夜、ZOOM会議で、能登半島の被災地の

状況を「音のない被災地・静かな被災地」と表
現されている方がいました。
支援者も少なく、復興の槌音が聞こえない被

災地から聞こえてくるのは、災害関連死が増え
ているという報道ばかりです。
地震の死者は２８１人に上り、５２人は避難

中のストレスなどが原因の災害関連死で、その
申請は、すでに認定された人も含めて２００人
余りに上り、今後も被災後のストレスや疲れか
ら体調を崩すなどして亡くなる人が増加するこ
とが懸念されています。
仮設住宅は、計画の７割が完成したものの、

今も２０００人以上が避難生活を送る。支援が
必要でも避難所へ行かず、壊れた自宅に住み続
ける高齢者も含め在宅避難者も多く、支援の手
は届いているのだろうかと心配されます。
倒壊建物の解体作業も進んでおらず、公費解

体の対象は約２万２千棟と推計されるが、完了
したのはわずか４％で、調査・作業の人手不足
に加え、半島の先端というアクセスの悪さが原
因とされています。
奥能登地域では、１００を超える事業所が廃

業を決めたとされており、なりわいの再生も喫
緊の課題です。
輪島市内には小中あわせて１２校あります

が、地震の前と同じように単独で授業を続けて
いるのは中学校１校だけで、残りの学校の多く

は校舎などに被害を受けたり避難所として使わ
れたりしているため、被害の少なかった３つの
学校に集まっているなど、我慢を強いられてい
る子どもたちの心のケアの重要性は増していま
す。
「創造的復興」を目標に掲げ、岸田首相は「で
きることはすべてやる」と述べているが、今ま
では全てやらなかったのかと言いたくなりま
す。
孤立を防ぐなど、きめ細かな支援と対策の徹

底を図りながら、止まったかのような時計の針
を前に動かすために、政府・自治体はあらゆる
措置を講じる必要があります。

７月２２日「被災地支援のリアル」
１９日夜の高知市防災人づくり塾第4回講師

は、日ごろから高知・下知が大変お世話になっ
ているピースウィンズジャパンの国内事業部次
長橋本笙子さんでした。
今年に入ってからは、1月1日の能登半島地

震以来被災地の珠洲市を拠点にほとんど被災地
支援で活動されています。
その橋本さんから「復旧・復興と被災者支援

のリアル～令和6年能登半島地震から学ぶ～」
と題して、90分のお話そして質疑応答含めた2
時間は大変有意義なものでした。
これまでにも全国防災関係人口ミートアップ

会議で何度か報告を受けておりましたが、改め
て珠洲市の被災状況、そして、支援にはいられ
た橋本さんをはじめピースウィンズジャパンの
皆さんが翌日から現地に入りいかなる支援を行
ってきたのか、そして孤立・孤独を防ぎ災害関
連死を減らすために今何を取り組んでいるの
か。
「仮設住宅への家電支援」「仮設住宅・在宅

避難所の見守り」「コミュニティ再建に向けて」
「子どもたちの受け入れ」「給水支援」「ペッ
ト支援」などに取り組まれている様子をお聞き
するにつけ、支援者としての覚悟を突きつけら
れました。
特に、支援に入られている珠洲市は高齢化率

の高い地域で、１/３が後期高齢者でありなが
ら、本来なら介護認定を受けて施設のお世話に
なっている方が地域の支えで在宅で暮らせるよ
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うな地域コミュニティが維持されていたのが、
被災でズタズタにされる状況になっているとの
お話は、改めて平時の地域コミュニティの顔の
見える関係の大切さを痛感させられました。
また、公的支援を受けられない準半壊や一部

損壊という制度の狭間に追いやられる方々への
支援の制度化は急がれなければならないことも
重大な課題であることも切迫していることを強
調されました。
これまでは、オンラインでの報告ばかりでし

たが、久々に直接ご本人から聴かせて頂き、身
の引き締まる思いがしました。

９月２２日「奥能登の被災地で仮設住宅も浸水」
復興への厳しい道のりを歩まれている能登半

島地震の被災地が昨日、記録的な豪雨に見舞わ
れ、珠洲市で1人が亡くなり、同市と輪島市、
能登町でも行方不明者が相次いでいます。
大雨特別警報が発令された輪島、珠洲両市の

雨量は観測史上最大を記録し、各地で道路が土
砂崩れで寸断され、県災害対策本部会議による
と、床上、床下の浸水は多数で、珠洲市4地区、
能登町2地区が孤立したり、停電、断水の地区
もあるそうです。
多くの皆さんが、奥能登の皆さんに、何故こ

んなにも試練を与えるのかとの思いを強くして
います。
さらにつらいのは、仮設住宅が浸水し、仮設

住宅から避難しなければならない避難者の皆さ
んがおられるということです。
石川県によると、今回の大雨で輪島市と珠洲

市の8カ所の仮設住宅が浸水したそうです。
朝日新聞の調べでは、少なくとも輪島市の4

カ所のうち3カ所（宅田町の仮設を含む）はハ
ザードマップで洪水による浸水リスクがあると
示された場所であり、県や輪島市は、洪水や土
砂災害、津波といったハザードリスクを「織り
込み済み」として、海沿いや川沿いなどに建設
していました。
「リスクを承知の上」とする代わりに、県は、
災害の危険があった際は「警戒、避難態勢をし
っかりする」としてきたが、そのような対応が
されたのか、今後の検証が必要です。
いずれにしても、災害の仮設住宅は、被災地

のなかでも残された少ない平地に建てらるた
め、そこがこれまで人が住んでいなかった、河
川氾濫リスクや、土砂災害リスクのある地域に
建てられるという問題があり、今回の能登半島
でも同じ現象が発生したと言われています。
それでなくても、本県において仮設住宅用地

が確保されていない中で、限られた用地や候補
地が総合的な自然災害リスクを想定した場所の
選定がされているのか、仮設住宅用地の安全性
の調査と分析が求められるのではと考えさせら
れました。

９月２４日「常に存在する複合災害のリスク」
昨年5月の震度６強の珠洲市を中心とした地

震、元旦の震度７の能登半島地震、そし今回の
豪雨被害と、なぜこれだけ試練を与えるのだと
心が折れかかっている方がたくさんおられま
す。
８月、９月に入ってようやく避難所から仮設

住宅に入居した方も多く、まさに「これから、
少しずつ」復興に向けて一歩を踏み出していこ
うとする矢先の今回の豪雨被害です。
奥能登を襲った記録的豪雨によって、２３日

時点で、死者は７人、安否の分からない人は行
方不明者を含めて計６人、輪島、珠洲、能登３
市町の５千戸で断水しています。
能登では元日の地震で広範囲が長期間断水

し、やっと解消したばかりだったというのに、
また断水です。
集落の孤立は前日から半減したものの依然３

市町の５６カ所で続いており、県などが復旧を
急いでいるといいます。
「心は折れても生きるしかない」との思いの

方々に、頑張れではなくて、「支援し続けてい
るよ」との思いと行動を届けていくしかありま
せん。
高知でも南海トラフ地震の後に、集中豪雨や

台風襲撃など複合災害のリスクは今まで以上に
高まっています。
能登の皆さんの気持ちを自分事として捉えて

いかなければなりません。

１０月２２日「二重被災に苦しむ被災地に寄り
添っているのか」
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１０月８日に参加した日弁連主催オンライン
シンポジウム「能登半島地震 二人三脚の復興
を目指す～罹災証明問題を考える～」でも、「罹
災証明」問題を勉強させて頂きましたが、９月
の豪雨災害から一か月経った今、改めて二重被
災した被災者の罹災証明が着目されています。
１月の能登半島地震の被災地では、住宅の被

害認定が実態に即しておらず、再建のための支
援金も不十分と指摘されている中、今回の豪雨
災害で二重被災した方への生活や住まいの再建
を後押しする仕組みが求められています。
これまでの災害では、判定は災害ごとに実施

されていましたが、９月の豪雨による被害は、
元日の地震の影響で拡大した可能性があり、個
別に判定すると、一部損壊などの判定を受けた
世帯が、十分な支援を受けられないおそれがあ
ることから、地震で一度判定を受けていても、
修理前に豪雨で再び被災すれば、豪雨後の調査
をもとに新たな判定を受けられるようになりま
した。
例えば、従来の判定なら地震で準半壊、豪雨

で一部損壊となる場合でも、豪雨後の被災状況
を一体的に調査し、半壊の認定を受けられる可
能性があり、半壊以上と認定されれば、今回の
災害では仮設住宅に入居できたり、住まいへの
支援など、受けられる支援が手厚くなります。
１１月９日に、私たちの下知地区でも講演を

お願いしている日弁連災害復興支援委員会副委
員長、永野海弁護士は「認定結果が半壊未満だ
と、受け取れるお金は大きく減る。罹災証明書
が小切手のようになっており、（被害を）きち
んと見てもらいたい」と述べられています。
地震と豪雨の「二重被災」に苦しむ能登半島

でも、解散総選挙が始まりました。
「選挙どころじゃないのに」との声があがる

中、住民基本台帳の住所へ送られる投票所の入
場券は、有権者の手元に届いているのでしょう
か。
避難所や仮設住宅で暮らす住民が転送手続き

はどのくらいしているのか、被災者の皆さんの
投票する権利さえ奪われかねない今、なぜここ
まで急いで解散総選挙をしなければならなかっ
たのか。
防災省を検討するという石破首相のもとで、

被災者に寄り添い、被災者と向き合う本気度を
伺うことはできません。

１１月３日～４日「困難極める被災地の被災者
支援、復興まちづくり」
【１１月３日 珠洲市】
１０時～
今は、生活家電支援でお忙しいPWJ珠洲事務

所を訪ねて、木下看護師から、移動しながら当
日の打合せをし、まずは神戸大学建築学槻橋先
生とその学生たちによる「記憶の街」ワークシ
ョップin珠洲・寺家の展示を案内頂きました。
この「記憶の街」ワークショップは、槻橋先

生のお話をZOOM会議で聞かせて頂いたこと
もありましたし、京都大学牧紀男先生の事前復
興講演会で、兵庫県南あわじ市福良地区の「失
われない街」プロジェクトの話として紹介頂い
ていたので、絶好の機会でした。
会場は、最終日ということもあって、たくさ

んの方が駆けつけており、地元でそのジオラマ
づくりに関わられていた方々とお手伝いをされ
た学生さんたちの間で話が弾まれていました。
私も槻橋先生にご挨拶をさせて頂いて、今後

下知地区の事前復興に関わって頂きたい旨のお
願いもさせて頂きました。
これまで下知地区で取り組んできたワークシ

ョップを、さらに「可視化」していくことにも
通ずるのではないかと思ったところです。
１１時３０分～
会場を後にして、営業が再開されている道の

駅狼煙で昼食をとった後、岬自然歩道を登って
禄剛崎灯台から隆起している海岸線も一望しま
した。
道の駅の敷地内も液状化部分があり、浮き上

がっている施設などもありました。
また、隣接地には、ムービングハウス型仮設

住宅も設置されていましたが、PWJ木下さんの
話では、表札がかからず、番号表示のみなので
コミュニティが形成しにくい感じがするとのこ
とで、高知での活用の際にも検討しておかなけ
ればならないことだと考えさせられました。
１３時～
正院公民館長の小町さんから、発災時の避難

所運営について、お話を伺ために向かう途中に



- 13 -

あった解体工事の廃棄物の仮置き場は満杯状態
で、一時解体工事が中断するとの話もありまし
た。
出迎えてくれた小町公民館長が、まず敷地内

の断層について説明頂き、施設そのものも傾い
ており、現在活用されてはいるが、現地修復で
はなく移転も視野に入れた検討がされていると
の話でした。
事務所や集会室に入って驚かされたのは、正

院小学校で避難所開設をしてからの日毎の推移
を記録したものや子どもたちが作成した「正院
小ひなんしょ新聞」が丁寧に掲示されていたこ
とでした。
このような形で記録されているものを、ぜひ

未災地で教訓化して頂きたいとの思いがしまし
た。
お話の中での印象に残った部分を下記に記し

ておきます。
▼正院地区では震度４以上で公民館長は避難所
に駆けつけることになっていて、情報収集・避
難所開設を行うこととなっている。
▼避難されていた方々の中で、対策本部を設置
して、名簿作りを先ず行ったが、４８５人＋車
中泊で約７００人だったが、車中泊まで手は回
らなかった。正月だったので、帰省客なども多
かったので、県外の方も多くいた。
▼消防団員が中心になって、仮設トイレを校庭
につくったりしながら、避難所開設を行ったが、
その後プッシュ型で仮設トイレや凝固剤が届い
た。
▼避難所スタッフで仕事に復帰する方などもい
たので、長期の避難所体制に備えるため、１０
日に班体制などを見直し・再編成をした。
▼１日～１５日まではミーティングを朝晩と２
回行っていたが、１６日からは夕方のみ１回に
した。
▼消防団は、見回りを行い、在宅の方の安否確
認などにも回ってくれたし、リヤカーでの水の
運搬など１９３日間の避難所運営に２３人の団
員が、ずっと関わってくれて、八面六臂の活躍
だった。また、団員２名が避難者として過ごさ
れていたので、避難者も安心感を持たれていた。
▼避難所としての学校を子どもたちが使えるよ
うにする準備もしていった

▼感染症が出始める中で、運営の当番には「オ
ールキャスト」で臨んだ。
▼小中学生が作成した「正院小ひなんしょ新聞」
にも、その対応が呼びかけられるなどした。ひ
なんしょ新聞は「ケセラセラ」と名付けて、子
どもたちが、希望を持たせてくれた。
▼支援物資も届き体育館で管理したが、子ども
たちに体育館を使ってもらうために、支援物資
を整理して、体育館をできるだけ使ってもらう
ようにし、卒業式も行えた。避難所と学校の共
存をめざした。
▼昨年の５月の地震の際に、ボランティアで来
てくれた縁で富山の方が炊き出しも行ってくれ
た。
▼運営のポイント
①県内外の支援チームの力を借りる。受け入

れ体制を整えてその専門知識や知恵を活かす。
②運営が円滑に行くよう班構成を工夫する。

避難所の変化に伴って班構成を見直す。
③避難者、スタッフ、県内外の支援チームが

運営方針を共有できるようにミーティングを重
ねる。
➃一人に負担が集中しないよう各班で連携を

深める。順番に休息が取れるように体制を工夫
する。
▼今後の課題
①指定避難所の想定避難者数に見合う備品

(水、食料、簡易トイレ、毛布、個別テント、
段ボールベッド、マット、パーテーションなど)
の充実を図る。定期的な点検を怠らない。
②「自分たちのまちは自分たちで守る」こと

を念頭に、公民館や自主防災組織などを中心に
置きながら、地域住民が協力できる体制を作り
上げていく。
▼避難所運営については、避難者の多くが、地
域の中で顔の見える関係があったことが、うま
くいったことにもつなかったと思う。いずれに
しても性善説にたって避難所運営にあたるとい
う心持が大事だと思う。
▼１５０年以上続くお祭り「奴振(やっこふり)」
があるし、運動会もあるが、コロナで中断して
いたものの昨年再開した矢先だった。公民館事
業もできるだけ早く復活したい。
１５時～
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若山公民館では、PWJ珠洲事務所の木下さん
の案内で９月２３日の大水害によって避難され
たお二人の方とお話しする機会を頂きました。
気づいた時には、浸水が始まっており、やっ

との思いで避難したとのことで、私たちに「と
にかく避難袋を持って逃げるのではなく、身一
つで命だけ持って逃げた方がよい」とのメッセ
ージを頂きました。
今度の日曜日には、避難所の集約によって、

今の避難所から引っ越さなければならないとの
ことで、PWJの木下さんと相談をされていまし
たが、地震・水害という二度の災害が大きくダ
メージを与えている被災者の気持ちを考えた
時、我々も「複合災害」への向き合い方を考え
ておかなければならないことを痛感させられま
した。
１６時３０分～
津波被害の大きかった宝立地区では、液状化

によるマンホールなどもそのまま放置されてい
たり、ほとんど手のついてない沿岸部の復興は
見通せない状況です。
一方で、世界的建築家がデザインした、木造

２階建て仮設住宅６棟９０戸が完成しており、
接着剤を使わず接合した集成材「ＤＬＴ」で作
った箱型ユニットを積み重ね、仮設住宅では初
の木造２階建てを実現し、県内産の杉が使われ
ているとのことです。
仮設住宅用地が、大幅に不足している本県に

おいても、２階建て仮設住宅の参考となるのか、
検討が必要となります。
４日早朝には、宿泊させて頂いたPWJ珠洲事

務所の周辺を見て回ったが、公費解体工事が７
時から始められている状況を目の当たりにした
が、やっと公費解体が進み始めたことを感じる
街並みでした。

【１１月４日 輪島市】
１０時１５分～
輪島市役所門前総合支所にあるJOCA（青年

海外協力協会）では、門町地区で仮設住宅を訪
問し、被災者の支援を行われている「親子支援
・災害看護支援＊てとめっと」代表の山中弓子
さんから、門前地区での仮設住宅や被災者の状
況についてお話しを伺いました。

１１カ所の仮設住宅に５００前後の世帯があ
り、水害の被害も大きく支援者も足りない状況
だと言われていましたが、門前地区でも支援者
は３名とかで、その負担量は大変だと思わざる
をえませんでした。
輪島の方は、大きな家に住んでいた方が多く、

土間ほどの広さの仮設住宅の間取りで、２人で
暮らすことにストレスを感じられている方もい
るし、仮設浦上団地では４月に入居して、９月
に浸水で、入居者は疲弊しており、メンタル面
での支援が必要であるとのことでした。しかし、
集会所もなく、今後サロン活動を充実させてい
くことが課題となっているそうです。
当日は、支所の駐車場にバスが２台止まり、

若い方たちが周辺に多くいましたが、水害復旧
のボランティアバスが出されており、ボランテ
ィアの受け入れ体制も調整されているとのこと
でした。
訪問した前日には、永野海弁護士が開催され

た被災者の相談会では、春先より質問も増え、
具体的になったと仰られていましたが、永野弁
護士のFBでは、「いままでは死なないこと、生
き抜くことで精一杯で、お金のことや支援制度
のことなど考えられなかった。仮設に入れたこ
とでようやく少しそういうことが考えられるよ
うになった。」ことなどが影響されていたので
はと書かれていました。
避難所は、８月に一旦閉鎖されていたが、水

害で再開されているとのことです。
買い物難民に対しては移動販売もあるが、通

院難民は深刻な問題であるとのことでしたし、
これまで支所で公費解体の申請受付をしていた
のが、１１月からは輪島市役所に一本化された
ということで、こちらも車の運転ができない高
齢者には、大変な負担になることだと思いまし
た。
これから仮設への支援活動に出られる前に時

間を取って頂いた山中さんに、感謝し、総合支
所を後にしました。
１１時～
能登半島のいわゆる外浦と呼ばれる沿岸部

で、最大４mを超える地盤隆起があると言われ
ていたが、支所から車で１０数分のところにあ
る門前町黒島の地盤隆起の現場を見てきまし
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た。
今は、砂浜となっている中に波消しブロック

が多く見受けられ、港から堤防までがずっと陸
上になってしまっており、このような地形変化
は「数千年に一度」と言われているとのことで
した。
また、伝統的建造物群保存地区の黒島地区も、

中まで入り込む時間はありませんでしたが、道
路側から見ただけでも、被害の大きさが分かり
ました。
高知県でも、今後は室戸吉良川地区や安芸市

土居廓中での備えの教訓とすべきことだと思う
次第です。
１２時１５分
大地震発生後およそ１時間１０分後に火災発

生の一報に始まり、地震による断水や津波への
恐れで海へも近づけず、消火活動が遅れる中、
火は燃え広がり、朝市通りと呼ばれる本町商店
街周辺を焼きながら拡大しました。２日７時半
ごろ火災を鎮圧、６日午後５時１０分鎮火した
との記録があります。
消失面積は約４９０００㎡、焼損棟数約２４

０棟に上ったと言われています。
そして、象徴的建物だった倒壊ビルの公費解

体も始まったばかりの街並みをどのように復興
させていくのか、これからの課題であることを
突きつけられた輪島市内の火災跡でした。

１２月１５日「避難所の環境整備は喫緊の課題」
今朝の高知新聞の社説では、政府が災害時の

避難所運営に関する自治体向け指針を改定し、
確保すべきトイレの数や被災者１人当たりの専
有面積に国際基準(スフィア基準)を反映させ、
避難所環境の抜本的改善に取り組むことが取り
上げられていました。
改定指針では、具体的な数値目標として、ト

イレの数は、災害の発生当初から５０人に１個
用意し、一定期間経過した後は２０人に１個、
女性用は男性用の３倍にするよう求めていま
す。
また、専有面積については、１人当たり最低

３.５平方メートル（２畳程度）と定め、生活
空間を確保するため間仕切りの備蓄も求めてい
ます。

このほか、仮設入浴施設の設置基準や、キッ
チンカーなどによる温かい食事の提供方法も例
示しています。
避難所環境は、大規模災害のたびに改善が図

られてきましたが、国は高齢者への配慮などを
示した運営ガイドラインを策定し、被災地の要
望を待たずに物資を送る「プッシュ型支援」な
ども進めているというが、道路が寸断されたり
したときに、届くのかとの心配はなかなか解消
しません。
２０１６年の熊本地震では、災害関連死は熊

本県で直接死の４倍超に上り、能登地震でも災
害関連死は２４７人となり、直接死２２８人を
上回っています。
高知県では、来年度からの南海トラフ地震対

策行動計画に避難所の環境整備を重点課題とし
て位置付けるとしているが、私が、高知県でも
スフィア基準に基いた避難所環境の整備を求め
たのは平成３０年の議会質問で、県議会では初
めての質問でした。
その二年後にも本気で避難所環境の整備を求

めたものでしたが、いくつかの災害を体験して
やっと追いついてきたとの感がしています。

１２月２２日「洪水浸水リスクのある仮設用地
の検証を」
復興への険しい道のりを歩まれていた能登半

島地震の被災地が、９月21日、記録的な豪雨
に見舞われ、仮設住宅が浸水し、被災リスクを
抱えた土地に仮設住宅を建設せざるをえなかっ
た課題について９月定例会で取りあげたことが
ありました。
石川県によると、能登半島地震の被災地を襲

った９月２１日の豪雨で、輪島市と珠洲市の計
6カ所の仮設住宅218戸総戸数の約４割が床上
浸水し、土砂や浸水により住宅約700棟の全半
壊が確認されるという「二重被災」が起きまし
た。
このことを受けて朝日新聞の取材によって、

南海トラフ巨大地震発生時に大きな津波被害が
予想される14都県のうち5県が用地を確保した
仮設住宅約2万7千戸は、大雨の洪水で浸水す
る恐れのある区域内に含まれ、5県全体の15%
にあたることが分かりました。
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二重被災の恐れがある区域内に仮設の候補地
を含めているのは愛知、三重、徳島、愛媛、宮
崎の5県で、愛知県は、建設を見込む5705戸の
うち約40%がこの区域内にあり、愛媛（34%）、
宮崎（30%）と続いています。
一方、９月定例会で質した時にも「民有地の

抽出では、洪水浸水や土砂災害等のリスクの有
無、道路への接道状況といった情報も含めて、
リストアップしているところであり、今後、災
害リスク等の情報の精度を高め、土地の安全性
を確認していく。」という高知をはじめ静岡、
兵庫、和歌山、大分、鹿児島は確保した建設候
補地が洪水リスクのある場所か把握しておら
ず、能登の豪雨被害を受けて調査を始めるとの
ことです。
知事は、議会答弁の際に「今後は、取り組み

を総合的に進める中で、次期南海トラフ地震対
策行動計画の期間内には、浸水などに対しても
安全性の高い候補用地が選定できるよう、最大
限努めていく。」とされていました。
記録に残る１３６１年の正平地震以来、１４

９８年明応地震、１６０５年慶長地震、１７０
７年宝永地震、１８５４年安政東海地震・安政
南海地震、１９４４年昭和東南海地震 １９４
６年昭和南海地震と約１００年～１５０年間隔
で繰り返す南海トラフ地震が昨日昭和南海から
７８年を迎えました。
繰り返される様々な自然災害から学べる備え

に、向き合い続けるしかありません。

１月３日「仮設で「能登復興」の第一歩」
今朝の高知新聞２７面に「仮設 能復興の一

歩に 住民「現実受け入れ前へ」」との見出し
で、能登半島地震から１年、そして集中豪雨な
も見舞われた石川県珠洲市若山町の上黒丸地域
の今が取材されていました。
私たちも下知消防分団の皆さんと珠洲市を訪

ね、集約されてしまう若山町の避難所を案内頂
いた時、９月２３日の大水害によって避難され
たお二人の方とお話しする機会を頂いたことを
思い出します。
お二人が口々に言われていたのは、気づいた

時には、浸水が始まっており、やっとの思いで
避難したとのことで、「とにかく避難袋を持っ

て逃げるのではなく、身一つで命だけ持って逃
げた方がよい」とのメッセージでした。
記事では、１１月、２３戸の仮設住宅が完成

し、散り散りだった約４０人が地域に戻り、年
末にささやかな「復興祭」が開かれたとのこと
だったが、あの元気なお二人の高齢者の方も参
加されていたのだろうかと思いながら、記事を
読ませて頂きました。

１月５日「被災地と向き合う建築家」
今朝の朝日新聞の「（１９９５年からの現在

知）「閉じた箱」安心安全でも ブースやモー
ル、分断どうつなぐ」の記事で、「神戸で考え
た、できることは」との見出しで、世界的建築
家の坂茂さんの記事がありました。
建築のことに疎い私が、板さんを知ったのは、

能登の珠洲市を訪ねた時に、宝立町に二階建て
の仮設住宅ができたとの話を聞かせて頂いた時
に、高知でも二階建ての仮設住宅の可能性を求
めていただけに関心を持つこととなりました。
その板さんは、「建築や高速道路はこんなに

簡単に倒れるのか。想像を絶する光景」を目の
当たりにして１９９５年の神戸市での活動以
来、世界各地の被災地や紛争地で仮設住宅造り
などを続けられているとのことです。
神戸で、板さんは「ほとんどの人は地震では

なく、建築の倒壊で亡くなった。建築家の責任
でもある」と痛感されたそうです。
そして、避難所で被災者が雑魚寝をする姿に、

「近代の日本でまだこんなことが」と驚かれて、
２００４年の中越地震以後は、避難所でのプラ
イバシー確保のために紙管とカーテンによる間
仕切りを作り続けてこられました。
その板さんが、月刊「世界」の１月号で「同

じ災害はふたつとない」と題して、災害後の住
まいと建築家の向き合い方について、書かれて
います。
その中には、「建築家には復興の過程でたく

さんの仕事が舞い込みます。自分たちの責任と
は向き合わず、復興の仕事ばかり意識する建築
家は少なくありません。避難所や仮設住宅など
の住環境を改善するのも建築家の仕事のはず。
それなのに彼らの目には避難所や仮設住宅で過
酷な暮らしを強いられる人たちが写っていない
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ように感じました。」とあり、考えさせられま
す。
そして、「今年6月、珠洲市で石川県産の木

材を使用した木造2階建ての仮設住宅を建てま
した。珠洲市の仮設住宅は原則２年間の入居期
間が過ぎても、そのまま使用することができま
す。被災した人たちは、ただでさえ災害で住み
慣れた住居を失って疲弊しているのに、避難所
から仮設住宅、災害公営住宅への引っ越しを送
り返さなければなりません。避難所の環境を改
善し、仮設住宅を組み心地良いの良いパーマネ
ントな状況にできれば、どれだけ被災者の負担
が減るか。同じ予算ならすぐに廃棄するプレハ
ブよりも、パーマネントに利用できる住居の方
が財政にも、環境にも良いに決まっています。」
とあり、南海トラフ地震をはじめ、これからの
被災地で生かされなければならないこととし
て、しっかり受け止めたいものです。

１月６日「能登半島連環災害の復興を考える～
阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて」
昨日は、「まち・コミュニケーション」の主

催で開催された「阪神淡路大震災３０年の経験
から考察する能登半島地震・豪雨被災地の復興
への論点」と題したオンライン勉強会に参加し
ていました。
室﨑益輝先生（神戸大学名誉教授、減災環境

デザイン室顧問）から「能登半島連環災害の復
興を考える～阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ
て」と題したテーマで学ばせて頂きました。
30年経過して復興の歴史的評価が見えてく

る、また30年経過して復興の課題意識を変え
なければならないこともあるとのことで、「能
登半島地震から豪雨へと続く災害は、質的にも
量的にも前例のない破壊力で前例のない被災を
もたらした・・・それだけに前例のない対応、
前例のない復興が求められている・・・前例主
義からの脱却が不可避」ということが、まさに
今問われていると考えさせられました。
そして、私たちが南海トラフ地震からの復興

に立ち向かう時には、「前例のない復興」を求
められるのであろうと思う時、阪神・淡路大震
災から続く国内で連環する災害の復興の教訓
を、私たちの地域に即した形で翻訳し、その具

体化を図っていくことが求められることを肝に
銘じておかなければなりません。
１．１７を前に、貴重なお話を聞かせて頂き

ました。

１月１０日「災害用備蓄は避難所により身近な
分散備蓄を」
内閣府は昨日、都道府県と市区町村ごとの災

害用物資の備蓄状況を公表しました。
今回初の調査で、アルファ米やパンなどの主

食は全国で計9279万9895食分、簡易ベッドは
計57万5204台分が蓄えられているなど内閣府
は「主食は一定量が確保されていることが明ら
かになった」と評価し、ベッドやトイレについ
ても備蓄の支援を進めるとしています。
昨年元日の能登半島地震では多くの避難所で

食料が不足するなど、交通網の寸断により支援
物資の輸送も難航しました。
そのことを教訓に、内閣府は24年11月1日時

点の指定避難所などでの備蓄状況を、都道府県
と市区町村ごとに調べたもので、内閣府は各地
の備蓄状況を公表することで、自治体に不足分
の確保を進めてもらうものです。
「体育館での雑魚寝を解消するには、簡易ベ

ッドの備蓄をもう少し増やしてほしい」との声
もあり、国は簡易ベッドやトイレカーなどの導
入費用を補助するため、24年度補正予算に約1
000億円の地方創生交付金を計上しており、そ
の一部を充てるとしています。
能登半島地震での教訓から、交通網の寸断に

より支援物資の輸送が滞ったことから、本県で
は より住民に近いところに物資が備蓄できる
よう市町村での分散備蓄を進めることとしてい
ます。
その際に、高知市の長期浸水エリアでは、津

波避難ビルなどに居住者や避難者が一定期間取
り残されることから、津波避難ビルなども含め
て、孤立が想定される地域などの住民に物資が
確実に届くような取組も進めていくことが求め
られています。

（５）事前復興について

８月２２日「『事前復興』『災害ケースマネジ
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メント』について学ぶ」
１９日、２０日と連続で、この間重点的に取

り組んできた二つのテーマで連続しての学びの
場に参加してきました。
１９日は、高知市防災人づくり塾で高知市事

前復興まちづくり計画策定検討委員会会長・牧
紀男先生(京都大学防災研究所)による「事前復
興のすすめ―南海トラフ地震後の高知の生き残
り―」と題したお話で、復興の課題、復興でき
るための事前の取り組み、なぜ事前復興が進ま
ないのかなどについてお話頂きました。
先生のお話のポイントは、先生の近著「平成

災害復興誌―新たなる再建スキームをめざして
―」の結びにある「災害前から被災することも
踏まえた地域の姿、ありようを描き、その実現
のために努力していくことが不可欠である。何
の備えもなく、良い復興が実現されるというこ
とはありえない。」に尽きると思います。
２０日は、高知県災害ケースマネジメント研

修で、市町村職員や士業会、社協職員の方々約
１４０名(オンライン１１０名)が参加された
中、被災地での被災者支援に尽力されている永
野海弁護士(日弁連災害復興支援委員会副委員
長)から「過去の大規模災害から生活再建を学
ぶ」とのテーマで、能登半島地震での支援活動
をはじめ、「罹災証明は市民と自治体の二人三
脚作業」「見えにくい被害にこそ寄り添う」「支
援制度を使いこなし地域を復興する」「支援制
度を活用した住まいの再建を感じる」について、
お話頂いたのち被災者生活再建カードを使った
ワークショップを行って頂きました。
ワークショップを通じた支援制度を活用した

住まいの再建の疑似体験は、被災後の生活再建
を自分事にするうえで、有効なものだと感じま
した。
また、被災前から支援制度を知っておくこと

が、行政にとっても市民にとっても生活再建の
多様な選択肢を活用し、諦めることなく復興に
向けて歩み出すことにつながると思いました。
牧先生には、一昨年下知地区減災連絡会の学

習の場に来て頂きましたが、今度１１月には永
野先生にお越しいただくこととなっています。
災害ケースマネジメントの仕組みを事前に学

ぶことも事前復興の大きなツールです。

１０月１０日「二人三脚の復興を目指す～罹災
証明問題を考える～」
１０月８日は、常任委員会審査が休会だった

ので、オンラインで日弁連主催のシンポジウム
「能登半島地震 二人三脚の復興を目指す～罹
災証明問題を考える～」に参加できました。
早川潤弁護士（金沢弁護士会元副会長）の「金

沢弁護士会の活動報告」、江﨑太郎氏（特定非
営利活動法人ＹＮＦ代表）の「復興支援『ミツ
バチ隊士業派遣プロジェクト』で見えてきた現
状」についての報告の後に、「二人三脚の復興
を目指す ～罹災証明問題を考える～」をテー
マにパネルディスカッションが行われました。
パネリストには、報告に引き続き江﨑太郎氏

をはじめ、林正人氏（一級建築士、能登復興建
築人会議）、徳島県の堀井秀知弁護士（日本弁
護士連合会災害復興支援委員会副委員長）、今
度下知で講演頂く永野海弁護士（日本弁護士連
合会災害復興支援委員会副委員長）が並び、い
つもご指導いただく津久井進弁護士（日本弁護
士連合会災害復興支援委員会元委員長）が、コ
ーディネーターを務められました。
罹災証明書による認定によって、いかなる支

援が受けられるのかが決まり、被災者の将来が
決まってしまいます。
しかし、災害が発生するたびに、罹災証明書

をめぐる課題が指摘されています。
被災者と行政が対立するのではなく、復興と

いう方向に向いて、被災者と、自治体、支援専
門家等の二人三脚、三人四脚による生活再建、
地域の復興を実現するために大切になる視点や
問題点等のお話を聞かせて頂きました。
被災地で誰に聞いても、罹災証明のことを十

分に知らないのに、申請期限を設けて打ち切る
などということがあってはならない。
被災者が罹災証明の申請の窓口を怖がらない

ように、「一緒に頑張りましょう」の一言で受
付が始まると随分違う。
被災地、被災住民のための復興であり、その

ための罹災証明であって欲しいとの思いの伝わ
るメッセージをありがとうございました。

１１月２８日「阪神淡路・東日本大震災復興事
業の教訓を能登・南海トラフに活かして」
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来年１月１７日で、阪神淡路大震災から３０
年を迎えるが、地震と火災で壊滅状態となった
「新長田駅南地区市街地再開発事業」という、
ようやく完了した神戸市の巨大復興事業から教
訓をくみとり、今後にどう生かしていくかが改
めて問われようとしています。
市は事業を検証し、２１年に報告書を公表し、

耐震・耐火策が充実し、人口が増えたことで「事
業目的はおおむね達成」との基本認識を示した
というが、５年前に新長田駅周辺を訪ね、「兵
庫県震災復興研究センター」出口事務局長にお
話を伺い、現地を視察した時からそのようなこ
とは言えないものだと感じていました。
出口さんは、「復興災害をもたらした要因に

は２つあり、１つは復興に名を借りた便乗型開
発事業の側面であり、もう１つは復興プログラ
ムの貧困さ、非人間性、非民主性、官僚制、後
進性であった。」と指摘されていました。
さらに、お会いした商店街の皆さんは、「高

い管理費、高い固定資産税、そして借金返済」
という三重苦の負担にあえぎながら、「コスト
のかかる街」で営みを続けられていますが、「活
性化（にぎわいづくり）の課題」と「まちの正
常化・あたりまえの街にするという課題」を克
服することが求められているとのことで、神戸
市の言う「達成した事業目的」とは、一体何だ
ったのかと言わざるをえません。
そして、東日本大震災で被災された石巻市雄

勝地区の阿部晃成(現金沢大学・能登官民連携
復興センター)のお話を昨年もお聞かせ頂いた
り、「検証なき復興フェードアウトに抗して」
という東日本大震災の復興事業の検証講演動画
を見せて頂いたりする中で、東日本大震災にお
いても復興事業の検証にもとづいた教訓も共有
しておかなければなりません。
総延長４３３km、１兆３６２１億円を費や

した防潮堤の背後には人家のない荒地も目立つ
地域が多くあり、１区画当り最大１．９億円，
平均６７００万円を費やしながら対象世帯の１
/３の参加にとどまった防災集団移転事業では、
移転元跡地利用は進まず、未だ３０％が未利用
地が残っています。
大船渡市や七ヶ浜町の差込式防集など、事業

費を抑えながらコミュニティに配慮した優れた

事例は評価すべきですが、全体像は生活再建を
置き去りにした巨大土木事業の推進だったと言
わざるをえない復興事業について、退任した遠
藤宮城県副知事は，臆面もなく，「住民合意の
軽視が過剰スペックとなり，モラルハザードを
生んだ」と述懐したという報告に驚かざるをえ
ません。
これから能登半島地震の復興事業が進められ

ることになりますし、私たち高知では事前復興
議論が進められることになりますが、復興事業
がもたらした災害ともいえる弊害を教訓として
学びながら、今後に生かしていくことが求めら
れるのではないでしょうか。

（６）災害ケースマネジメントについて

①災害関連死への備え

４月１４日「熊本地震の教訓を備えに生かして」
熊本、大分両県で計２７６人が犠牲となった

２０１６年４月の熊本地震は１４日、最初の激
震「前震」から８年となりました。
インフラ復旧は大きく前進し、地震の約２カ

月後に創設された熊本県の復旧・復興本部会議
は今月５日付で廃止されたそうです。
被害の大きかった益城町では４月１４日夜の

前震、１６日未明の「本震」で、観測史上初め
て震度７を２回記録しました。
熊本、大分両県で計約４万３千棟の住宅が全

半壊し、最大時には計約１９万６千人が避難し、
両県の犠牲者のうち、約８割に当たる２２１人
が災害関連死だったのも大きな特徴の震災でし
た。
２０２１年３月時点の災害関連死の内訳状況

は、以下のとおりとなっています。
性別では男性が１１５人（約５３％）、女性

が１０３人（約４７％）と、大きな差はなく、
年代別では最も多いのが８０歳代の７５人（３
４．４％）で、７０歳代以上の方は計１６９人
（約７８％）でした。
既往症があった方は２１８人中１９０人（約

８７％）と大きな割合を占めていましたが、疾
病では「呼吸器系の疾患」が６３人（２８．９
％）と「循環器系の疾患」が６０人（２７．５
％）と多く、「自殺」も１９人（８．７％）と
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なっています。
原因区分別では「地震のショック、余震への

恐怖による肉体的・精神的負担」が１１２人（４
０％）と最も多く、「避難所等生活の肉体的・
精神的負担」の８１人（２８．９％）、「医療
機関の機能停止等（転院を含む）による初期治
療の遅れ（既往症の悪化及び疾病の発症を含
む）」の１４人（５％）、「社会福祉施設等の介
護機能の低下」の９人（３．２％）が続きまし
た（複数回答のため計２８０件）などとなって
います。
災害関連死が直接死の４倍だった熊本地震か

ら、復興過程で「誰一人取り残さない復興」は、
８年が経った今、まさに正念場であり、地震前
の住まい、暮らしを再建できず、孤立や苦労を
強いられる住民をどう支えるのか。
初期フェーズで災害ケースマネジメントに取

り組まれたこともあったが、地域や住民間の復
興格差が広がりかねない中、県や市町村がこれ
からも被災者に長期的に寄り添うとともに、地
域社会の見守りも重要になっていることが、平
時から求められることになろうと思います。
我々が向き合わざるをえない南海トラフ地

震、首都直下地震への警戒に加え、今年３月以
降に宮崎県などで震度５弱が相次いで観測され
ている今、熊本だけでなく、全国で油断するこ
となく備えたいものです。

６月７日「『罹災証明の壁』を超えるために」
６日の高知新聞で「罹災証明という壁 能登

が問う高知の今」との記事が掲載されていまし
た。
罹災証明は義援金や被災者生活再建支援金の

支給区分に直結し、融資やさまざまな支援の土
台となる重要な書類なのですが、この罹災証明
が、住宅がどれくらい壊れたのかということだ
けを指標とする点については、多くの有識者か
ら疑問視されてきました。
ここでは、記事から気にかかった点だけ、触

れておきたいと思います。
支援に向かう自治体職員は、判定のプロでも

なく、「行ってみて、やってみての世界ですよ」
「人の生活を左右するプレッシャーはある。で
も、見たまんまやるしかないっすよ。被災地に

は研修をしている時間も余裕もないですから」
と、コメントしているが、判定をうける被災者
は、「家やなくて、もっと人間見てほしいわ」
と言われています。
被災者にこのような思いをさせないために

も、 今回の能登半島地震の復旧・復興過程の
中で、「家の壊れ方だけでなく、その人が暮ら
せるのか、暮らせないのかで考えるべきであり、
生活の困難さへの理解が欠けています。『制度
は被災者のために』という原点に返らないとい
けません。」と、いつも紹介させて頂く兵庫弁
護士会の津久井進弁護士は指摘されます。
また、迅速さについて、独自に判定の迅速化

を図る動きとして黒潮町の「一軒一軒ではなく、
ドローンを活用して津波被害を受けた地区単位
で全壊などを判定できないか研究する」という
コメントが紹介されているが、このことも大事
なことです。
このことについては、津久井進弁護士らが共

同代表をされている「一人ひとりが大事にされ
る災害復興法をつくる会」は、罹災証明書の申
請、認定の方法、発行などについては被災者支
援の目的に沿って行われる必要があることにつ
いて、提言されています。
提言の中では、罹災証明の申請にあたっては、

「被災者の負担となるような資料の提出を求め
ることのないように注意を促し、申請の際には、
壊れた住居の写真などを求めるべきでなく、自
己判定方式でない限り、写真の提出を求める必
要はないとして、罹災認定の方法も、これまで
の大規模災害のように、航空写真やドローンを
活用した簡易判定、一定のエリア内の建物はす
べて全壊と判定するエリア認定など、考え得る
手段をできる限り活用して、手続を進めるべ
き。」と指摘されています。
まさに、黒潮町の検討は、そのような提言の

趣旨に沿って検討されていると思われます。
これから高知県が「罹災証明の壁」を乗り越

えていくためには、津久井弁護士らが言われる
「制度は被災者のために」という原点に立ち返
った現場対応のできる備えが必要なのだと思っ
ています。



- 21 -

②災害ケースマネジメント

４月２０日「災害ケースマネジメント」
１７日の危機管理文化厚生委員会の本庁業務

概要調査で、「災害ケースマネジメントの実施
体制に係る市町村向け手引き（Ver.1）」の出来
上がりについて、質問をしました。
令和２年９月議会で、初めて「災害ケースマ

ネジメント」の導入について取り上げ、南海ト
ラフ地震対策行動計画に盛り込み、取り組んで
頂いていた市町村向けの手引きができあがり、
１７日にホームページにアップされたばかりで
した。
１７日の質問でも尋ねた平時の重層的支援体

制整備事業等、福祉施策との連携についても少
し触れて頂いています。
しかし、コンパクト感が強いかなと思ってい

たら、手引きの中に、「県の取組、また市町村
の今後の取組状況を踏まえ、本手引きを随時改
定し、取組方針で示した中期・最終目標に向け
た取組内容を追加していく。」とありました。
バージョン1であって、随時バージョンアッ

プしていきたいとの考え方を示しています。
私も、これまで以上に「災害ケースマネジメ

ント構想会議」の皆さんにご指導頂き、現場に
生かせる手引きとなるよう意見反映もしていき
たいものです。
公表された日の深夜に、高知で震度６弱の地

震とは、何かこの手引きの持つ意義を余計に感
じさせられた気がします。

１月１５日「災害ケースマネジメントと連携」
昨日は、内閣府と鳥取県が共催した「災害ケ

ースマネジメントに関する地方公共団体及び関
係民間団体向け説明会」のオンライン聴講が可
能でしたので、可能な講演部分を聞かせて頂き
ました。
災害ケースマネジメントの普及啓発を図るた

め、関係民間団体を交えた説明会を実施するこ
とで知見の共有と平時からの連携体制の構築を
行うためということで、全国の数か所で開催さ
れているものです。
災害ケースマネジメントの取組にあたり、官

民連携の必要性を学ぶとともに、災害ケースマ

ネジメントの実施方法等を参加者で話し合うこ
とにより、被災者の生活再建支援について考え
るためのワークショップも設けられています
が、そちらは会場参加のみとなっていました。
鳥取県における災害ケースマネジメントの社

会実装に向けた取組について、鳥取県危機管理
政策課の方の報告の後に、導入講義として、日
本弁護士連合会災害復興支援委員会前委員長の
津久井進弁護士が「災害ケースマネジメントと
連携のポイント」について、講演されました。
災害ケースマネジメントのポイントとして

「一人ひとり(≠被災世帯)のリアルを把握する」
「申請主義を克服するためのアウトリーチ・伴
走型支援、声なき声を聞く」「支援の総合化・
計画化」「多くの社会資源で重層的に支援する。
餅は餅屋で、よってたかって連携し、一人ひと
りを支える」「生活再建を図るためという目的
を見誤らない」ことが、大事であることが強調
されました。
また、事前必聴が求められていた大阪公立大

学大学院文学研究科菅野拓准教授もコメンテー
ターとして参加されていました。
被災者の主体的な自立・生活再建を目指す災

害ケースマネジメントと地域福祉などの平時の
支援とを連携させ、双方がよくなるフェーズフ
リーな体制を築いていけたらと思います。

１月３０日「被災者生活再建の財源を渋るな」
１月２７日付毎日新聞で、「住宅全壊に300

万円 不十分」「被災者支援 26道府県知事」と
の見出しで、災害で住宅が「全壊」した世帯に
最大で300万円を支給することなどを定めた被
災者生活再建支援法について、全都道府県の知
事を対象に実施したアンケート結果を公表しま
した。
結果として、青森県や徳島県など２６道府県

の知事が３００万円では「不十分」と答え、本
県など18県の知事が「どちらでもない」と答
えています。
また、大規模半壊の世帯に最大250万円、中

規模半壊に最大100万円の支給額の引き上げに
ついては、本県は「現行のままでよい」として
います。
住宅の再建に当たり、能登半島地震の被災地
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では「もう少し支援があれば」という声もある
中、行政による公助を充実させた方がいいと考
える知事が多いのに、本県は財政状況を考慮し
ての消極姿勢と思われますが、国への働きかけ
はもちろんですが、被災県民のことを考えたら、
国難級の災害にどう向き合うかということを真
剣に考えて欲しいものです。
このような状況に対して、日頃から災害ケー

スマネジメントをはじめ災害復興の在り方につ
いてご指導頂いている兵庫弁護士会の津久井進
弁護士は、みずからのＦＢで、「毎日新聞報道
は、そんなことに躊躇せず、「現地が必要だ」
という声を強調していて、グッときました。な
お、財源論は、実際の数字を見たら、誤魔化し
に過ぎない。この26年の平均支出額は年額210
億円。アベノマスクより低い！」と、財源はあ
ることを強調されていました。
２月定例会でも、知事に質問させて頂きまし

たが、本気で、国会でも議論して頂きたいもの
です。

（７）南海トラフ地震対策について

①南海トラフ地震への備えと臨時情報

４月１８日「高知、愛媛で最大震度６弱」
昨夜、１１時１４分ごろ、豊後水道を震源と

するマグニチュード６．６の地震があり、愛媛
県愛南町と高知県宿毛市で震度６弱を観測した
ほか、中部地方から九州地方にかけて震度5強
から震度1の揺れを観測しました。
地震による津波がなかっただけでも、皆さん

落ち着いた対応ができたようです。
私は、居住しているマンションの大規模修繕

工事中で足場に異常などないか周辺を点検して
回りましたが、大きな変化はなかったようでし
た。
それでも、愛媛県と高知県で震度６弱以上の

揺れを観測したのは、現在の震度階級が導入さ
れた１９９６年以降初めてのことでしたので、
皆さん驚かれたようです。
私も、最大震度を記録した愛媛県愛南町と高

知県宿毛市に在住の知人の安否を確認したこと
でした。
気象庁によると、今回の地震は南海トラフ巨

大地震の想定震源域の中で起きたものの、フィ
リピン海プレートの内部で発生したもので、想
定されるプレート境界の地震とはメカニズムが
異なるほか、地震の規模が小さいことから、南
海トラフ巨大地震の発生の可能性が高まったと
は考えていないとしています。
そして、多くの皆さんが心配した伊方原発の

ある愛媛県伊方町は震度４の揺れを観測しまし
たが、四国電力では運転中の３号機の出力がお
よそ２％低下していることが確認されたもの
の、運転に影響はないとして、周辺の放射線量
を測定するモニタリングポストの値にも変化は
ないとしています。
地震が頻発するこの国で、原発立地周辺住民

がその都度心配を繰り返さなければならないこ
とはいい加減やめにしてもらいたいものです。
震度６弱を観測した宿毛市では電柱が倒れた

ほか、水道管から水が漏れ出したり、震度４を
観測した梼原町では、町内松谷地区では地震に
よる落石や倒木で道路が通行止めとなり、5世
帯が孤立状態になっていますが、今朝から本格
的な被害状況の把握がされると思いますが、大
きな被害が出ないことを願うばかりです。
気象庁は、揺れの強かった地域では地震発生

から１週間程度、最大震度６弱程度の地震に注
意してほしいとのことですが、皆さん改めて備
えのチェックをしておきましょう。

８月９日「初の南海トラフ地震臨時情報（巨大
地震注意）」」
８日午後４時４２分ごろ、宮崎県沖の日向灘

を震源とする地震があり、宮崎県日南市南郷町
で最大震度６弱を観測し、震源は宮崎県の東南
東30キロ付近で、震源の深さは30キロ、地震
の規模を示すマグニチュード（M）は７．１で
した。
この地震を受けて、気象庁は初の「南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震注意）」を発表し、
今後１週間は巨大地震に注意するように呼び掛
けていました。
特に、今回は初の「南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震注意）」への対応で各自治体の対応
に混乱が生じているようです。
「巨大地震警戒」であれば避難に時間がかか
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る人には事前避難を求めていますが、今回の「巨
大地震注意」では、事前の避難は伴わないで、
「日頃からの地震の備えの再確認」に加えて、
地震が発生したらすぐに逃げられる準備を求め
ています。
とにかく、いつもより身構えながら、日常生

活を続けてほしいということになります。
皆さん、お盆や夏のイベントで移動や人出の

多くなる一週間です。
過度に不安を抱くことはなくとも、くれぐれ

も正常性バイアスに陥らないように、身構え備
えた生活を送りましょう。
なお、昨夜知事からは、それらのことを踏ま

えて、県民の皆さんには、次のようなメッセー
ジが出されています。
〇「巨大地震注意」の段階で求められている対
応といたしましては、発表から１週間から２週
間程度は、通常の生活を送りながら、次の地震
に向けた備えを再確認していただきたい、とい
う情報です。
○ 具体的には、・避難場所・避難経路の確認
・家族の皆さんとの安否確認手段の確認・家具
の固定ができているかの確認・非常持出品の改
めての確認・緊急情報の取得体制の確認こうい
った備えを、通常の生活を送りながらも、しっ
かりと行っていただきたい、というメッセージ
です。
○ また、今後、大きな揺れを感じたらすぐに
避難できるよう準備してください。
○ 具体的には、・非常持出袋をあらかじめ準
備しておく・すぐに避難できる態勢で就寝する
といった備えをお願いします。

８月１１日「『巨大地震注意』臨時情報は空振
っても、備えを確かなものに」
２０１６年に下知地区減災連絡会で石巻市を

訪問した時、同行取材され、下知にもお越しに
なり、昭和小や下知コミセンで取材頂いた朝日
新聞編集委員の佐々木英輔氏が、今朝の朝日新
聞に南海トラフ地震臨時情報に関する記事を書
かれていました。
「巨大地震、起こるのは数百回に1回？なぜ

1週間？注意情報の根拠は」の見出しで、南海
トラフ地震をめぐって出た「巨大地震注意」の

臨時情報で、いつもより数倍起きやすくなって
いるのに、起こるのは数百回に1回とされてい
ることや、警戒が求められる1週間は、どのよ
うな根拠で決められたのかとの記事です。
記事によりますと、「数百回に1回」のもと

になったのは「１４３７分の６」という数字で、
これは、南海トラフではなく、世界で過去に起
きた地震の統計にもとづくものだとされていま
す。
マグニチュード（M）７級以上の地震が起き

たとき、１週間以内にM８級以上の巨大地震が
起きたケースを数えると、１９０４年から２０
１４年までの１４３７事例のうち、６事例あっ
たということで、東日本大震災も、このうちの
一つでした。
２０１１年３月９日にM７．３の地震が発生

し、２日後にM９．０の巨大地震が起きており、
地震は予知できないものの、この時点で巨大地
震への警戒が呼びかけられることはありません
でした。
２０１９年から始まった南海トラフ地震臨時

情報は、こうした教訓が背景にあり、予知はで
きなくても、世界の統計から、起きやすさを類
推することはでき、そのことによって「大規模
地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高
まっている」との表現で、防災対応を呼びかけ
たものと言えます。
「1437分の6」は、平時の南海トラフと比べ

ると、巨大地震の起きやすさが数倍高まった状
態にあたるというが、起きないケースのほうが
多いことは否めません。
記事には「南海トラフの震源域では、M7級

の地震が15年に1回ほどの頻度で起きているこ
とから、今後も臨時情報の発表が繰り返され、
『空振り』が続く可能性のほうが高い。」とあ
るが、私たちは、それを機会に備えを確認し、
気を緩めることなく備えを確かなものにしてい
くことが求められているのであることと受け止
めていく必要があります。
そして、「1週間は注意」との呼びかけにつ

いては、内閣府による自治体アンケートで、南
海トラフ沿いの５３４市町村に、避難のストレ
ス、住民感情、自治体業務、経済活動などにつ
いて、大きな影響が出始めるまでの期間を尋ね、
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「社会的な受忍の限度」として最も警戒する期
間は1週間が基本とされたとのことであります。
今回は「巨大地震注意」であることから、一

週間程度だが、南海トラフでM8級の地震が起
こると、「巨大地震警戒」の臨時情報が出るこ
とになると、その時は避難も含めた対応を1週
間、さらに1週間は「巨大地震注意」と同様の
対応を取ることになりますから、そのことに対
応できる備えと覚悟が迫られてくることを改め
て共有しておきましょう。

８月１６日「臨時情報『巨大地震注意』呼びか
け終了で、さらに備えの継続を」
今回は初の「南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）」への対応で各自治体の対応に混乱
が生じたり、お盆や夏のイベントで移動や人出
の多くなる中での一週間でした。
その間は、今回の「巨大地震注意」では、「巨

大地震警戒」と違い事前避難は求められません
が、「日頃からの地震の備えの再確認」に加え
て、地震が発生したらすぐに逃げられる準備が
求められました。
通常の生活を送りながらも、避難場所・避難

経路の確認、家族の皆さんとの安否確認手段の
確認、家具の固定ができているかの確認や非常
持出品の改めての確認などの備えを、しっかり
と行うことが求められました。
とにかく、いつもより備えを確かに、身構え

ながら、日常生活の継続が求められ、南海トラ
フ地震は今回のように「臨時情報」が出ないま
ま、突発的に起こる可能性のほうが高いわけで
で、「巨大地震注意」の呼びかけが終了しても、
防災・減災対応を向上させながら継続していく
ことが大事になります。
「臨時情報」は、いわゆる避難行動要支援者

や耐震性の低い建物に住んでいる人などの被害
を大幅に減らすことがポイントですが、それら
をチェックしておくことが、突然地震が起きた
ときにも活かされますので、今回の発令と対応
の教訓をチェックし、次の「臨時情報」が発令
されたときの対応に活かして頂きたい思いま
す、
令和５年度の高知県民世論調査で、臨時情報

の認知度は２８％で、多くの住民が情報の意味

を十分に理解しないままの発表となりました。
先日、オンラインでお話を伺った愛知県豊橋

市の臨時情報啓発については、令和３年に高知
とおなじように２８％だった臨時情報の認知率
を高めるために、行政から住民への一方的な説
明会ではなく、大学の有識者を交えて住民と行
政が対等な立場で一緒にどうしたらいいかを考
える「南海トラフ地震臨時情報勉強会」を、事
前避難対象地域のある１２小学校区のうち、事
前避難対象地域に住家のある９校区を対象に実
施したそうです。
専門家の意見や資料など科学的根拠に基づい

て伝える、わからないことや不確定な部分があ
る事も共有する中で、地域特性に合わせた防災
訓練の再考や複合災害対応について検討する必
要があるなど、住民も行政も相互に気づくこと
が多くあったとのことでした。
「臨時情報」が出たときの対応は、行政に一

律に決めてもらうよりも、受ける側で微調整し
ていくほうが現実的と言われる中で、今回の一
週間を踏まえた自助・共助・公助の相互の話し
合いで教訓化していく取り組みが求められてい
るのではないでしょうか。

１月１４日「南海トラフ地震臨時情報・調査終
了でも、備えて注視を」
昨夜は、オンラインで全国防災関係人口ミー

トアップに参加している最中の事務所で、緊急
地震速報が鳴り、身構えたところ２１時１９分
頃に日向灘を震源とするマグニチュード6.9の
地震が発生しました。
緊急地震速報を聞いた時には、１月１日と１

７日の間に、いよいよ南海トラフかと緊張しま
した。
結果として高知市は震度２でしたが、結構な

揺れを感じました。
津波注意報が出ましたので、オンライン会議

は、途中で退席し、津波避難ビルでもあるマン
ションに引き上げ、マンション内の要所をチェ
ックして情報収集を行いました。
気象庁では、南海トラフ地震臨時情報・調査

中を出し、南海トラフ沿いの地震に関する評価
検討会を臨時に開催し、この地震と南海トラフ
地震との関連性について検討しました。
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その結果、モーメントマグニチュード6.7の
地震と評価し、7.0に満たないことから、南海
トラフ地震防災対策推進基本計画で示されたい
ずれの条件にも該当せず、南海トラフ地震の発
生可能性が平常時と比べて相対的に高まったと
考えられる現象ではなかったことから、（巨大
地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当
てはまらない現象と評価し「調査終了」となり
ました。
ただし、南海トラフ沿いの大規模地震（マグ

ニチュード８から９クラス）は、「平常時」に
おいても今後３０年以内に発生する確率が７０
から８０％であり、昭和東南海地震・昭和南海
地震の発生から既に約８０年が経過しているこ
とから切迫性の高い状態です。
このため、いつ地震が発生してもおかしくな

いことに留意し、日頃から地震への備えを確実
に実施しておくことが重要ですので、改めて備
えのチェックが求められています。

２月４日「県民の行動につながる南海トラフ被
害想定の見直し検討」
昨日、「県地震被害想定検討委員会」が開催

されましたので、傍聴に行ってきました。
県が１２年前に公表した南海トラフ巨大地震

の被害想定について見直すためのもので、委員
には、今村文彦東北大学災害科学国際研究所教
授(津波工学)、木下真里高知県立大学看護学部
看護学科教授(災害看護)、原忠高知大学防災推
進センター副センター長(地盤工学)、福和伸夫
あいち・なごや強靱化共創センターセンター長
・名古屋大学名誉教授(地震工学)、矢守克也京
都大学防災研究所附属巨大災害研究センター教
授(災害社会学)が任命されており、福和伸夫名
古屋大学名誉教授が委員長に選任されました。
現行被害想定は、平成２５年に国と高知県が

それぞれ公表したが、いずれも策定から１０年
以上が経過していて見直しの議論が進められて
おり、冒頭の知事挨拶では、２０２５年度末に
は検討委員会の報告結果を出し、それをもとに
対策を強化するため「第６期南海トラフ地震対
策行動計画」を改定することにも言及されまし
た。
事務局が提案した「被害想定の見直しの趣旨」

「現行の被害想定」「地震動等予測の手法」「津
波予測の条件設定」「被害想定の前提条件及び
想定項目」などについて、それぞれの委員から
補強意見が出されました。
１２年前に出された想定以降、住宅耐震化、

津波避難タワーと避難路、堤防の整備など一定
の対策の効果を踏まえて、新たな想定がされる
が、逆にこの間前回想定には踏まえられていな
かった課題も「被害想定の実施項目」として踏
まえられることになります。
委員からも出されていた災害関連死や長周期

地震動、複合災害など以外にも津波火災などを
はじめ１４項目が新たに想定項目として追加さ
れています。
相当多岐にわたる被害想定項目ですが、矢守

委員の「この想定で諦めるのではなく、行動計
画に結びつけ、県民の行動に結びつけて欲しい」
との意見とも通ずるが、福和委員長が指摘され
ていた「これまでは自治体が頑張るための被害
予測になっていた。県民の行動を促すようなも
のに変えないといけない」という指摘も重要な
視点であると思います。
６回程度開催される検討委員会の議論を注視

し、可能であれば委員会の議論を議会で補強し
ていきたいと思います。

２月１３日「求められる南海トラフ地震への備
えの多様化と加速化」
昨日は、第８２回南海トラフ地震対策推進本

部会議が開催されたことが新聞記事にもなって
いますが、合わせて高知市長期浸水対策連絡会
が開催されています。
今後、いずれも本格化する対策の方向性を定

めていく上で大変重要な会議であり、傍聴した
かったのですが、私は２月定例会の会派議案説
明会のため、傍聴に参加することができません
でした。
事後に資料を見せていただく限り、毎年新た

な自然災害における教訓もどのように行動計画
の中に盛り込むのか、年々取り組み課題が多様
化しているように思われます。
また、これまでも議会で質問や指摘をしてき

た津波火災、長期浸水対策、仮設住宅確保、事
前復興まちづくり計画や要配慮者支援対策、災
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害ケースマネジメント等それぞれの課題の具体
化も急がれます。
それらを踏まえて、南海トラフ地震対策第６

期行動計画（２０２５～２７年度）案では、津
波早期避難意識率や住宅耐震化率を上げ、３年
間で想定死者数を現状の４割強に当たる約３５
００人まで減らす目標を立てていまする
長期浸水対策では、長期浸水域内の避難所で

の衛生対策、要配慮者の緊急避難対策の課題や
福祉避難所の確保、さらには広域避難の課題、
救助救出活動の後方支援の問題など様々な課題
がまだまだ途上であると言わざるをえません。
昨年、インフラの整備状況が長期浸水面積や

止水・排水日数にどう変化をもたらすかの推算
で優先エリアにおいては、発災から排水完了ま
でに要する日数が13日から31日と平成25年当
時の検討結果からは大幅に短縮されています
が、さらにこれらを短縮していくための取り組
みが必要であろうかと思います。
いずれにしても、これらの南海トラフ地震対

策第6期行動計画案や長期浸水対策等の素案を
十分に検討して、２月定例会での意見反映に努
めたいと思います。

（８）山林火災について

３月５日「地球温暖化と山火事」
３日夜、ZOOMで参加した全国防災関係人

口ミートアップでは、「令和7年全国山火事予
防運動 地球温暖化と山火事～ふるさとの山を
守ろう火の手から～」として、室﨑益輝先生（神
戸大学名誉教授、減災環境デザイン室顧問）に
話題提供いただき、地球温暖化と山火事につい
て考えさせて頂きました。
大船渡での山林火災が始まって、すでに一週

間が過ぎました。
室崎先生は、国の内外において山火事が激甚

化していることを改めて痛感せざるをえない実
態の確認から始まりました。
この２～３年でロシア、アメリカ、カナダ、

ブラジル、ボリビアなどで年間２０万ha以上
焼失し、スペイン、フランス、イタリア、ギリ
シャなどで年間２万ha以上焼失、日本では最
近５年間の年間平均１３００件で年間７００h

aが焼失ということなのだが、今回の大船渡だ
けで今朝の６時時点で、国内年間平均の４倍以
上の２９００haが消失しています。
最近の山火事の原因と地球温暖化の関係につ

いて、次のように整理されていました。
「素因」として、枯葉や枯れ草の放置という

燃えやすい山林に加えて、乱開発と緩衝ゾーン
の欠落による山林と住家の接近があります。
そして、「必須要因」としては、摩擦熱とか

酸化熱による自然発火、雷、噴火などの「自然
的要因」と焚き火、火入れ、放火、タバコなど
の「人為的要因」があり、それらを拡大させる
要因として熱、乾燥、強風があるが、まさに地
球温暖化や異常気象が高熱や乾燥をもたらし山
火事の大規模化を引き起こしていると言えま
す。
そのような中で、「日本の山火事の動向」と

しては、世界と比較して大規模な山火事が少な
いなど、固有の特徴があり、乾燥と春風、ハイ
キングと火入れなどによって「夏ではなく、春
先に多い」ことや、湿潤な気候や山火事対策が
進んでいることで「海外に比べ、大規模なもの
が少なく」、樹種や気温の違いで「人為的要因
によるものがほとんど」だとのことです。
火災の燃え広がり方は延焼、燃焼形態、被害

程度などで4種類に分けられ、「地表火」「地中
火」「樹幹火」「樹冠火」の4つで、強風時に拡
大を許すと消火が極めて困難になります。
その特徴としては、早期知覚の困難さや現場

到着の遅延という「発見と初動の遅れ」、可燃
性の物質の存在、上昇気流、火災旋風、飛び火
など地形と気流の影響による「拡大の速さ」、
そして、地上消火も空中消火も消防水利の不足
や地中の水利が欠落しており、消火活動の困難
やヘリ消火の限界などによる「消火の困難性」
にあります。
そのような中で、「対策の足し算」としての

山火事対策として、山火事を許すと消火が困難
なだけに、火の用心的な出火防止対策に力点を
置きがちであるが、それに矮小化してはならな
いとのことで、次の５点をあげられていました。
１ 異常気象への対応をおろそかにしてはなら
ない
２ 森林の適正な保全や管理に努めなければな
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らない
３ 山麓開発や宅地形成での防災的配慮がいる
４ 監視技術や消火技術さらには予測技術の進
化がいる
５ 消防団員の減少などに応える消防体制の見
直しも
まさに、そのとおりで、中山間地対策として

人、山、水源の持続可能な取組に注力すること
も、山火事対策に繋がっていく事であることだ
なと考えさせられました。

３月６日「大船渡の山林火災に被災者生活再建
支援法を適用」
内閣府は本日、山林火災の被害拡大を受け、

岩手県が大船渡市に被災者生活再建支援法を適
用すると発表しました。
火災に起因する被害に適用されるのは、２０

１６年１２月の新潟県糸魚川市、２１年４月の
松江市で大規模火災に続く３例目となります。
住宅が全半壊した世帯に対し、被害や住宅の

再建方法に応じて最大３００万円が支給されま
す。
大船渡市の調査では今月５日時点で、住宅や

空き家を含む建物７８棟が焼失したとみられて
おり、強風による大規模な火災で、支援法適用
の要件である１０世帯以上の住宅全壊が発生し
た市町村に該当すると判断されました。
政府は、被災地のインフラ復旧などに対する

財政支援を手厚くする激甚災害への指定に向け
た作業も進めています。
いつも被災地の皆さんの生活再建に向けた支

援をされている永野海弁護士は、今回の大船渡
の皆さんに対しても「大船渡市火災支援情報瓦
版」をすでに３日前に公表されています。

(9)その他

９月１日「『防災の日』に多様な備えに着手を」
今日９月１日は、１０１年前の関東大震災に

ちなんだ「防災の日」です。
地震や風水害など自然災害多発列島に住む私

たちは、命や暮らしを守るために防災・減災へ
の備えを忘れてはならないことを毎年改めて肝
に命ずる日でもあります。

しかも、今年は元旦の能登半島や８月８日の
宮崎県沖日向灘などで大きな地震が相次ぎ、日
向灘地震の震源地は南海トラフ地震の想定震源
域内だったことから、政府は運用開始後初とな
る「巨大地震注意」の臨時情報を発表しました。
さらに、近年、地震以上に身近な脅威となっ

ている水害は、山形県や秋田県では７月、記録
的な大雨で河川氾濫や浸水の被害が発生し、死
傷者が出た上に、今現在も台風１０号が九州な
どで暴風雨をもたらし、大きな爪痕を残して迷
走し、本日熱帯低気圧になりました。
そのような自然災害に対して、対策として講

じられた「南海トラフ地震臨時情報」は周知が
不十分だったという指摘を４割の知事が回答し
ており、高知県知事は「住民の認知度が低かっ
たことは否めない」と回答しています。
また、台風接近について、自治体は早めに避

難所を設け、住民に安全確保を促さねばならな
いし、住民の側も、自宅や周辺の浸水域や水深
を予想するハザードマップを確認するなど、自
治体による事前情報の丁寧な発信と、住民の命
を守ることを最優先にした備えと向き合い方が
求められていると思われます。
リスクを引き起こす自然の加害力が凶暴化・

常襲化し、お互いを守り・支えあう社会のしく
みが脆弱化している中で、平時からの備えにつ
ながる取り組みに着手する契機となる「防災の
日」になってもらいたいものです。

１２月３０日「天災は避けられないが、戦争は
避けられる」
今朝の朝日新聞社説は「戦争と災害 年の瀬

に考える被害と伝承」と題して、1944年12月7
日という戦時下に発生した南海トラフを震源と
する昭和東南海地震を通じた被害と伝承のあり
方について書かれています。
中でも、登場する高知県出身の物理学者で随

筆家の寺田寅彦の「天災と国防」の中から、「そ
れは文明が進めば進むほど天然の暴威による災
害がその劇烈の度を増すという事実である。」
「災害を大きくするように努力しているものは
たれあろう文明人そのもの」との言葉を紹介し
ています。
さらに、「災いは時を選ばない。今年は元日
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に能登半島地震が起き、夏の休暇期に日向灘の
地震で南海トラフ地震臨時情報が出された。８
０年前は大みそかや元日にも東京の本郷区や向
島区などで空襲があった。」と言い、「日本は
空襲にはおびえずに年越しを迎えるが、世界に
は戦火にさらされる人々がいる現実がある。」
と「戦争と災害」について、考えさせています。
社説には引用されていないが、寺田寅彦の「天

災と国防」には「今度の風害が『いわゆる非常
時』の最後の危機の出現と時を同じゅうしなか
ったのは実に何よりの幸せであったと思う。こ
れが戦禍と重なり合って起こったとしたらその
結果はどうなったであろうか、想像するだけで
も恐ろしいことである。」とあります。
その上で、「戦争はぜひとも避けようと思え

ば人間の力で避けられなくはないであろうが、
天災ばかりは科学の力でもその襲来を中止させ
るわけには行かない」として防災の充実を訴え
たことを指摘しています。
社説は、「年が明ければ戦後８０年、阪神・

淡路大震災３０年になる。惨禍に学んだ平和の
追求、震災を教訓にした備え、その努力を尽く
しているだろうか。」と結ばれています。
しかし、この国が、その努力を尽くさないま

まに、避けようともせずに戦争する国へと突き
進み、震災の教訓を忘れたかのように原発回帰
の方向に舵を切ろうとしている今こそ、我々は、
改めて寺田寅彦の教えに学ぶ必要があります。

１月２０日「黒潮町に学ぶ防災文化」
１９日は、下知地区の二葉町、若松町、中宝

永町三防災会の主催で開催された黒潮町防災研
修に参加してきました。
下知地区以外の方もあわせて３０人の参加者

で、実りの多い研修になりました。
町役場では、情報防災課長から１３０分程の

説明と意見交換に、参加者の多くが教訓を学ば
れていたようです。
最大津波３４mの想定を突きつけられ、諦め

かけていた町民に「避難放棄者を出さない」た
めに「諦めない。揺れたら逃げる。より早く、
より安全なところへ。」との思想から入る防災
で、町民の意識を変える防災対策が本気で取り
組まれてきたことに、その重要性を感じさせら

れました。
そして、そのための２０１２年以降の重点対

策として、下記のような取組が列記されていま
したが、その一つ一つに思想から入る防災の丁
寧さが盛り込まれているように感じられます。
①防災地域担当制
②津波避難タワーなど避難空間の整備
③戸別津波避難カルテ
➃地区防災計画
⑤木造住宅耐震化等の促進
⑥避難所運営マニュアルの作成
⑦防災教育プログラム
⑧防災訓練
とりわけ、参加者の感想からも「戸別津波避

難カルテづくりの丁寧さ」「地区防災計画が計
画書づくりでなく、計画の中に諦めない思想を
具体化すること」「その地区別の取組の共有か
ら始まる『まねっこ防災』」「防災教育の繰り
返しと継続で、防災文化を根付かせる」「３４
mの津波を逆手に取った産業創造」「訓練参加
のハードルを下げることになる高齢者が玄関先
まで出るだけの訓練になる日本一短い訓練」な
どなどは、新たな学びになつたようです。
高校生たちの「もっと私たちを頼ってくださ

い」という意識が後輩へと継続されたり、「大
津波 来たらば共に死んでやる 今日も息（こ）
が言う 足萎え吾に」という短歌を詠んでいた
高齢者が「この命 落としはせぬと 足萎えの
我は行きたり 避難訓練」と詠むようになった
りというのも大きな変化の事例としてあげられ
ていました。
これまでにも、黒潮町の取組として、お聞き

していたことではあるが、改めてその丁寧な取
組の中に、防災文化の思想が盛り込まれている
ことも感じさせられました。
また、防災ツーリズムの支え手でもある佐賀

地区の「防災かかりがま士の会」の皆さんから
の津波避難タワーでの説明、そして場所を変え
ての意見交換でも、タワーが特別なものでなく、
日常的な生活の中の一部となっていることや、
「かかりがましく」おせっかい以上に地域に入
り込んだ取組に、考えさせられることも多くあ
りました。
それは、まさに平時のおせっかいが、有事に
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つながる支えあいのしくみになることを、我々
も改めて目指していきたいものです。
しかし、黒潮町の行政にしても、地域防災組

織でも抱える課題は、他の自治体で取り組んで
いる中での課題と共通している部分もあり、そ
こを交流し学びあう中で、さらに前進させてい
くことになるという取組ができればと思ったと
ころです。

２ 生きづらさ・働きづらさの課題の調査

研究について

(1)生きづらさについて

①生きづらさについて

４月２６日「世代間の結び目」
４月２２日付高知新聞で、連載が始まった「自

治のかたち 高知市・地域活動の現場から」で
は、「町内会って何ですか？会長の苦悩分割？
合併？」から始まり、「ごみ当番、広がる外注
町内会未加入者へ募る不満」「やれるもんが

やるしか 高齢者見守り、誰が担う」「官製で
コミュニティー再生 小学校区で再編、温度差
も」と続き、今朝の「世代間の結び目探して
探る電子化、子ども見守り」で最終回となりま
した。
まさに、このタイミングは、町内会をはじめ

として地域組織、団体の総会時期でもあり、関
わっているものにとっては、考えさせられる記
事ばかりでした。
私も、連日のように地域の各種団体の総会に

出席しているが、同じメンバーが顔を揃えるこ
とも多く、昨夜の交通安全会議の総会後に、こ
の記事のことを話題にしたが、最もこの課題に
関心を持って頂きたい役員の中でも「若い」と
される層の方は「新聞取ってない」という状況
も浮き彫りになりました。
これまで、地域組織・団体をになって頂いた

方の高齢化で、その担い手をどのように世代交
代していくのか、どこの地域でもご苦労されて
いることだとは思いますが、最終回の「世代間
の結び目探して 探る電子化、子ども見守り」
は、少なからずヒントになるのではと、思った
ことでした。

結び目から関わってくれた人たちが、LINE
グループでつながり、また次の世代のことを考
えながら、可能なきっかけから無理をしない関
りを探っていくことが求められているのかもし
れません。
地域で「防災」に取り組むために「わがこと」

化することの大切さを訴えるが、地域で抱える
課題や個人毎の困りごとが、どんな拍子で「わ
がこと」として直面するかもしれないのですか
ら、平時から「つながる」ことにも、少し関心
を持っていただくお隣さんがいたら、「あいさ
つ」のひと声から「結び目」ができることを期
待したいものです。

４月３０日「ひきこもり支援は本人目線で寄り
添って」
ひきこもりの人や家族の支援のため、厚生労

働省が自治体向けに初めて策定する指針の骨子
が昨日明らかになりました。
支援の指針では、ひきこもりは生活困窮やい

じめ、リストラといった問題から身を守ろうと
して、誰にでも起こり得る社会全体の課題だと
指摘し、「人としての尊厳」を守り、本人の視
点に立った対応を求めるなど、支援のポイント
を盛り込み、２０２４年度中に完成させた上で、
全国の相談窓口で活用してもらうとのことで
す。
最近は、「８０５０問題」と言われ、長期の

ひきこもりによって８０代の親と５０代の子が
孤立するなど深刻化し、家族が自治体に相談し
ても無理解や偏見から窓口をたらい回しにされ
たりすることもあり、本人や家族の当事者目線
で、支援することが求められていました。
指針の名称は「ひきこもり支援ハンドブック

～寄り添うための羅針盤」とされ、対象は「何
らかの生きづらさを抱え、他者との交流が限定
的」「生活上の困難を感じ、支援を必要とする
状態」の人や家族としています。
ひきこもり期間は問わず、支援者自身も思う

ような成果が出ずに悩むことがあり、ケアの対
象に加えており、当事者に対して自立を強いる
ような風潮に対し、「人として尊厳ある存在」
と強調し、就労などを一方的に押しつけず「本
人の意思を尊重し、自律の力を中心に置いた支
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援が求められる」とされています。
ひきこもり当事者や御家族、支援者の方々と

関り始めて２０年近くになりますが、全国ひき
こもり KHJ 親の会の故奥山初代代表や高知県
支部「やいろちょう」の坂本代表などに教えて
頂くことの多かった中、当事者、家族の皆さん
のご尽力でここまで来たのかなと思います。
厚労省は今後、相談からの流れ、アウトリー

チ（訪問支援）、他機関との連携など具体的な
ポイントを盛り込み、指針を完成させるとのこ
とですが、当事者や関わる皆さんの目線で寄り
添えるきめ細かな相談・支援体制ができること
を期待しています。

５月１日「増え続ける空き家、『住宅過剰社会』
放置のままでよいのか」
総務省が昨日発表した２０２３年１０月１日

現在の住宅・土地統計調査結果（速報値）によ
ると、全国の空き家数は９００万戸と増え続け
ている実態が明らかになりました。
前回１８年から５１万戸増え、過去最多を更

新しており、３０年前の１９９３年（４４８万
戸）から倍増しています。
総住宅数は、世帯数の増加により２６１万戸

増の６５０２万戸で、このうち空き家が占める
割合（空き家率）は１３．８％と、いずれも過
去最高となっています。
総務省統計局は、過去最多となった要因につ

いて「単身高齢者世帯の増加に伴い、亡くなっ
たり施設に移ったりした後、空き家になるケー
スが増えていると考えられる」としており、今
後は団塊の世代の高齢化が進み、空き家は更に
増えるとみられています。
空き家のうち、賃貸用や売却用、別荘などに

該当せず、使用目的のない物件は前回から３７
万戸増え３８５万戸で、空き家全体に占める割
合は４２．８％と、０３年から増え続けていま
す。
中でも、使用目的のない空き家の割合に限る

と、高知は鹿児島（１３．６％）に次いで、１
２．９％となっています。
数年前に、高知で講演して頂いた明治大学野

澤千絵教授は、新築や中古住宅のリフォームに
は税制上の優遇措置があるにもかかわらず、家

を解体して更地にすると固定資産税が高くなる
ことも空き家の解消が進まない理由にあげてお
り、「家を作るばかりでなく、住まいの『終活』
を支援する制度がもっと必要ではないか」と指
摘されています。
空き家問題は、野澤教授が著書「老いる家

崩れる街」の中でも指摘されているように「人
口減少社会」に「住宅過剰社会」という流れに
歯止めがかからない限り、空き家は増加し、資
源の無駄遣いや倒壊の危険性増大、防犯上の問
題を引き起こすことになり、活用できる不動産
でさえ「負動産」になってしまいます。
少子高齢化社会では、誰にでも降りかかって

くる明日は我が身の問題であり、今能登半島地
震の被災地で進まない公費解体の問題にも通じ
るだけに、南海トラフ地震対策の視点も取り入
れ、さらに県の施策も拡充させていく必要があ
るのではないかと思います。

５月１６日「孤独・孤立死に至らない社会・地
域を」
政府は13日、孤独・孤立問題への対策をめ

ぐり、今年1～3月に自宅で亡くなった一人暮
らしの人が全国で計2万1716人（暫定値）確認
され、うち65歳以上の高齢者が約1万7千人で8
割近くを占める現状を明らかにしました。
年齢が上がるほど死者数は増え、今回の3カ

月分のデータを単純に年間ベースに置き換える
と、65歳以上の死者数は約6万8千人と推計さ
れます。
内閣府は、「誰にもみとられることなく死亡

し、かつ、その遺体が一定期間の経過後に発見
されるような死亡の態様」を「孤独死」と定義
し、今後も実態把握を進めていく予定だと言い
ます。
今年4月には孤独・孤立対策推進法が施行さ

れ、政府は、実態把握に加え、相談体制の整備
や居場所の確保などの対策に取り組んでいる
が、自治体段階でそのことが具体化されるには、
まだ時間がかかりそうです。
「令和5年版高齢社会白書」によれば、令和

３年現在、65歳以上の者のいる世帯数は2,580
万9千世帯（全世帯の49.7％）にのぼり、夫婦
のみの世帯及び単独世帯がそれぞれ約3割を占



- 31 -

めていることが指摘されています。
また、1980年には65歳以上の男女それぞれ

の人口に占める一人暮らしの割合は男性4.3％、
女性11.2％だったのが、2020年には男性15.0％、
女性22.1％と増加していることが指摘されまし
た。
様々な実態の中から、なぜ孤独死・孤立死に

至ったのか、公的支援・地域社会や人とのつな
がりがどう途絶えてしまったのか、問題の背景
をより正確に理解した上で、さまざまな見守り
体制から漏れ落ちる方がいないような仕組みが
求められています。

７月２７日「本県の２０歳以下の自殺者は平成
以降最多」
２０２３年の自殺者数のうち、小中高生の自

殺者数は、過去最多だった２２年の５１４人に
次ぐ５１３人で、コロナ禍以降、子どもの自殺
者数が高止まりしている状況にあることをこれ
までも取り上げてきました。
厚労省によると、小中高生の原因・動機別の

分析では、「学校問題」が最も多く、２６１件
で、「健康問題」が１４７件、「家庭問題」が
１１６件と続いており、詳しく見ると、学校の
問題のうち、「学業不振」が６５件、「進路の
悩み」が５３件、「いじめ以外の学友との不和」
が４８件となっているとのことでした。
本県では、２０２３年に県内で自殺した２０

歳未満は７人で、平成以降で最多となったこと
が、県や支援機関でつくる自殺対策連絡協議会
で２３日に報告されています。
県全体の自殺者は前年より１０人減って１２

１人で、人口１０万人当たりでは１８.３人と
なり、全国で１５番目に多くなっています。
２００４年に平成で最多の２５６人になり、

１０年以降は２００人を下回り、１７年に最少
の１０９人に減ったが、１８年から再び増えて
おおむね１２０～１３０人で推移しているとの
ことです。
２０歳未満はこの２０年間、ゼロの年はなく、
２３年は前年より３人増えて７人に上り、過去
１０年間の動機では、学校問題３６.４％、家
庭問題９.１％、健康問題６.１％などで、５１.
５％は不明となっています。

県は「子どもの自殺が高止まりしている」と
し、自殺リスクのある子に応じて学校などに派
遣する専門家チームを年内に立ち上げる方針を
決め、計画では、学校などが自殺リスクがある
子どもを確認すると、同センターに連絡し、派
遣された専門家が教員らへの助言や支援態勢の
調整を行い、早期の対応を目指す事になります。
自殺対策に取り組むＮＰＯ法人「ライフリン

ク」の清水康之代表は、子どもの自殺について
も「非常事態」とし、「子どもの命を守る取り
組みを緊急的に進める必要があり、各自治体で
学校と行政の連携を強化しなければならない」
と指摘されていますが、本県においては、年内
にモデル地域を選び、全県に広げる方針として
おり、報道では精神保健福祉センターの山崎所
長は「いろんな機関が関わり、生きづらさを抱
える子どもを地域で支える体制をつくりたい」
と述べられています。

７月２３日「高齢者の住まいの確保のサポート
を」
以前から、県内の住宅確保要配慮者の問題に

関連して、幾度か県議会質問で取り上げてきま
したが、「基本計画にあるようにセーフティー
ネット住宅の登録戸数のみを成果指標にするの
ではなく、取組の進め方をさらに具体化し、実
効性を示すことが求められている」と指摘し、
福祉と住宅をつなぐことを求めてきました。
その際に、知事も「安心してつないで頂くよ

うに、断らない相談窓口の設置など、市町村の
包括的な支援体制の整備や、地域の見守りの仕
組みづくりに取り組む。こうした地域レベルで
の取組に加えて、県庁でも土木部と子ども・福
祉政策部の両部で一層連携を強化して、要配慮
者の住まいの確保を推進していく。」との考え
を示されていました。
しかし、国段階でも、入居者の希望に合う間

取りや家賃の物件が少なく、十分に活用されて
いるとはいえず、新たに法改正によって、「居
住サポート住宅」の仕組みが設けられ、安否確
認など生活支援サービスを一体で提供する物件
をあらかじめ認定することが、来年秋にもスタ
ートすることが想定されているようです。
課題は、高齢者の幅広いニーズに対応できる
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支援法人をいかに確保するかだが、地域からは
担い手不足を懸念する声が上がっているようで
す。
今回の法改正で、国土交通省だけでなく厚生

労働省も所管に加わり、自治体レベルでも縦割
りを排し、施策の実効性を高める努力が求めら
れることになるが、本県のように取り組んでき
たところでも、まだまだ十分な成果があがって
おらず、政府と自治体が連携して住まいのセー
フティーネットを強化していくことが求められ
ます。

９月１６日「敬老の日に考える『支え・支えら
れる』側」
今日は、「敬老の日」です。
総務省が推計した６５歳以上の高齢者は３６

２５万人で、総人口に占める割合は２９.３％
にのぼり、人口１０万以上の国・地域としては
世界最高とのことです。
年齢を重ねても働き続ける人は増え、今や６

５～６９歳では半数を超え、就業者の７人に１
人は６５歳以上だとされています。
人手不足が顕在化する中で、高齢者の活躍無

しに社会を維持できない状況となっています。
今のご時世、一定の年齢以上なら一律に「支

えられる側」とはなりませんが、誰でもいつか
必ず「支えられる側」になるし、その時のセー
フティーネット、つまり「支える力」や「支え
るしくみ」を強くすることは、避けて通れなく
なっています。
しかも、高齢になっても、それまでと同じよ

うな働きや活躍を求めるのは無理で、その人に
あった多様な働き方や役割の選択肢があるよう
な社会が求められることになると思います。
また、高知県では、２０２１年度の県民世論

調査で、４割が「医療や介護が必要になっても
自宅で生活したい」と希望されている中で、高
齢者が住み慣れた地域で暮らしながら医療や介
護などのサービスを一体的に受けられる仕組み
は、けして十分とはいえません。
加えて、高知新聞で連載されていた「ヘルパ

ー消滅、高知の介護危機」にあるような実態が、
今後も続けば「介護難民」が生じて、「支える
側」の脆弱性が浮き彫りとなることが懸念され

ます。
そのような中で、「医療や介護が必要になっ

ても自宅で生活したい」方が、多ければ多いほ
ど、やがて来る南海トラフ地震で誰一人取り残
さない地域の「支える」仕組みも強化しておか
なければならないことも考えさせられます。
昨日は、奇数月の第３日曜日ということで、

小倉町町内会とアルファスティツ知寄Ⅱ防災会
共催の恒例の「おしゃべりカフェ」が開催され
ました。
お湯を入れて非常食の出来上がりを待つ間

に、地域包括支援センターの職員さんから、地
域ぐるみの支えあいについてお話を頂いた後
に、ドライカレーや五目御飯やひじきご飯の防
災非常食をおいしくランチとして頂きました。
平時からの、語らいの場としての「おしゃべ

りカフェ」で顔見知りの関係や地域の支えあい
の関係を築き、いざという時には津波避難ビル
に避難したり迎え入れたりできる関係が築かれ
ることも、「支える」地域力づくりにもつなが
っていると考えさせられた敬老の日の前日でし
た。

１０月７日「化学物質過敏症の理解から、子ど
もの学ぶ権利、他者理解の大切さを」
昨日、「化学物質過敏症・ゆるゆる仲間」の

会の皆さんの主催で「講演会～化学物質過敏症、
成人と小児の現状から子ども達の未来を考える
～」が開催され、参加してきました。
まだまだ、あまり認知されていない成人と小

児の化学物質過敏症(以下 CS)について周知
し、CS 患者の現状を通して、子ども達の未来
のためにできることを県民の皆さんとともに考
えたいとの思いで開催された会場には、当事者
家族や教育関係者なとがたくさん参加されて、
積極的に学ぼうとされていました。
講師は、県内でCS について詳しく、診療も

されている医療法人高幡会大西病院、国立病院
機構高知病院小児科小倉英郎先生で、詳細にお
話し頂きました。
また、後援して頂いているコープ自然派しこ

くやNPO 法人土といのちの方による無添加の
ハンドソープや石鹸、洗濯用洗剤等の商品展示
もされていました。
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私自身、２０１７年４月のアースデーで初め
て「化学物質過敏症・ゆるゆる仲間」の会の皆
さんからお話を伺い、９月定例会で「化学物質
過敏症」の方の相談窓口や子どもの学びの場で
ある学校での対策などについて質問したこと
が、きっかけでこれまでにもいろいろとともに
取り組ませて頂きました。
農薬散布や啓発の問題、避難所での対応など

もありましたが、やはり一番多かったのが、子
どもさんたちの学びの場の確保の問題でした。
昨日も、CSの子どもたちと向き合っている

学校の先生方とお話しする機会もありました
し、ミニシンポジウム（体験談から見える、必
要な対応と対策とは）では、学校での課題が多
く事例報告として出されていました。
子どもたちが、安心して学べる場の保障とし

て、学校施設の改善だけでなく、先生方の協力、
同級生やそのご家族などの協力が必要になって
いることの意見交換がされていました。
まさに、それは他者のことについて相互に理

解しあうことの大切さであり、この社会で生き
づらさを感じる方だけでなく、誰もが生きやす
くなる地域や社会を築いていくことだと改めて
考えさせられました。

２月２５日「『独り』の現役、『独り』の老後
に寄り添って」
沢村香苗さんの著書「老後ひとり難民」を手

にし、改めて切実な実態と向き合うことになり
ました。
一年間に亡くなった人のおよそ１５人に一人

が、身寄りがない人や身元がわからない人とし
て行政機関に火葬されているという実態がある
そうです。
そして、プロローグに、「家族に看取っても

らえないどころか、死後の葬儀さえしてもらえ
ないというケースは、今や全く 珍しくなくな
っています。背景には、結婚しない人、子ども
を持たない人、親と同居しない人などが増え、
家族 親族のつながりが希薄化する中、いざと
いう時に頼れる人がいない、人が増えていると
いう現実があります。高齢で子どものいない夫
婦の場合、一方が倒れたりなくなったりすれば、
あっという間に誰も頼れないという厳しい状況

に追い込まれることになるでしょう。」とあり
ます。
しかし、朝日新聞の特集記事「孤独死する現

役世代」が始まると、高齢者の問題だけでない
ことが、明らかになり、さらに「老後ひとり難
民」の予備軍がバブル崩壊後の就職氷河期に社
会に出た「ロストジェネレーション世代」に潜
在しているということになります。
孤独死の実態把握の一環として、警察庁は昨

年、自宅で死亡した一人暮らしの人の全国的な
統計を初めて公表し、１～６月は３万７２２７
人で、生産年齢人口（１５～６４歳）の「現役
世代」がそのうち２３.７％（８８２６人）を
占め、高齢者に限った問題ではない実態が浮か
びあがっています。
孤独死に詳しい日本福祉大の斉藤雅茂教授

（社会福祉学）は、現役世代の特に単身者の場
合、高齢者のようにヘルパーなどの日常的な変
化に気づける人が少なく、死亡しても発見され
にくいリスクがあると指摘しています。
特に、記事でとりあげた男性の場合は「就労

が不安定だったり、両親の他界、親族関係の問
題など、生前から社会的に孤立しがちな状態に
あったことなどは、現役世代の孤独死の典型的
なケース」と言い、適切に社会福祉などのサー
ビスにつながれていれば、「助かった命だった
可能性がある」と指摘されています。
６０代になれば体の不調も増え、介護を受け

るかもしれないが、自分には世話をしてくれる
相手も、誰かに頼めるだけの経済力もないとい
う現役世代が「老後ひとり難民」にならないた
めにも、早くから人や地域やサービスとつなが
る仕組みが求められているのではないでしょう
か。

②児童虐待予防について

９月１３日「虐待で亡くなる子どもを救うため
に」
こども家庭庁が昨日、２０２２年度に虐待を

受けて亡くなった子どもは７２人だったとする
検証結果を発表しました。
前年度から２人減ったものの、近年は横ばい

が続いており、同庁の担当者は「本来はゼロで
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あるべき虐待死が７２人いることは非常に大き
い課題だ」と話されています。
無理心中１６人を除いた虐待死は、５６人で

死亡時の年齢別でみると、０歳の２５人（４４.
６％）が最も多く、２歳が９人（１６.１％）、
１歳が５人（８.９％）で続いており、３歳未
満だけで全体の約７割を占めています。
死因となった虐待の類型別では、多かったの

はネグレクト（育児放棄）２４人（４２.９％）、
身体的虐待１７人（３０.４％）で、主たる加
害者は実母２３人、実母と実父７人、実父６人
だったとのことです。
専門委員会は１１～２１年度の虐待死事例に

ついて、児童相談所などの対応過程を分析し、
短期間で転居を繰り返す世帯は、自治体間で十
分な引き継ぎが行われず、状況が悪化するケー
スがあったとして、早期に情報共有する必要性
を訴えられています。
また、国は虐待を防ぐため、望まぬ妊娠や貧

困など産前からサポートが必要とされる「特定
妊婦」の支援に取り組むが、出生日に亡くなる
子どもの数は、年度によって増減はあるものの
著しい減少には至っておらず、養育者の心理的
・精神的問題（複数回答）としては「養育能力
の低さ」（１５人）、「育児不安」（１１人）が
挙げられています。
朝日新聞によれば、「人吉こころのホスピタ

ル」（熊本県人吉市）の興野康也医師は、孤立
出産の末に、実子を殺害したり遺棄したりした
として罪に問われた女性たちの精神鑑定や支援
をしてくる中で、女性たちは日常生活や社会生
活への適応能力が平均よりやや低い「境界知能」
の状態にあるなど精神面での課題があったり、
家族や行政などにつながれず孤立したりしてい
たことを指摘されています。
助けを求めることもできず、また助けを求め

たとしてもその声が届くべきところに届かなか
ったりして、孤立を深める母親たちが多く想定
されます。
あらためて、孤立を深めがちな妊産婦さんへ

の産前から産後、自立までを一貫して支えるき
め細かな取り組みが求められています。

３月３１日「児童虐待への支援が届くように」

全国の児童相談所が２０２３年度に虐待相談
として対応した件数が２２万５５０９件に上
り、前年度から１万件余り増え、３３年連続で
最多を更新したことが、厚生労働省とこども家
庭庁のまとめで分かったことが２６日報道され
ました。
高知県でも４４８件と、高止まりの状況が続

いています。
「生きづらさを抱えた子どもの背後には生き

づらさを抱えた親がいることもある。家庭全体
を支えていく視点が大切だ」と言われる中、支
援が必要な子どもと親を支える児童相談所の重
要性は高まる一方ですが、現場の体制は追いつ
いていないのが現状です。
虐待通告があった場合、原則４８時間以内に

安全確認するというルールの徹底を政府は児相
に求めている中で、対応件数の増加によって業
務負荷が増しており、児童福祉司らの疲弊が進
んでいるのも実態です。
こども家庭庁によると、２３年度は全国で６

３３人を採用したが、退職者も２７０人おり、
うち８割以上は定年以外の理由で「心身の不調」
「業務内容・量への悩みや不満」が目立ってい
るとのことです。
児童福祉司らが深刻な事例に集中できるよ

う、役割分担を進めることも必要ではないかと
言われ、市区町村や民間団体との連携を進め、
児相の負担軽減に努めることが重要だとも言わ
れています。
子どもと親を支える要となるのが、児童相談

所に勤務する児童福祉司で、全国に6482人で、
政府の増員計画によって2017年度と比べて倍
増している一方、勤務経験3年未満が約5割を
占める経験の浅い若手が増えており、職場だけ
で若手を育てるのは簡単でなく、自治体は人材
育成に試行錯誤しているとのことです。
政府は、昨年４月に施行された改正児童福祉

法に基づき、母子保健と児童福祉に関する相談
支援を一体運営する「こども家庭センター」を
２６年度までに全国で整備する目標を掲げてい
ますが、設置状況は昨年５月時点で全国の市区
町村の約５割、県内では約２割にとどまってい
ます。
県では、「各市町内での関係者が協働したこ



- 35 -

ども家庭センター運営強化とこども家庭センタ
ー設置促進」「児童虐待防止対策の推進（予期
せぬ妊娠や困難を抱える妊産婦等に対する相談
支援体制の強化）」を図ることとしていますが、
虐待を減らすには早期発見も大事ですが、虐待
予防をと言ってきた中で、妊娠期から苦しむ親
に相談や支援が確実に届くような寄り添いの体
制整備が急がれているのではないでしょうか。

➂精神に障がいのある方への医療費助成
について

９月６日「精神に障がいのある方への医療費助
成の実現を」
昨日は、精神に障害がある人の家族でつくる

団体「高知はっさくの会」の皆さんとともに、
「精神障がい者保健福祉手帳所持者に対する精
神科医療費及び一般医療費への助成制度(重度
心身障害者医療費助成制度)の創設」を求めら
れた「精神障がい者に対する医療費助成制度の
創設を求める署名」１万３０８６筆を県西森子
ども・福祉政策部長に手交しました。
会の皆さんのご尽力で、集められた署名に対

して部長も「この署名の重みをしっかりと受け
止める」と仰っていました。
県内では、今年３月末現在で７６５９人が精

神障がい者保健福祉手帳を持っていて、年々増
加傾向にありますが、県内の医療制度について
は精神障がいのある人への医療費の助成は一部
あるものの、長期的な治療で費用ががかさむだ
けでなく仕事が限られるため収入が減少し生活
が困窮してしまうことが課題となっています。
特徴的には、精神障がいをもつ当事者たちは、

発症して10～30年も精神科に通い、多量の薬
を服用し、また、その障がいゆえに社会参加の
機会に十分恵まれないことや生活習慣病など精
神疾患以外の病気も発症する人が増加傾向にあ
り、家計の負担がそれだけ大きくなっています。
収入の柱である障害基礎年金 (ほとんどの場

合2級月68,000円 )では、日々の生活維持すら
ままならず、就労も困難な状況にある当事者が
多く、ともすれば病院にかかることさえ控えら
れている方も少なくないそうです。
当事者とその家族にとって、精神科 (通院・

入院)に加えて、精神科以外の一般医療費 (通
院・入院)の負担が重なり、それらの医療費の
家計負担が重くのしかかっている中で、医療費
に対する助成制度の創設は、精神障がいを持つ
当事者とその家族にとって最も切実な願いであ
るのです。
署名手交に参加したメンバーから当事者自身

の生きづらさや家族としての悩みなどが個別具
体的に部長に訴えられていました。
精神科医療 (通院・入院)費および精神科以

外の一般医療 (通院・入院)費に対する助成制
度(重度心身障害者医療費助成制度)が一切実施
されていない都道府県は、現在高知県を含む６
県に留まっています。
県は、６月定例会でも県民の会の岡田議員の

質問に答えて、「県内の精神障害のある方の実
態や、市町村の意向、また、既に補助金の対象
に含めている他県の状況などの情報収集・把握
を行っていく」との姿勢を示していましたが、
現時点での取り組み状況についても聞かせて頂
きました。
部長も、「皆さんからの訴えを聞く中で、改

めてご苦労なさっていることが分かった。先行
事例としての他県の深堀把握や市町村の意向確
認も進めながら合意形成も図っていきたい。」
と述べられ、最後には「知事とも話して判断し
たい」と踏み込んだ考えも示されました。
当事者や家族にとって、経済的にも年齢的に

も余裕がないことから、一刻も早い判断を求め
て、今後も県の取り組みを注視していきたいと
思います。

９月２７日「県、精神障害医療費助成に本格的
検討」
高知県の精神障害者に対する医療費助成は、

精神疾患を原因とする通院のみで、他の疾患や
入院は自己負担で、当事者や家族の不安の解消
の求めに応えて、まずは６月定例会で県民の会
の同僚議員の岡田議員がその対象拡大を求める
質問をしてきました。
そして、県内の精神障害者の親でつくる「高

知はっさくの会」（東岡美佳会長）の皆さんと
ともに、今年６～８月に署名活動を行い、県に
対しては約１万３千筆の署名を子ども福祉政策
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部長に提出し、助成創設を求めてきました。
その際に、６月定例会でも岡田議員の質問に

答えて「県内の精神障害のある方の実態や、市
町村の意向、また、既に補助金の対象に含めて
いる他県の状況などの情報収集・把握を行って
いく」との姿勢を示していましたが、現時点で
の取り組み状況についても聞かせて頂きまし
た。
そのうえで、「皆さんからの訴えを聞く中で、

改めてご苦労なさっていることが分かった。先
行事例としての他県の深堀把握や市町村の意向
確認も進めながら合意形成も図っていきたい。」
と述べられ、最後には「知事とも話して判断し
たい」と踏み込んだ考えも示されていましたが、
昨日の自民党議員の質問に、知事が「対象とす
る障害の程度や財政負担の規模などを、１年程
度かけて検討を深める」と答弁しました。
知事の背中を後押しした１万３０８６人の県

民の皆さんに感謝したいと思います。
「親が亡くなったらどうなるか不安でいっぱ

い。経済的にも親の年齢的にも余裕はない。で
きるだけ多くの当事者が助成対象としてほし
い」との当事者や家族の皆さんの思いに答える
ためにも、一年と言わず一日も早く実現させて
ほしいものです。

１１月２６日「県内精神障碍者の医療費助成へ
『等級の壁のない対象拡大』『早期実施』を求
めて」
昨日、「第1回高知県重度心身障害児・者医

療費助成事業に係る関係者会議」が開催されま
したので、傍聴してきました。
９月定例会では、知事が「対象とする障害の

程度や財政負担の規模などを、１年程度かけて
検討を深める」と答弁をしてきた経過を踏まえ
て、今回「高知県重度心身障害児・者医療費助
成事業」の対象に精神障害者を加えることを検
討するにあたり、事業の実施主体である市町村
をはじめ、福祉、医療、当事者家族など精神障
害の関係者から幅広く意見を聞くための関係者
会議が開催されました。
県からは、「現状の共有」「今後の進め方」

が報告されるとともに、県内当事者団体として
「はっさくの会」より当事者や家族の窮状が訴

えられました。
県内では全市町村が、県の補助を受け「重度

心身障害児・者医療費助成制度」を導入し、重
度の身体障害者と知的障害者はあらゆる疾患で
の通院・入院に助成があり、医療費の自己負担
はないが、精神障害者は対象外になっています。
それゆえのご苦労について、関係者会議と言

いながらも、十分に認知していなかったり、あ
まり深刻に受け止められていなかったのかなと
いう感じがしました。
事前の意向調査では、県が補助制度を導入し

た場合の助成については、８割の自治体が積極
的な回答をしているものの、制度化による自治
体の財政負担を心配したり、対象とする障害の
程度や他の障害の医療費の助成制度とのバラン
スなど検討が必要な課題についても多くの回答
が寄せられていましたし、会議でも意見が出さ
れていました。
今後、課題については検討し、県は助成対象

となる障害の程度や医療の範囲、所得制限につ
いて協議を進め、２０２６年度の実施を目指す
とのことです。
「等級の壁は取り除く対象拡大」と「できる

だけ早期実施を」との思いの強い当事者・家族
の皆さんは、昨日の議論を忸怩たる思いで聞か
れていたのではないかと思わざるをえない関係
者会議だったように思えてなりませんでした。
この会での当事者の皆さんの思いを受け止め

た議論となるよう注視していきたいものです。

３月１９日「精神障がい者への医療費助成の検
討は実態と向き合って」
１７日には、県内の精神障がい者に対する医

療費助成の拡大を検討する県の関係者会議が開
かれ、精神保健福祉手帳の等級（１～３級）を
基準に助成対象を決める方向性が示されまし
た。
ただ、関係者からは「患者の状態は日々、波

があり、等級が参考にならないことがある」と
判断の難しさや慎重な運用を求める声が相次ぎ
ました。
私も、２月定例会代表質問で、「重度障害の

方を対象とする制度を前提にするあまり、身体
障がいや知的障がいとの均衡にとらわれてしま
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うと、３級の方であっても、ある日は２級に相
当する、また、ある日は１級に相当するなど、
日によって症状が変化する精神障がいの特性が
見失われることになってしまう。そのような実
態を抱える当事者や家族に、生きるのがしんど
いと言わせない、人間らしく生活できるような
医療、衣食住の面での支援が求められている。」
ことを踏まえて、質問をさせて頂きました。
知事から「議員から御指摘あった点について

は、いずれも制度導入に向けて、大変重要な論
点と考えており、関係者会議での御意見も踏ま
えて、年内の取りまとめに向けて、しっかりと
検討を重ねていきたいと考える。」との答弁が
ありましたが、それだけに他県の制度導入状況
や身体・知的障害との均衡だけでなく、課題と
しっかり向き合う検討をして頂きたいと思って
います。
特に、県精神保健福祉センター山﨑所長から

は、「病状に引きずられやすいが、日常の生活
能力の障害を細かく見て欲しい。入院・入所し
ているのか、家族と同居か、独居か。家族と同
居であっても、家族が疲弊している状況や病状
を隠している場合もある。手帳の等級だけでは
わからない状況がある。一人で自立できる社会
になっているのか。障がいの程度による差がな
くなって、支援されるのが望ましい」など、判
定の難しさがある中で、医療機関に丁寧に対応
して欲しいとの意見も述べられていました。
また、手帳制度を基本にどこまでを助成対象

とするか、助成対象とする医療のあり方などに
ついて、引き続き検討することとしているが、
複数の委員から「１級でも症状が軽かったり、
２級でも重かったりと日や時間で状態は変わ
る」などと等級と実態の乖離を訴える声も上が
っていることを踏まえて、丁寧に議論して頂き
たいものです。

(2)働きづらさについて

４月９日「ダブルケアで離職する前に」
内閣府は２０１６年、ダブルケアラーが全国

に２５万３０００人いるとした初の推計値を公
表し、１６年版の厚生労働白書には「乗り越え
なくてはならない課題」と明記されたが、子育

てと介護の担当部署が異なる縦割り行政の弊害
などを背景に有効な支援が広がっていないと言
われています。
「ダブルケア問題の実態について調査を行い、
負担軽減の観点から対策の検討を進める」と政
府の文書で触れられてから９年が経った今、子
育てと介護を同時に担うダブルケアラーの支援
法案が、野党から国会に提出されることになり、
重い負担や悩みに直面する担い手たちの切実な
声が、政府・与党に届くことを願うばかりです。
ジェンダー格差や孤立、社会の無理解など、

ダブルケアには多くの問題が潜んでおり、特に
深刻な課題として貧困につながる離職の問題が
あります。
毎日新聞が国の統計を基にした推計２９万３

７００人のダブルケアラーのうち、２０万３７
００人が過去に離職を経験し、この35％は原
因に育児や介護だと独自集計で明らかにしてい
ます。
ダブルケアによって離職する前に、「ちょっ

と助けてと言いやすい、優しい社会になってほ
しい」との思いが実現できる支援法となること
が期待されます。

５月６日「『ケアラー』でも、学び続け、働き
続けられるために」
朝日新聞では、４日付一面で「ビジネスケア

ラー」についてとりあげ、今朝の一面では「ヤ
ングケアラー」について取り上げています。
２０３０年には家族を介護する８３３万人の

うち、約４割の約３１８万人が働きながら介護
をする「ビジネスケアラー」になるとの予測の
もと、経済産業省は「仕事と介護の両立支援に
関する経営者向けガイドライン」をまとめ、現
状のままだと、両立の難しさに起因する経済損
失額は、３０年に約９兆円に上ると試算し、両
立支援の必要性を訴えています。
そして、今朝の記事では、大人に代わって家

族の世話や家事を担う「ヤングケアラー」につ
いて、相談窓口などを整備している自治体が１
割に届かず、実態把握に乗り出す自治体は３割
あるが、ヤングケアラー当事者が利用してよか
ったとの回答が多かった相談支援の取り組み
は、まだ十分ではないことが、こども家庭庁の
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調査で明らかになっています。
相談支援体制の推進は、都道府県５７％、政

令指定市２５％に対し、一般市町村４％など、
実施状況にばらつきがみられ、相談支援の手法
は、電話と対面がそれぞれ８割超で、支援団体
への調査で、「効果的」との回答が目立ったア
ウトリーチ（訪問）は４３％。元当事者による
相談支援は１９％で、ヤングケアラー本人への
調査では、利用してよかったと一番に感じる支
援は「家族や、自分自身のことについての相談」
が最多。「家事やお世話の代行、手伝い」「居
場所、サロン」などが続いています。
「ビジネスケアラー」にしても、企業の労働

力確保の面だけでなく、家族の介護をしながら
生きやすく、働きやすい雇用環境を創出し、「ヤ
ングケアラー」の相談支援体制の充実も含めて、
家族の介護によって学びや労働、生きがいが奪
われることなく、困ったときは「助けて」とい
える家族・地域・社会・職場を築いていけるよ
うな環境こそが、求められています。

５月１０日「実質賃金２４か月連続マイナス」
厚生労働省が９日公表した３月分の毎月勤労

統計調査（速報）で、物価変動を加味し生活実
感により近い実質賃金は、前年同月より２．５
％減り、２４カ月連続のマイナスとなったこと
が明らかになりました。
比較可能な１９９１年以降で、過去最長を記

録したこととなります。
労働者が実際に受け取った「名目賃金」にあ

たる現金給与総額は、０.６％増の３０万１１
９３円で、一方、実質賃金の計算に使う３月の
消費者物価指数は３.１％上がり、この物価上
昇分を差し引いた実質賃金は２.５％減となり、
減少幅も今年２月のマイナス１.８％（確定値）
から拡大しました。
厳しい人手不足や賃上げ機運の高まりを受け

て名目賃金は２７カ月連続で前年を上回り、過
去最長を更新しているが、その一方で、コロナ
禍からの経済の回復やロシアのウクライナ侵攻
により、原油や食料などの価格が高騰、歴史的
な円安も輸入物価の上昇に拍車をかけ、物価は
上がり続け、名目賃金が伸びているものの物価
の上昇に追いつかない状況が続いています。

今年の春闘の賃上げ率は３３年ぶりの高水準
と言われていますが、給与への反映には数カ月
の遅れが生じ、実質賃金への影響が出るのは先
になる見通しで、非正規労働者の賃上げは一部
に過ぎないとも言われています。
今、毎日新聞社会部の東海林智記者の新著「ル

ポ・低賃金」が明らかにする実態こそから、実
感できる賃上げを闘いとる必要があるのではな
いでしょうか。

７月３０日「最賃は『労働力の再生産を可能に
する』生計費であるべき」
２０２４年度の最低賃金の全国平均が、現行

より５０円（約５％増）引き上げて１０５４円
とする目安額を取りまとめられ、上げ幅は２３
年度の４３円を上回り過去最大で、時給額も最
高額となりました。
都道府県の区分別の上げ幅には差がつけられ

ていないので、高知は９４７円が目安となりま
す。
５０円の引き上げは、今春闘の賃上げ状況や

物価高を考えれば、最賃近くの時給で働く非正
規雇用者にとっては当然の額ではあるが、それ
でもフルタイムで働いて年収は２００万円程度
にとどまり、厚労省によると、昨年度の最賃引
き上げでも暮らし向きが「変わっていない」と
答えた労働者は６３．４％に上り、最賃の継続
的引き上げが必要なことを示しています。
中小零細企業では、原材料や人件費の上昇分

を取引価格に転嫁できない状況が指摘される一
方で、人手不足感が強まり、業績が改善しない
中でも人材確保策を迫られています。
今後、目安額を参考に各都道府県の審議会で

議論が始まるが、２３年度改定では人材の流出
に危機感を持つ２４県が目安額を上回る答申を
しており、地域の実情に応じた引き上げ額の決
定が今年も期待されます。
地域間での労働者獲得競争ではなく、海外と

の格差拡大も大きくなる中で、最賃が低いまま
では、日本で働きたいと思う外国人労働者も少
なくなると思われます。
中小・零細企業にとって、５０円の賃上げが

大変なことは理解できるものの、最低賃金とは
労働者に支払うべき金額の最低限であり、労働
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者の生計費なのであり、使用者側は支払い能力
を強調するが、払える金額を労使で話し合う通
常の賃金交渉とは性格が異なっているのです。
「ルポ 低賃金」の著者東海林智さんはFac

ebookで、次のように書かれています。
大幅な引き上げかどうかが議論が分かれると

ころで、簡単に同意できないが、「企業の支払
い能力」ではなく、まずもって、「労働者が人
間らしい生活ができる賃金なのか」が重要だ。
この最賃で、労働者がまともに、人間らしく

暮らせるのかが最も重要なはずではないか。最
賃は「労働力の再生産を可能にする」賃金水準
を決めるものだ。
だからこそ、海外の最賃は生計費で決まる。

支払い能力がことさら強調されるいびつさはな
い。労働者が労働力を再生産できないような賃
金では、企業活動だってままならないからだ。
シンクタンクの人間が「賃上げにふさわしい

生産性の向上が求められる」としたり顔でおっ
しゃるが、その前に言ってほしいな「大企業は
公正な取引をしているのか。利益を貯め込んで
いたら経済はまわりませんよ」と。なんなら「吐
き出せ。その不当な蓄えを」（カイジ風に）ぐ
らい、言ってくれよ。
生計費で言ったら、今年の最賃の１０５４円

（加重平均）は、到底足りないねぇ。韓国の最
賃は１０年でほぼ倍になっているね。２５年に
は１１６０円だって（現状１１０３円）。
同じぐらいやろうと思ったら１７００円（東

京でね）にはなっていないとね。なにより、韓
国の最賃は全国一律。日本の現状の最賃は１０
０４円ではなく、８９３円（岩手）だから。全
国一律、１７００円って言って良いんじゃない
のか。もう、１回言おう。最賃は生計費で決め
よう。(抜粋引用終了)
人間らしく暮らせる「労働力の再生産を可能

にする」最賃を求めて闘い続けましょう。

３ 反戦・平和の課題の調査研究について

(1)特定利用港湾について

４月３日「７道県１６施設の軍事化への一歩」
政府は１日、総合的な防衛体制強化の一環で、

有事に備え平時から自衛隊や海上保安庁が使用
できる「特定利用空港・港湾」の第１弾として、
本県の３港をはじめ７道県１６施設を選定しま
した。
南西有事などをにらみ、平時でも活用可能に

することで対応能力の向上を図る上で、２０２
４年度予算に関連費約３７０億円を計上しまし
た。
政府は昨年秋ごろから候補として挙げた空港

や港湾がある自治体に協力を求めてきたが、そ
の際、「民間の大型のクルーズ船も入れるし、
国による災害派遣も効率的に行えるようにな
る」などと「アメ」をちらつかせるとともに、
「軍事」のイメージを拭うため、調整の過程で
表現を変更したりもしています。
当初は軍民両用を意味する「デュアルユース」

という言葉を使っていたが、自治体からは「攻
撃目標にされるのでは」といった指摘があった
ことから、「民生利用」へと切り替え、枠組み
の名称も「特定重要拠点空港・港湾」という仮
称を用いていたが、「特定利用空港・港湾」と
しています。
そのような中でも、沖縄県では、新石垣空港

や与那国空港は沖縄県が管理しており、「一番
の懸念は日米の共同使用。安易な運用にはクギ
を刺しておかなければ」との慎重姿勢から、同
意せず、特定利用空港に指定されていません。
また、鹿児島県は２空港６港が調整対象に挙

がっていたが、「国からの説明を十分にいただ
けていない段階で、判断する材料が整っていな
かった」として指定に同意していません。
さらに、福井、熊本県からも「施設が所在す

る自治体への説明不足」などを理由に了解が得
られませんでした。
このような姿勢で対応してきた県がある中、

高知などは県民に十分な説明も行われず、有事
の際の国民保護や避難計画なども検討されない
ままに、拙速に同意しています。
下記のように、予算が配分されていますが、

これからもこのような「アメ」に釣られた軍事
化が進んでいくのでしょうか。
県名 空港 予算額（億円）
福岡県 北九州 63
長崎県 長崎 19
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福江 2
宮崎県 宮崎 27
沖縄県 那覇 72
道県名 港湾 予算額（億円）
北海道 留萌 3

石狩湾港19
釧路 26
苫小牧 24
室蘭 2

香川県 高松 5
高知県 高知 18

須崎 8
宿毛湾港2

福岡県 博多 17
沖縄県 石垣 25

（注）福江空港以外の空港は維持管理費３９億
円を別途計上

１１月２２日「台湾有事と向き合う石垣の特
定利用空港・港湾施設でも国の対応は」
１１月１８日から、県民の会で2泊3日の行

政視察に行ってきました。
今回の調査目的としては、台湾有事と向き合

わざるをえない沖縄県、八重山諸島に位置する
石垣市、竹富町で、本県でも受け入れた特定利
用港湾指定の位置づけなどについて、聞き取り
をすることでした。
初日は石垣市にある沖縄県庁八重山合同庁舎

で、沖縄本島の県庁港湾課・空港課、基地対策
課・防災危機管理課とオンラインによって特定
利用空港・港湾、台湾有事等々の意見交換を行
わせて頂きました。
二日目の午前中は、石垣市役所で、建設部港

湾課から台湾有事等を想定した特定利用港湾対
応など、観光文化課から国際観光(クルーズ船
・台湾定期船)やオーバーツーリズム、ユニバ
ーサルツーリズム対応などについて聞かせて頂
くとともに、特定利用港湾指定で整備を期待さ
れている石垣港を見学させて頂きました。
昼食もそこそこに、昨年整備されたばかりの

陸上自衛隊石垣駐屯地周辺まで行き、午後には
石垣市内の竹富町役場で、防災危機管理課から
地域防災計画・特定利用港湾の対応などについ
て意見交換をさせて頂きました。

また、最終日は、僅かな時間にも関わらず石
垣市議の砥板芳行氏、大道夏代氏、井上美智子
氏、田盛英伸氏にお集まりいただき、意見交換
をさせて頂きました。
詳細は、改めて報告させて頂きますが、県・

市・町の立場や市議会議員さんの率直なご意見
を聞かせて頂き、台湾有事と向き合わざるをえ
ない石垣における特定利用空港・港湾への国の
対応を知ることができるなど大変有意義な調査
となりました。

(2)戦争を回避する取り組みについて

４月２８日「人権侵害に苦しむ外国人、歴史か
ら学ぶ戦争しない国へ」
昨日は、ドキュメンタリー映画「ワタシタチ

ハニンゲンダ！」（2022年公開・高賛侑監督）
を鑑賞し、高賛侑監督のお話を聞かせて頂きま
した。
監督が、映像として、描くことが難しかった

と言われていましたが、日本政府と在日朝鮮・
韓国国籍の方々の歴史に始まって、朝鮮学校の
高校授業料無償化対象からの除外、ヘイトスピ
ーチ、難民認定、入管における収容や処遇等の
様々な外国人の人権にかかわる問題が多くの当
事者、支援者、弁護士等からの取材に基づいて
明らかにされていました。
名古屋入管に収容中であったスリランカ国籍

の女性ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなっ
た事件によって大きくクローズアップされた国
人の人権保障の実態と日本政府の外国人人権の
認識の問題ではあるが、監督に言わせれば、諸
外国と比べてその差別性は異常であるとのこと
でした。
人権侵害に苦しみ、不当な扱いを受けている

外国人たちの「私たちは動物ではない。人間
だ！」との訴えと、「国家が率先して差別して
いることを描き、観た人たちに何かをしてもら
いたいと思っている」監督の思いを広げていく
ために、少しでも多くの人たちにこの映画を観
てもらいたいものです。

４月２９日「戦争を回避することに尽力した時
代があった」
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２８日は、午後２時からの憲法講演会で、テ
レビでもおなじみの田中優子法政大学前総長・
名誉教授の「歴史から学ぶ『戦争しない国づく
り』」をカルポーとで聴講してきました。
会場に３００人、サテライト会場・オンライ

ンで２００人と合計５００人の皆さんが、熱心
に耳を傾けました。
「約２５０年間、内戦も国外との戦争も回避

した江戸時代」は、「循環システムの整備によ
り、持続可能性社会を作り上げた時代」であり、
「周辺諸国との外交関係、ヨーロッパとの通商
関係を樹立し、世界中の情報を得ることで、輸
入依存から国産技術へ転換し、大量の職人を輩
出し、『ものづくり日本』を創造した時代」で
あったと述べられました。
「明の国から４０年間で１０回余り援軍が求

められたが、応じたら戦争に巻き込まれるとい
うことで、全て断った」ことや万民を救済する
「経済」の一例に、納得させられました。
それは、１６５７年の「明暦の大火」の後に、

将軍家綱の補佐役・保科正之が、米倉を開いて
庶民に粥を配り、１６万両を幕府から拠出して
類焼被害にあった人々を助けたり、江戸城消失
の再建は執務・住居部分として、戦争のない時
代に天守閣は必要ないとして再建せず、玉川上
水の江戸への引き込みをより重視したことでし
た。
まさに、今能登半島地震の災害復興を急ぐた

めには、万博を中止せよとの声に応えない今の
政府との違いにも通ずることを指摘されていま
した。
いろいろと問題はあった江戸時代ではあった

かもしれませんが「戦争を回避する」ために、
大変な努力を続けられたことに対して、我々の
時代は、「いかなる人であっても生きて人生を
まっとうする人権」を真ん中においた闘いで、
憲法の精神を実現することだと強調されまし
た。
「自民党が改憲せずとも、閣議決定や法律で

空洞化させてくるのなら、我々は憲法を変えず
に、よりその精神を実現していくことを目指す
こと」や「憲法精神を具体化・実現していく上
で、共感を広げていくことの大切さ」なども含
めて 、貴重なお話が聞けました。

５月２７日「ガザ・沖縄から考える構造的暴力」
２５日、２６日と連続してパレスチナ問題に

詳しい早稲田大学文学学術院の岡真理教授の
「ガザとは何か」、沖縄戦の戦没者の遺骨収集
を続ける「ガマフヤーの会」の具志堅隆松代表
の「日本を戦場にさせない」ことについてのお
話を聴かせて頂きました。
そして、ガザと沖縄に通ずる「構造的暴力」

について考える機会を頂きました。
▼具志堅代表は沖縄の洞窟（ガマ）に眠る戦没
者の遺骨を掘り、家族の元に返す取り組みを３
０年以上継続しているが、あろうことかその遺
骨が眠る戦地の土砂を米軍普天間飛行場の名護
市辺野古移設のための埋め立てに使おうとして
いることは許されない。
▼まさに、このことは人の道に反しているし、
遺族と戦友に対する裏切りである。
▼今の政府はアメリカの都合によって作り出さ
れた台湾有事によって、日本を中国と争わせよ
うとしている。日本を守るための戦争ではなく
て、アメリカを守るための戦争であり、日本を
戦場にさせない闘いが今こそ求められている。
▼我々には、戦争を起こさない責任がある。沖
縄戦の実態を語る遺骨を埋め立てに使ってなき
ものにしようとしている。危機感が抗議になり、
抗議が行動になることを願っていると訴えられ
ました。
岡真理氏（早稲田大学文学学術院教授）から

は、次のようなことに触れて、「ガザで今、何
が起きているかを知りながら何もしないこと
は、加害者に加担することと同じだ」と指摘さ
れました。
▼イスラエルによる電気や水、食料などの封鎖
により、230万人のガザの市民生活は崩壊の淵
に瀕している中で、ジェノサイドとも言える蛮
行を繰り返しており、これを看過してはならな
い。
▼1948年のイスラエル建国はパレスチナ人に
対する民族浄化であり、それから今日まで、イ
スラエルによる軍事攻撃は繰りかえされてパレ
スチナ人への暴力は日常的なものになってお
り、この歴史をふりかえれば、イスラエルはパ
レスチナ人を非人間化するアパルトヘイト国家
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だとわかる。
▼イスラエルによる攻撃開始から１か月で死者
１万人超、うち子どもが４０００人以上で、ウ
クライナでは２年間で死者１０５８２人のうち
子どもは５８７人を桁違いに上回っており、５
月２５日現在、死者３５９０３人、負傷者８０
２９３人という実態を放置して、日本のメディ
アは日本人大リーガーの結婚報道などに終始
し、爆撃のみならず栄養失調や劣悪な衛生環境
が原因で日々、多くの子ども達が死んでいる現
実をほとんど報じていない。
▼これはガザの人たちの命など取るに足らない
といメタメッセージを発しているようなもので
ある。
▼「民族浄化」「入職者植民地主義」「占領(ガ
ザに生はない)」「封鎖(生きながらの死)」「ア
パルトヘイト」ということが報道から消し去ら
れることに対して、我々はガザで今何が起きて
いるのかを知り、そのような惨劇が起きている
歴史的な背景を知った上で、日本が、そしてわ
れわれ一人一人が何をすべきかなどについて、
考えるべきである。
▼アメリカはイスラエルのジェノサイドの共犯
者であり、「日本はアメリカとともにある」な
どという日本も共犯者である。
▼占領、封鎖、貧困、飢餓、差別などという「構
造的暴力」に徹底的に無関心なこの国であって
はならない。
▼ 沈黙することはジェノサイドの共犯者にな
る。そうならないために、即時停戦を訴え、停
戦になったら、イスラエルのアパルトヘイト廃
絶のために声をあげよう。
ガザや沖縄、全ての不条理に無関心でいると

自分の不条理に直面することになるということ
をしっかり肝に銘じて、我々は声を挙げていき
たいものです。

５月３日「現行憲法理念を国民目線で実現して
こそ」
日本国憲法は今日、１９４７年の施行から７

７年を迎えました。
その憲法を９条を中心に変えたくてたまらな

い人たちがいる中で、世論は平和と人権と民主
主義を守るために抗ってきました。

今年のマスコミ調査などによるその動向に、
注視したいと思います。
読売新聞社の全国世論調査では、憲法を「改

正する方がよい」との回答が６３％と、３年連
続で６割台、「改正しない方がよい」は３５％
でした。
毎日新聞の全国世論調査では、岸田首相在任

中の憲法改正について「賛成」は２７％で、「反
対」の５２％を下回り、２２年４月の調査以来、
２年連続で「賛成」が減少する一方、「反対」
が増加しています。
共同通信社の世論調査では、岸田首相の任期

中の憲法改正の国会議論に関し「急ぐ必要があ
る」は３３％にとどまり、「急ぐ必要はない」
の６５％と差が開いており、9条改正の必要性
は「ある」５１％、「ない」４６％と賛否が拮
抗しています。
朝日新聞では、「戦争放棄や交戦権の否認な

どを定めた憲法９条」改正の是非は「変えるほ
うがよい」が３２％、「変えないほうがよい」
が６１％です。
この質問は２０１３年から毎年の調査で聞い

ており、「変えるほうがよい」は１３年の調査
で３９％と比較的高かったが、１４年以降は３
０％前後で推移しています。
そのような中で、３日付けの神戸新聞では、

「憲法は、戦後復興の険しい道を照らす光とな
った。人権が危機にさらされる災害時にこそ、
その理念を追求し、実践する意義があるはず」
と「社説」で述べています。
私たちが、日頃ご指導頂いている兵庫県弁護

士会の津久井進さんは、相次ぐ災害の被災地で
法律相談に取り組んでこられた中で、復興のさ
まざまな壁にぶつかり、あるべき法制度を研究
するうち「憲法はこの国の復興を目指してつく
られた。復興基本法は憲法だ」との考えに至っ
たと言われています。
津久井弁護士は「災害法制は被災者の生活と

幸せを回復するためにある。その理念に沿って
運用すれば、これほど悲惨な状況は生じないは
ず。行政は細かい基準にとらわれ憲法の理解が
欠けている」と指摘されていますが、「支援制
度の線引きからこぼれる人がいないよう関係機
関が連携し、一人一人の困難さに応じて支える
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災害ケースマネジメント」に取り組む上でも、
憲法理念をより具体化していくことこそが求め
られています。

５月１２日「成立しても、経済秘密保護法の危
険性を批判し続けて」
２月末に国会に提案されたいわゆる「経済秘

密保護法案」(＝重要経済安保情報の保護及び
活用に関する法律案)は、私たちの反対の声に
もかかわらず、４月８日に衆院本会議で可決さ
れ、５月１０日参議院で可決成立してしまいま
した。
これは特定秘密保護法を経済と学術の分野に

拡大し、軍事研究・軍需生産・武器輸出をすす
めるのためのものだとも言われています。
秘密保護法対策弁護団が１０日に「経済秘密

保護法の成立に強く抗議し、同法と特定秘密保
護法の廃止を求める声明」を出し、「法案は、
特定秘密保護法を改正手続きによらず拡大する
ものであること」「秘密指定に関する監督措置
が不十分であること」「法案による秘密指定の
範囲は限定されていない」「コンフィデンシャ
ル級の秘密指定は欧米では廃止されていて、法
案は周回遅れのアナクロだ！」「数十万人の民
間技術者・大学研究者が徹底的に身辺調査され
プライバシーを侵害される」との理由で、反対
してきたことを明らかにしています。
特に、特定秘密保護法の適性評価は主に公務

員が対象であったが、経済秘密保護法では広範
な民間人が対象となることが想定され、適性評
価の調査は、政府委員は、どのような事項につ
いて調査しているかも、敵につけ入る隙を与え
るので答えられないと答弁しています。
この点は、２０１３年に特定秘密保護法が成

立した後の運用基準では、「評価対象者の思想、
信条及び信教並びに適法な政治活動、市民活動
及び労働組合の活動について調査してはならな
い。」と定められていたにもかかわらず、政府
委員の頭からは、自らの定めたこの運用基準す
ら飛んでしまっていることが明らかです。
それで、特定秘密保護法の時と同様に「何が

秘密か、それは秘密です」という代物になって
しまっています。
戦争への道を開く経済秘密保護法の成立に強

く抗議する悪法を止めるための活動は、仮に制
定を止められなくとも、反対運動が盛り上がる
ことによって、政府による法の濫用に対する歯
止めとなります。
５月５日公表の産経新聞による調査では、主

要企業１１０社から調査回答によると、「セキ
ュリティー・クリアランス（適格性評価）」制
度創設に賛成の企業は３割に届かず、プライバ
シー侵害などの懸念が根強いことが示されてい
ます。
５月８日の東京新聞では、福島国際研究教育

機構(FREI)と、アメリカの核・原子力研究機
関PNNLの協定締結の動きを取り上げ、法案が
成立すれば、武器開発・核開発につながる先端
技術の研究が秘密のベールで覆われる危険性も
指摘しています。
今後予定される運用基準の制定過程で、成立

した経済秘密保護法が真の悪法として猛威を振
るうことのないよう、継続して粘り強く監視を
続けるだけでなく、今回成立した法と特定秘密
保護法の両法について、廃止を目指して闘い続
けていく必要があります。

６月２４日「沖縄戦の教訓『戦争は民間人を巻
き込み、軍隊は住民を守らない』を語り継ぐ」
沖縄戦から79年の「慰霊の日」を迎えた昨

日、糸満市摩文仁で今年１８１人が追加刻銘さ
れ、沖縄戦に関連する犠牲者は計２４万２２２
５人となった沖縄全戦没者追悼式がありまし
た。
玉城知事は平和宣言で、米軍基地の過重な負

担が続く県内で急激に自衛隊の配備強化が進む
ことに、県民の強い不安を代弁し、「今の沖縄
の現状は、無念の思いを残して犠牲になられた
み霊を慰めることになっているのでしょうか」
と問いかけられました。
沖縄戦の教訓である「戦争は民間人を巻き込

み、軍隊は住民を守らない」ということを私た
ちは語り継がなければなりません。
追悼式の後、岸田首相は記者団の質問に答え

て、戦没者の遺骨が混じる可能性のある本島南
部の土砂を辺野古新基地建設で使う計画につい
て、「県民感情に配慮して調達先を選定する考
え」を示しました。
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しかし、南部土砂を新基地建設に使用するこ
とは県民や戦没者を冒涜する行為に等しく、本
来なら首相ははっきりと不使用を明言しなけれ
ばなりません。
今回の知事の平和宣言は、「いわゆる、安保

３文書により、自衛隊の急激な配備拡張が進め
られており、悲惨な沖縄戦の記憶と相まって、
私たち沖縄県民は、強い不安を抱いています」
と政府の防衛政策に対する強い異議申し立てが
最大の特徴であると言えます。
集団的自衛権の行使を可能とする憲法の解釈

変更、敵基地攻撃を可能とする安全保障３文書
の閣議決定によって日本の防衛政策は大転換
し、それに続く「特定利用空港・港湾」指定、
米軍基地や自衛隊基地周辺を対象とした土地利
用規制法、地方に対する国の指示権を拡大する
改悪地方自治法なども警戒すべき一連の動きと
して、捉えておかなければならないと思います。
今、私たちに求められているのは、麻生副総

裁のいう「戦う覚悟」を拒み続け、平和を築く
意思と行動であることを我が事として胸に刻ま
なければなりません。

７月２９日「高知大学図書館『崎山ひろみ文庫』
に旧満州の歴史を訪ねて」
２８日は、ご案内の頂いた第6回満州の歴史

を語り継ぐ集いに、所用があって参加すること
ができなかったため、今朝行われた高知大学図
書館内にある「崎山ひろみ文庫」の見学会に伺
ってきました。
これまでも機会があるたびに、満州開拓団の

ことや戦時中の様々な課題についての学びの場
にお声掛けをいただいておりました。
崎山ひろみさんが、戦後長い時間を経て散逸

が危惧される「満洲国」関係の資料収集に尽力
されており、本来なら県としてその関係資料・
年の保管に務めるべきなのですが、資料は歴史
民俗資料館に保存し、図書を中心に旧満洲関係
の書籍約1300冊を高知大学図書館に寄贈し、
「崎山ひろみ文庫」と命名され、広く教育・研
究の資料として活用されています。
しかし、ご自宅にも、まだ多くの資料書籍が

あるとのことで、今後も計画的に保管が進めら
れることが望ましいと思われます。

いずれにしても、これらの書籍、文献に学ぶ
学生や県民が、これからの平和の担い手として
育つことを願いつつ、文庫を後にしました。

８月３日「欠陥機オスプレイはすぐさま撤退・
退役を」
鹿児島県屋久島沖で昨年11月、垂直離着陸

輸送機ＣＶ22オスプレイが墜落し、乗員８人
全員が死亡した事故で、米空軍は昨日事故調査
報告書を公表しました。
ギアボックス内の歯車破断と操縦士の判断ミ

スという２点を原因とした墜落事故だと報告書
は結論付けていますが、より深刻な問題は歯車
破断であって、過去にもギアボックスの不具合
が取り沙汰されており、構造的欠陥が指摘され
るゆえんでもあります。
歯車が折れた原因が分からないままでは墜落

事故が解明されていないに等しく、同じような
墜落事故が起きる可能性が残されており、本来
ならば飛行が許されてはならないはずです。
今回の墜落事故につながった歯車破断の根本

原因も特定できていないことも看過できない
し、警報の無視は民間航空機では考えられず、
乗員間に危機意識が欠落していたなど隊員教育
の不徹底、全軍的なオスプレイ安全対策の不備
などが指摘されます。
そのようなオスプレイの飛行を容認する日本

政府の姿勢も疑問であり、構造的欠陥が明らか
なオスプレイという欠陥機は、飛行経路周辺で
暮らす住民や乗員の生命を守るためにも、すぐ
さま撤退、退役しかありません。
昨年１２月議会で「自衛官の命を守る観点か

ら、自衛隊へのオスプレイ配備の見直しを求め
る意見書議案」を提出し、多岐にわたる構造的
欠陥を有し、死亡事故が多発してきた中で、ま
ず何よりも運用する自衛官の命を危うくし、世
界的にも導入が見送られ、調達コストが膨らん
でいることからも、自衛隊へのオスプレイ配備
・調達計画の見直す必要があることを求めた賛
成討論を行いました。
今回の米軍事故調査報告書を見るにつけ、余

計にオスプレイを運用する自衛官の命をはじ
め、県民・国民の生命・財産を守るために、陸
上自衛隊へのオスプレイ配備を抜本的に見直す
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よう求めていきたいと思います。

８月８日「風船爆弾」
７日付け朝日新聞「オピニオン面」のインタ

ビュー記事の見出しに「風船爆弾」との文字を
眼にしました。
作家の小林エリカさんは、その工場だった劇

場に学徒勤労動員された高等女学校の生徒たち
を小説「女の子たち風船爆弾をつくる」で描か
れた思いについてのインタビュー記事です。
その記事を読んで、昨年、講談社から高知出

身の作家中脇初枝さんが発刊された「伝言」に
も、私が亡き母の旧友として紹介する崎山みど
りさんたち「女の子たち」が、風船爆弾づくり
に勤しむ姿が描かれていたことを思い出しまし
た。
風船爆弾とは、旧日本軍が開発した秘密兵器

で、太平洋側から空に放たれ、偏西風に乗って
米国本土に到達、犠牲者を出したものです。
そして、風船爆弾などの秘密兵器を研究した

映画「陸軍登戸研究所」を２０１３年６月に高
知大学で観せて頂いたことを思い出し、改めて、
昨日その映画のDVDを観ました。
映画の中では、陸軍登戸研究所は、陸軍科学

研究所の中でも、最も膨大な資金をつぎ込み、
「殺人光線、電波兵器、生体実験への道、毒物
・爆薬の研究、風船爆弾、生物・化学兵器、ニ
セ札製造、対支経済謀略」の研究を託された登
戸研究所の闇が描かれていました。
新聞の小林さんのインタビュー記事の中にも

「生徒が動員された学園に問い合わせて、卒業
生への聞き取り調査の資料や、同窓会報などを
見せていただきました。風船爆弾についても、
陸軍登戸研究所で働いていた方が記録を捨てず
に持っており、地元の活動を通じて引き継がれ
ていました」とありますが、陸軍登戸研究所で
働き、風船爆弾をつくっていた「女の子たち」
が登場します。
また、風船をつくる際の紙には土佐の楮が多

く使われていたことにも触れられる中で、改め
て他人事ではないことも考えさせられました。
私も、映画を観た２０１３年当時は、詳しく

知りませんでしたが、その際映画について話さ
れた監督から「戦争は誰のために続けたのか。

図らずも原発ムラと相似する構図」が浮き彫り
にされ、事実を知らされずに突き進んでいった
戦争と原発推進の背景の相似性や「知らなかっ
た加担」についても、感じさせられる映画であ
ることを教えられました。

８月１７日「８．１５に映画「戦雲」を観て」
敗戦から７９年の１５日は、「８．１５平和

と人権を考える集会」で、映画「戦雲」を鑑賞
しながら、会場一杯の参加者の皆さんとともに
「戦前の今」について、考えさせられました。
監督は、これまでにも上映会を行ってきた『標

的の村』などの三上智恵さんで、沖縄本島をは
じめ、南西諸島の島々をめぐり、２０１５年か
ら８年かけて取材を行ったドキュメンタリー映
画でした。
１９４５年８月１５日は常に立ち返るべき原

点であり、そこから７９年間戦争を拒み、平和
を築く国民の意思を再確認する日であったはず
です。
しかし、岸田首相は、全国戦没者追悼式の式

辞で、安倍元首相や菅前首相と同様、アジアの
国々への加害責任には触れませんでした。
そして、この人は、安全保障３文書の閣議決

定で「専守防衛」という日本の防衛政策の国是
を覆し、防衛費の増額を進め、憲法９条への自
衛隊明記に関する論点を整理するよう自民党に
指示するなど、戦後日本の柱だった平和主義を
蔑ろにし続けて、「戦争する国」づくりを進め
て、国民からの不信と批判に耐えきれず、退陣
表明をしました。
「新しい戦前」と言われる今、映画「戦雲」

に描かれた与那国島、宮古島、石垣島、沖縄本
島で行われてきた７９年間の戦後は、有事のた
めの開戦準備だったのではないかと思わざるを
えません。
このまま沖縄戦を繰り返し、日本全土をアメ

リカの盾とした有事に突入することに、歯止め
をかけることができるのかが、私たちに問われ
ているような思いで、「戦雲」を観たことでし
た。
機会があれば、この映画を多くの方々に観て

もらいたいものです。
そこから、「戦争する国」に抗うことへの一
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歩が始まるのだと思います。

８月１８日「被爆体験、戦争体験を風化させず
に、戦争させない決意を」
１７日、NPO高知県日中友好協会と高知県

日中友好中国帰国者の会では１４時～「２０２
４日中友好平和を語る集い」を開催しました。
日中友好協会副会長植野さんの被爆体験と日

中友好中国帰国者の会中野会長の残留孤児とし
て国策に翻弄されたお話に参加された５０名以
上の参加者が耳を傾けました。
植野克彦さんは、広島高等師範学校付属中１

年で、農作業に動員されて向かう途上で被爆さ
れています。
路地の日陰で、周りがまっ黄色になったと感

じた被爆の瞬間。
恐る恐る眼をあけて「助けてくれ」と大声を

あげたこと。
見えてきた青空の中の原子雲、近くにあるあ

る病院を同級生とともに目指して、そこで飲ま
せてもらったやかんの水、「黒い雨」が冷たく
気持ちよく感じた。
昏睡状態で現在の大竹市の小学校の講堂で眼

を覚ましたところを母が探し当ててくれた。
治療とも言えないような、血と膿でドロドロ

になった布巾を洗っては塩水をつけて患部に貼
ってもらったこと。
母の故郷の高知に帰って、当時の城東中(追

手前高校)に転向してからは、ヒロシマのこと
は思い出したくなかった。
しかし、「日本でも核武装すべきだ」という

大臣が表れて、黙っていられないと８０歳を過
ぎてから被爆体験を語り始められたそうです。
「これからの人々に永遠にこんな体験をさせ

たくない。これからもしっかりと伝承して頂き
たい。」と結ばれました。
その後の中野ミツヨさんのお話については、

７月２３日にお聞きした際にも、報告させて頂
きましたが、両親が満州へ満蒙開拓団としてわ
たってから、日本の敗戦後の避難途中で自身が
生まれたこと。
そして、養父母に貰われ育てられたが、養父

母の離婚で生活が激変したこと。
自身が日本人であることを知りながら、中国

での仕事につき、肉親捜しの願いが叶ったが、
帰国に至るまでの苦労、そして帰国後の生活で、
普通の日本人として生活がしたいとの思いで立
ち上がった中国残留孤児国家賠償訴訟、最後に、
自らの人生を振り返って思うことについて、語
って頂きました。
日本が起こしたあの戦争で残留孤児になった

自分たちは失った親や家族と永遠に会えなくな
ったが、戦争を許さないし悲惨な歴史が二度と
来ないようにしたいという残留孤児としての決
意ともいえる思いが語られました。
広島と長崎の原爆被害は、その教訓をしっか

り記憶するために、毎年式典が催され教科書に
も記載され代々伝承されているが、開拓団も同
様に日本国民で多くの犠牲者が出ているのにな
ぜこの歴史は国民に広く知らされないのかと怒
りを感じられています。
中国残留孤児にとって、中国は私たちを死の

淵から救い育ててくれた命の恩人で、日本国は
私たちの母国である。
だからこそ、命の恩人と母国の間で、戦争は

させないためにも、日中友好が世々代々受け継
がれていくことを心から願う残留孤児の皆さん
の思いを我々が共有し、決意していかなければ
なりません。
もっともっと若い人たちに聞いてもらいたい

お話ばかりでした。

８月２８日「『対馬丸事件』の教訓に学んで」
８０年前の８月２２日、学童疎開船「対馬丸」

が那覇港から長崎に向かう途中、鹿児島県悪石
島沖で米潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没しまし
た。
乗船していたとされる１７８８人のうち、判

明しているだけで学童７８４人を含む１４８４
人が亡くなりました。
沖縄県は１９４４年７月１９日、「沖縄県学

童集団疎開準備要項」を発令し、学童疎開が始
まり、島外への疎開は、沖縄戦に先立つ米軍の
空爆が本格化した４５年３月ごろまで続き、の
べ１８７隻の民間徴用船が使われ、約８万人が
疎開し、不幸なことに、このなかで対馬丸だけ
が撃沈されたのです。
アニメ映画「対馬丸 さよなら沖縄」という
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のを当時小学生の息子と一緒に観た時に、涙が
止まらなかったことを覚えています。
８０年経った今、政府は台湾有事などを想定

し、南西諸島の住民が九州・山口の８県に避難
する計画づくりを進めています。
沖縄本島の南西に位置する先島諸島の５市町

村には１１万人と観光客１万人の計１２万人が
避難する必要があるとして、九州・山口８県の
収容可能人数を調べたところ３６万人となり、
今後は、各県はモデル計画を基に受け入れ計画
を調整するとのことが、説明されています。
先島諸島の外に避難する場合、輸送手段が船

や航空機に限定される中、どのような計画を策
定しようが８０年前の対馬丸事件を繰り返す危
険性は回避できないように思えてなりません。
今の政府が、対馬丸事件の教訓に学ぶなら、

子どもたちをはじめとした国民をそのような危
険に晒さないための対策こそが、求められてい
るのではないでしょうか。

９月２３日「沖縄戦の遺骨が語る」
今朝の高知新聞でも記事になっていた昨日の

平和運動センター記念講演「ぼくが遺骨を掘る
人(ガマフヤー)になったわけ」は、大変貴重な
お話ばかりでした。
沖縄のガマ（自然の洞窟）などで遺骨収集を

続けるガマフヤー（ガマを掘る人）の具志堅隆
松さんは、０９年に那覇市中心部に近い真嘉比
地区での遺骨等の収集品を示しながら、静かな
口調で話されていましたが、その遺品や遺骨が
何を私たちに教えているかとなると力も入られ
ました。
政府・首相は「戦没者の御霊に哀悼の意を捧

げる」と言いながら、やっていることは、戦没
者の遺骨を海に投げ捨て、戦没者にさせられた
敵国の基地づくりに利用することなのかと怒り
が湧くいうことを我が事にする必要がありま
す。
「戦時中は、戦死した家族が人前で泣くこと

すらできなかったし、モノが言えなかった。今、
我々はまだモノが言える。」「日本に戦争をさ
せないことが、全国でやらなければならないこ
と。何で日本がアメリカのために中国と戦争し
なければならないのか。」と、 主権者として、

声をあげなければならないとの訴えに、会場か
らも「そうだ!」の声があがっていました。
また、お話の中で、長崎県の小学生の体験学

習として、遺骨収集の現場で体験してもらった
ことを紹介し、遺骨を目の当たりにして事実を
確認した証言者になれるということも、非常に
大事な平和学習の一環だと考えさせられまし
た。

１月９日「日米は米兵の性暴力事件を本気て断
て」
沖縄県警は８日、成人女性に性的暴行を加え

てけがを負わせたとして、在沖米海兵隊員の男
を不同意性交致傷の疑いで那覇地検に書類送検
しました。
沖縄では米兵による性暴力事件が相次ぎ、日

米が「再発防止」をうたう中で再び事件が繰り
返され、地元の強い反発は、当然のことですが、
我々も「またか」と怒りの声をあげざるをえま
せん。
日米地位協定では、米軍人・軍属が公務外で

事件を起こした場合、日本側の裁判権が優先さ
れるが、米側が身柄を確保していれば起訴まで
米側が拘束すると定められています。
しかし、日本側が求めれば起訴前でも米側が

引き渡しに「好意的考慮」を払う運用になって
いるが、男の身柄は今も米軍の管理下にあると
言われています。
昨年の事件では、県警の情報が県に共有され

ていなかったことが問題となり、今回は、書類
送検後に米兵検挙の事実を県に伝達したことが
明らかになっています。
沖縄県内では昨年、米兵による性犯罪が次々

と発覚し、検挙件数は４件（１件は不起訴）で、
過去１０年で最多となり、県議会は昨年７月、
米軍や日本政府に対する抗議決議や意見書を全
会一致で可決するなど反発が広がりました。
日本政府がアメリカ側に求めた綱紀粛正、お

よび再発防止の徹底についても、飲酒した米兵
による器物損壊事件などが那覇市内などで相次
いでおり、効果を疑問視する声が上がっていま
す。
沖縄では戦後、米軍関係者による女性への性

暴力事件が繰り返されており、２０１６年には
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殺人事件も発生し、昨年１２月には県内の女性
団体が中心となって「県民大会」を開き、約２
５００人が米兵による性暴力事件に抗議の声を
あげたばかりでした。
玉城知事は今回の事件を受け、「女性の人権

や尊厳をないがしろにする悪質な犯罪が５件も
発生したことは極めて遺憾で激しい怒りを覚え
る。米軍の再発防止策の実効性に強い疑念を持
たざるを得ず、在沖米軍内の規律のあり方が問
われる深刻な事態だ」とコメントし、日米両政
府に改めて抗議する考えを示しています。
また、林官房長官は今日の記者会見で、この

件について、「米軍人による事件事故は地元の
皆様に大きな不安を与えるものであり、あって
はならない」と述べ、「これまでに米側が発表
した一連の再発防止策が実際に再発防止につな
がることが重要だ。実効性の点も含め、在日米
軍に綱紀粛正と再発防止の徹底を働きかける」
と述べています。
事ここに至って、再発防止の実効性をあげる

ための日米両政府の本気度を具体的な行動で示
してもらうしかありません。

■沖縄での米兵による性暴力事件と関連の
動き
＜２０２４年３月１１日＞１６歳未満の少女に
対する前年末の不同意性交容疑などで、県警が
米空軍兵を書類送検【非公表】
＜２７日＞那覇地検が米空軍兵を起訴。外務省
が駐日米大使に抗議【非公表】
＜４月＞岸田文雄首相、国賓待遇で訪米
＜５月２６日＞女性に対する不同意性交致傷容
疑で米海兵隊員を緊急逮捕。翌月、外務省が再
び抗議【非公表】
＜６月１７日＞那覇地検が米海兵隊員を起訴
【非公表】
＜２５、２８日＞非公表だった性暴力事件が報
道で相次ぎ発覚
＜７月５日＞米軍関係者による性暴力事件に関
し、政府と県警が県への情報共有の運用見直し
＜１２日＞駐日米大使らが再発防止策を公表
＜９月５日＞女性に対する６月の不同意性交致
傷容疑で県警が米海兵隊員を書類送検し、県に
伝達
＜１０月１日＞ 在日米軍司令部が飲酒制限な

ど基地外での行動指針見直し
＜１２月１３日＞ 不同意性交とわいせつ目的
誘拐の罪に問われた米空軍兵に懲役５年の実刑
判決
＜１５日＞中谷元・防衛相、在沖米軍トップに
綱紀粛正と再発防止の徹底要請
＜２２日＞沖縄市で性暴力事件に抗議する県民
大会。被害者への謝罪や補償、日米地位協定の
抜本改定を求める
＜２０２５年１月８日＞女性に対する２４年１
１月の不同意性交致傷容疑で、県警が米海兵隊
員を書類送検し、県に伝達

１２月２８日「辺野古工事の愚行代執行から１
年」
沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古へ

の移設をめぐり、国が県に代わって工事を承認
する代執行に踏み切って、今日２８日で１年と
なります。
防衛省沖縄防衛局は大浦湾側の軟弱地盤改良

工事を今日から始め、７万本以上の杭を海底に
打ち込む計画としています。
代執行は地方の自己決定権の剥奪であり、地

方自治の破壊につながるもので、法的な対抗手
段を失った県の意向を無視して、一方的に工事
を進めています。
そして、今年は国が地方自治法を改悪し、「国

民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断し
た場合、自治体に指示権を行使できる特例を設
けるという緊急事態改憲の先取りを行ってきま
した。
さらに、台湾有事を想定した特定利用空港・

港湾の指定も含めて、恣意的な運用で地方を従
わせる民生利用という名の軍事基地化を全国的
に展開しようとしています。
ここに来て沖縄に駐留する米海兵隊の日本国

外への移転が動き出し、隊員約1万9000人のう
ち約9000人が対象となり、第1弾として、グア
ムへの先遣隊100人の移転開始が発表されまし
た。
しかし、日米が2006年に合意していたもの

であり18年を経て、すでにグアムでの隊舎や
訓練場などの整備費として、全額近くの約373
0億円を支出済みであるにもかかわらず、よう
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やく緒についたばかりと言えます。
これからさらに、日本は移転費用の3割強を

負担するにもかかわらず、完了時期など具体的
なスケジュールは明示されず、玉城知事は、明
確な移転計画を示し、一日も早く完了すること
を求めています。
今年は米兵による女性暴行事件が相次ぎ発覚

し、政府から県への情報提供がないことが問題
にもなるなど沖縄の基地被害は何ら解消されて
いません。
東アジアの安全保障環境は厳しさを増してい

るものの、沖縄に重荷が押し付けられている現
状を改めるとともに、日米両政府は、地元の声
と誠実に向き合う姿勢を明らかにしてもらわな
ければなりません。

３月２７日「米軍機『予防的着陸』も訓練か」
２５日午後２時ごろ、高知龍馬空港に岩国基

地の米軍戦闘機Ｆ３５ステルス戦闘機が緊急着
陸し、県民の間に不安が生じています。
私も、昨日県の危機管理部に問い合わせたも

のの、防衛省中国四国防衛局や米軍のプレスリ
リース以上の情報はなく、すでに報道されてい
るように、飛行中に機内の警告灯が出たため、
予防的に高知空港に着陸したものであるという
こと以外には、情報がありませんでした。
中国四国防衛局は飛行目的や緊急着陸の原因

について「米軍から『保安上の理由から運用の
詳細は言及しない』と回答があった」としてお
り、結局詳しい理由は明らかにされることはな
いでしょう。
２月にも岩国基地のＦ３５が松山空港に緊急

着陸しており、同じ２５日には、長野松本空港
に沖縄普天間基地所属のオスプレイが緊急着陸
しています。
その際にも、オスプレイについて、アメリカ

軍担当者は「訓練中に機内の警告灯が出たため、
安全に着陸させた」としています。
まさに、「訓練中の警告灯」を理由に、全国

の空港での着陸訓練を試みているのではないか
と推測してしまいます。
それでなくても、特定利用空港・港湾が指定

されている中で、空港・港湾を平素からの訓練
にも使用するという意図の具体化を、指定され

ていない民間施設でも実践しようとしているの
ではないでしょうか。
自衛隊と米軍は、民間空港・港湾・公道での

訓練演習を積み重ね、民間空港での戦闘機によ
る訓練など訓練演習内容はエスカレートしてお
り、規模も拡大して利用する空港・港湾も増え
ています。
それらは、日本全国の空港・港湾の軍事利用

に向けた既成事実づくり・地ならしであり、民
間空港で戦闘機や輸送機が離着陸する姿を繰り
返し見せて、国民の目に日常の光景化していく
狙いがあるのではないかと思わざるをえない、
出来事が連続しています。
このような動きを「当たり前化」させないよ

うに、注視・警戒する取組を強化していきまし
よう。

(3)非核・反核の闘いについて

８月６日「核抑止力に依存する為政者は改心を」
米国が広島に原爆を投下して、きょうで79

年になります。
核を巡る緊張はいま、被爆者の願いに反して、

冷戦後で最も高まっていると言えます。
にもかかわらず、核兵器使用の恐怖と向き合

わざるをえない、緊張状態が続いています。
その背景には、ウクライナとパレスチナ自治

区ガザで続く二つの戦禍があり、核保有国のロ
シアとイスラエルが核を持たぬ相手に対し、核
の脅しを伴って攻撃しており、私たちはそのこ
とからけして目を背けてはなりません。
非人道兵器による脅し合いは国と国民を守る

手段にはなり得ないし、国際社会がそう決意し
た証しが核兵器禁止条約ではないのでしょう
か。
日本が果たすべきは、核抑止論を乗り越える

行動であり、先制不使用を含む核の役割低減の
国際合意を積み上げることあり、その議論を主
導することが、今こそ求められています。
松井広島市長は、「平和宣言」で「混迷を極

めている世界情勢をただ悲観するのではなく、
こうした先人たちと同様に決意し、希望を胸に
心を一つにして行動を起こしましょう。そうす
れば、核抑止力に依存する為政者に政策転換を
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促すことができるはずです。必ずできます。」
と述べ「日本政府には、各国が立場を超えて建
設的な対話を重ね、信頼関係を築くことができ
るよう強いリーダーシップを発揮していただき
たい。さらに、核兵器のない世界の実現に向け
た現実的な取組として、まずは来年3月に開催
される核兵器禁止条約の第3回締約国会議にオ
ブザーバー参加し、一刻も早く締約国となって
いただきたい。」と迫りました。
また、子ども代表が「平和への誓い」で述べ

た、「今もなお、世界では戦争が続いています。
79年前と同じように、生きたくても生きるこ
とができなかった人たち、明日を共に過ごすは
ずだった人を失った人たちが、この世界のどこ
かにいるのです。本当にこのままでよいのでし
ょうか。願うだけでは、平和はおとずれません。
色鮮やかな日常を守り、平和をつくっていくの
は私たちです。一人一人が相手の話をよく聞く
こと。「違い」を「良さ」と捉え、自分の考え
を見直すこと。仲間と協力し、一つのことを成
し遂げること。私たちにもできる平和への一歩
です。さあ、ヒロシマを共に学び、感じましょ
う。平和記念資料館を見学し、被爆者の言葉に
触れてください。そして、家族や友達と平和の
尊さや命の重みについて語り合いましょう。」
との呼びかけに、どれだけの国民が答えること
ができるのかが問われています。
放映中のNHK連続テレビ小説「虎に翼」主

人公のモデルとなった日本初の女性弁護士、三
淵嘉子さんは、戦後は裁判官となり、米国の原
爆投下を「国際法違反」と断じた「原爆裁判」
にかかわったことは、良く知られています。
判決は、その後の被爆者救済に影響を与えた

し、国際社会でも大きな意味を持ちました。
１９９６年に国際司法裁判所（ICJ）が、核

兵器使用は国際人道法に「一般的に反する」と
した勧告的意見にも影響を与えたとされている
し、この意見を踏まえ、２０１７年に核兵器禁
止条約が採択されたが、日本政府が批准してい
ないことに対して、改めて被災地からの批判は
高まるのではないでしょうか。
今日という日を、核兵器廃絶を国際社会に絶

え間なく働きかけるという行動を改めて誓う一
日にしたいものです。

１０月１２日「被団協へのノーベル平和賞を各
国指導者は真摯に受け止めよ」
昨夕のニュース速報には、驚き・喜びと同時

に、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）
のノーベル平和賞受賞の持つ意味の大きさを世
界の核保有国のリーダーと核兵器禁止条約に署
名しない我が国のリーダーがしっかりと受け止
めて欲しいと思ったところです。
ノーベル委員会は授賞理由に、二つの要素を

挙げており、一つは、「核兵器のない世界の実
現に尽力してきたこと。」そして、もう一つは、
「核兵器が二度と使われてはならないと証言し
てきたことだ。」として、被爆者の存在を「唯
一無二」と讃えています。
そして、ノーベル委員会のヨルゲン・ワトネ

・フリドネス委員長は、取材に対して、「被爆
者とその証言が、いかにして世界的な広がりを
持ったか。いかにして世界的な規範を確立し、
核兵器に『二度と、決して使ってはならない兵
器』という汚名を着せたか。それこそが、この
賞の本質なのです」とも答えています。
「核兵器の使用を二度と認めてはならない。

そうした国際的な規範を意味する。」ことは、
被爆者が戦後80年近く、証言に証言を重ね、
その意義を固め、訴え、日本国内外でコツコツ
と築き上げてきたものとしての被爆者への敬意
が、フリドネス委員長の発言からは、滲んでい
ます。
「核兵器の全廃は非現実的だ」との声にどう

反論するかと問われた委員長は「核兵器に安全
保障を依存する世界でも文明が生き残ることが
できると考える方が、よほど非現実的ですよ」
と即答されたそうです。
さらに、フリドネス委員長の「被爆者の体験

談、証言は、核兵器の使用はどれほど受け入れ
られないものかを思い起こさせてくれる重要な
ものです。彼らの声を聞くべきです。そして、
すべての指導者が、痛ましく、強烈な被爆者の
話に耳を傾け、核兵器が決して使われてはなら
ないと思い起こしてほしいと願っています。」
との言葉を、肝に銘じて欲しいものです。
そして、何よりも「広島と長崎への原爆投下

後、過去80年近く戦争で核兵器が使われなか
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ったことも、被爆者一人ひとりの尽力があった
からだ」との言葉こそ被団協、被爆者のへの感
謝の言葉だと思います。
私たちも、常にその声に耳を傾けながら被爆

者の「理解できないほどの痛みや苦悩」を理解
しようと努力し、繰り返さないための警鐘を世
界に発し続けていきたいものです。

４ 地方自治のあり方について

４月１２日「緊急事態条項改憲先取りの地方自
治法改正に異議あり」
政府は３月１日の閣議で、大規模災害や感染

症のまん延といった非常時に国が自治体へ必要
な指示ができる仕組みを盛り込んだ地方自治法
改正案を決定しました。
改正案では、事態が全国規模だったり、局所

的でも被害が甚大だったりする場合などに指示
権の発動を認めるもので、想定外の事態が発生
しても、国民の安全確保へ迅速な対応を取れる
ようにすることが目的とされています。
能登半島地震の対応を受けて、緊急時により

迅速にとあたかも言いたげな今回の法改正は、
これまで緊急事態条項改憲が進まないなら、地
方自治法改悪によって、地方から地ならしをし
ようとの狙いが見え見えではないかと言いたく
なります。
災害時の緊急事態は現行の「災害対策基本法」

の第１０５条にもありますし、第１０８条の3
には、国は緊急事態の時、国民に協力を要求で
きると書いてあるにも関わらず、後手後手に回
っているのは国の災害時対応の不十分さ以外の
何物でもありません。
日本弁護士連合会は、３月１３日に「地方自

治法改正案に反対する会長声明」で、次のよう
に指摘しています。
「大規模災害及びコロナ禍については、災害

対策基本法や感染症法などの個別法で国の指示
権が規定されているのであるから、さらに地方
自治法を改正する必要性があるのかが疑問であ
り、その点が法案提出に際して、十分に検討さ
れた形跡はない。また、法案は、現行法の国と
地方公共団体との関係等の章とは別に新たな章

を設けて特例を規定するとして、この点におい
て法定受託事務と自治事務の枠を取り払ってし
まっている。さらに、法案は「国民の安全に重
大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生する
おそれがある場合」、「地域の状況その他の当
該事態に関する状況を勘案して」など曖昧な要
件で指示権を認め、「緊急性」の要件を外して
しまっており、濫用が懸念される。そして、２
０００年地方分権一括法が「対等協力」の理念
のもと法定受託事務と自治事務とを区別して、
自治事務に関する国の地方公共団体への指示権
を謙抑的に規定した趣旨を没却するものであ
り、憲法の規定する地方自治の本旨から見ても
問題である。」
また、最近は国に対して、物言う姿勢を後退

させている全国知事会でも、この法案の閣議決
定を受けて「法案上必ずしも明記されていない
と考えられる点もあることから、国の補充的な
指示が地方自治の本旨に反し安易に行使される
ことがない旨が確実に担保されるよう、事前に
適切な協議・調整を行う運用の明確化などが図
られるよう強く求める。」との会長コメントを
出しています。
今国会に提出されている、大変問題の多い緊

急事態条項改憲先取りの地方自治法改正案は、
安易に成立させてはならないものであると思い
ます。

４月２５日「『消滅可能性』に抗う自治体の元
気を」
１０年前に、増田リポートが出されたとき「８

９６の市町村が消える『地方消滅』」と言われ
「消滅可能性自治体」が名指しされました。
そして、今回は「７４４自治体に消滅の可能

性」と名指しされました。
前回と比べ、消滅可能性自治体から脱した自

治体は２３９に上り、一方で、新たに該当した
自治体は９９に上っています。
だとしたら、この１０年間で消滅可能性自治

体から脱した自治体は、何をして脱したのか、
逆に新たに該当した自治体では、手をこまねい
ていたのか。
これまでの１０年を総括しながら、これから

の自治体のあり方が議論されることになると
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は、思うが、移住促進という人口の「奪い合い」
をこれからも、継続するのか。
競って奪い合いをするだけでなく、むしろ、

じっくりと地方で少子化対策を中心に、暮らし
やすく働きやすく、子育てしやすい地域社会や
自治体がつくられていくことで、人口減少に歯
止めをかけていくことが、求められているので
はないでしょうか。
そして、多少人口が減って「机上の消滅可能

性」が高まったとしても、地域住民、移住者、
関係人口がいい関係性を築き、地域内での経済
循環が促されるような施策に力を入れる中で、
国全体の底上げにつなげて行くことになればと
思ったりしています。
しかし、むやみな自治体間競争や「選択と集

中」による自治体切り捨てなどということだけ
は、させないようにしなければと思います。

５月２０日「喰われない自治体になるために」
「地方創生が叫ばれて10年。実現できたと

いう自治体はそう多くない。では、政府が流し
込んだ膨大な『地方創生マネー』はどこへ溶け
ていったのか。」ということで、「週刊東洋経
済」5月11日号は「喰われる自治体」との特集
をしています。
記事の冒頭は「自治体向けのコンサルティン

グを手がける会社社長が社外で語った音声デー
タがある。『ちっちゃい自治体って(うちが)経
営できるんですよ』『財政力指数は0.5以下(の
自治体)って、人もいない。ぶっちゃけバカで
す。そういうとき、うちは第２役場。行政の機
能そのものを分捕っている』」とワンテーブル
の島田昌幸前社長の音声データの紹介から始ま
っています。
２０１４年の増田リポートで、当時の安倍政

権が「地方創生」を煽って全国の自治体に地方
版総合戦略の策定を要請し、策定費用として各
市町村に１０００万円ずつ予算措置したが、自
治体によっては、その策定をコンサルに丸投げ
したことが、当時から問題になっていました。
そして、受注したコンサルの実態が、その後

いろいろと明らかにされ、この記事にも出てく
る「ワンテーブル」の島田前社長は、「超絶い
いマネーロンダリング」と言って行政機能を分

捕ってきた結果として、島田氏は昨年5月末に
社長を辞任し、総務省もアドバイザーの名簿か
ら同氏を削除しました。
記事にもある「喰われた自治体」と「喰った

コンサル」との事例などについて、検証する中
で、お仕着せでない地方創生、真に住民主体の
まちづくりをするために「喰われない自治体」
を住民と一緒になって築いていくことから始め
なければならないかもしれません。

５月１５日「改悪地方自治法の『指示』が自治
体へ服従を強いる恐れ」
沖縄が、戦後２７年間の米国の占領・統治を

経て本土に復帰した１９７２年５月１５日から
５２年が経過しました。
しかし、日本にある米軍基地の７割がなお沖

縄県に集中するとともに、沖縄県民の意思は蔑
ろにされ続け、政府は県の権限を奪う代執行ま
でして、普天間飛行場の名護市辺野古への移設
工事を強行しています。
そんなことが当たり前のように行われるので

はないかと懸念される地方自治法の改悪が、今
国会で行われようとしています。
恣意的な解釈で物事を強引に進めていくの

が安倍政権以降の自民党の特徴であり、その権
力の下で、これまでの個別法で規定された指示
と違い、一般法である地方自治法で規定される
「指示権」は、その対象があらゆる地方行政の
業務に広がるので、明らかに恣意的な運用の余
地も広がるとの懸念が多くの自治体から出され
ています。
非常時に、最後は国が指示を出すことになる

と、自治体は、国からの指示権を待ち、国任せ
になり、国と自治体の対等の関係は一気に崩さ
れてしまうことになることが、想定されます。
さらに、法改正で「指示待ち」の自治体が増

え、岸本聡子杉並区長は、「非常時に自主的に
動こうとする自治体が減る一方、自ら動く自治
体への評価が厳しくなる恐れがある」と懸念し
ています。
国の「助言・勧告」や、情報提供を求める「資

料提出の要求」には、いずれも法的拘束力はな
く、自治体は従わなくても構わないが、「指示」
には法的拘束力があり、自治体が従わなければ
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「違法行為」と判断される可能性があり、国が
沖縄に対して行った代執行のようなことが、「想
定外」の事態を大義名分にして濫用されるかも
しれません。
この悪法が成立すれば、自治体は平時から国

の顔色を伺い、「それは違う」と思っても反論
しなくなり、ますます国と自治体の「対等な関
係」は崩れてしまいます。
地方自治は、国から独立した団体によって運

営されるべきだという憲法の趣旨にももとるこ
とがされようとしていることを看過してはなら
ないし、こんなことが沖縄には復帰後５２年間
強いられてきたことを我が事として考えなけれ
ばなりません。

５月２９日「憲法改悪先取りの地方自治法改悪
は許せない」
非常時に、国が自治体に必要な指示を出せる

ようにする地方自治法改悪案が、衆院総務委員
会で与党や日本維新の会などの賛成で可決され
ました。
国会への事後報告を義務づける修正が加えら

れたが、閣議決定を経れば指示できる仕組みは
変わらず、恣意的な運用の恐れも消えていない
し、多くの疑問は残されたまま、審議を打ち切
りで採決されました。
地方自治の在り方を大きく変えようとし、緊

急事態条項改憲を先取りするような改悪法可決
に対して、強く抗議せざるをえません。
政府は、大規模災害や感染症などの際に個別

の法律で想定しない事態が起きた場合、国民の
安全を確保するために必要だと説明するが、武
力攻撃事態対処法で想定しない事態も視野にあ
るかについては、あいまいな答弁を繰り返し、
有事の際に一方的に国に従わせることを可能と
するような危うい改正も視野にあるのではない
かと思われます。
特に、特定利用空港・港湾を全国で指定して

きたこととも関連性があるのではないかと思わ
ざるをえません。
有事の際に港湾や空港などを使うには、例え

ば特定公共施設利用法で自治体が国の要請に意
見を申し出る規定があり、可能な限り慎重な手
続きを踏むこととされている が、今回の改悪

案では、国は国会承認なしに自治体に網羅的に
指示ができ、「国民の安全に重大な影響を及ぼ
す事態」の「おそれ」の段階で、自衛隊のため
の道路開放や攻撃に備えた自治体職員の動員協
力にまで道が開けることとなります。
沖縄の基地移設で、埋め立て承認を県が拒否

した際、政府は代執行までして工事を強行して
おり、自治体が思い通りに動かない時、民意を
無視してでも国策を推進する意図が背景にある
のではないかと危惧します。
コロナ禍で、突然一斉休校を要請し現場を混

乱させたり、熊本地震の際に、屋内避難を政府
が指示した避難所の天井が余震で落下し、政府
の指示に従っていたら大きな犠牲者が出ていた
ことも想定されたこともあり、けっして国の考
えが常に正しいとは限りません。
地方の声を十分くみ取って審議が進んできた

とはいえない中で見えるのは、自治体の現場重
視の解決力や実情を軽視する国の姿勢が問われ
ています。
地域の問題は地域で考えるという、地方自治

の理念を後退させる悪法は許せません。

６月１９日「地方自治法改悪で国の指示権拡大
・自治体関与強まる」
これまでもその問題点を機会ある毎に指摘

し、批判してきた非常時に国が自治体に対応を
指示できるようにする地方自治法改悪案が、参
院総務委員会で可決され、本会議で成立する見
通しとなりました。
昨日の最後の審議でも、我が徳島・高知選挙

区の広田一議員をはじめ多くの議員から、禍根
を残すことになる一旦撤回をとの質疑がされて
いました。
これまで個別の法律に規定がある場合に行使

が限られていた指示権を、個別法の根拠がない
場合にも広げることが明記されたもので、分権
改革に逆行する上、地方の決定権を奪うことに
つながり、国の統制が強まる恐れがあるとの懸
念が、審議がされればされるほど、広まりつつ
あったところです。
非常時に国が調整に乗り出す必要性はあるか

もしれないが、その場合でも基本は国と自治体
が情報共有を密にして解決策を考えるべきで、
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現行の枠組みでできることであり、それを蔑ろ
にしてきたのは国の方だったのではないでしょ
うか。
国の一方的な判断が現場を混乱させかねない

ことは、コロナ禍の際の安倍政権での唐突な全
国一斉の休校要請からも明らかです。
２０２２年の国家安全保障戦略に基づき、政

府は有事に公共施設を使える準備を進めてお
り、今年４月には、本県３港湾や自衛隊の「南
西シフト」で防衛力強化が急速に進む沖縄の施
設も含まれている１６の空港と港を「特定利用
空港・港湾」に指定しました。
武力攻撃事態での指示権発動について、政府

は「想定していない」というが、改正案に除外
規定はなく、現状では空港法や港湾法に基づく
自治体との調整が前提だが、この手続きを飛び
越え、「おそれがある」段階で強制力の行使が
可能となるのではないかとの懸念は強まるばか
りです。
さらに、心配されているのは今回の改正で自

治体の「指示待ち」が強まることでもあり、２
０００年の分権改革で国と地方が、「対等・協
力」の関係になったにもかかわらず、「上下・
主従」に逆戻りする危険性が大きく、地方分権
改革の原則に逆行することであります。
自治体が侵略戦争の一翼を担わされた反省に

立ったことから、憲法は地方自治について独立
の章を設け、制度として保障し、その自主性が
「十分に発揮される」ことこそが求められてい
ます。
自民党が１２年に発表した憲法改正草案には

緊急事態での首相の権限として「自治体の長へ
の指示権」が書かれていますが、これまでも指
摘してきた「緊急事態条項改憲」を今回の法改
正で既成事実化したとも言えます。
付帯決議には、事前に十分に自治体と協議す

ることや他の方法で目的が達成できない時に限
ることが盛り込まれてはいますが、政権が恣意
的に濫用しないことを監視し続けるとともに、
本来の憲法の趣旨にもとづく地方自治法に戻し
ていく闘いを始めなければと思います。

６月２３日「参加・対話・地域主権」
昨日は、高知県自治研究センターのセミナー

で、岸本聡子東京都杉並区長から「地域主権で
公共の復権を」とのテーマでお話を伺いました。
岸本氏は、本来、みんなのもの（公共）であ

る安全な水、快適な住居、交流の空間である公
園や図書館などの運営や管理について、利潤と
資本の法則よりも、公益、コモンズ（公共財）
が優先されるべきことを訴え、区長としても区
政の中で変革に取り組まれています。
「地域主権で公共の復権を」というのは、一

言で言えば「『公共』の役割と力を取り戻すこ
と。そして、地域の住民が主体となって、自分
たちの税金の使いみちや公共の財産の役立て方
を、民主的な方法で決めていくということです」
と言われています。
「地域で住人が直接参加して合理的な未来を

検討する実践によって自由や市民権を公的空間
で拡大しようとする運動」であるミュニシパリ
ズムの実践。
自治体の公共調達と社会的価値をビルドイン

していく「公共の再生」。
区民と行政の信頼を基盤として「対話の区政」

「参加型民主主義」を実現することは、「豊か
で公正な公共経済と地域のウェルビーイングを
作る公共政策と自治」を実現することでもある
ことを考えさせられながら、全国の自治体で目
指されたらと思いました。
その力は「行政を動かせるのは、住民の声が

横につながってコレクティブ(集合的)な力にな
るとき」(岸本氏著「地域主権という希望」)と
いうことを肝に銘じて諦めない住民運動の組織
化が、これから求められるのではないでしょう
か。

６月２８日「指示権濫用行使への懸念を意見書
で」
６月定例会本会議質問戦も本日が最終日だ

が、改定地方自治法の問題点に関する質問が、
県民の会の岡田議員をはじめ二人から質問がさ
れ、知事の改定地方自治法に関する見解が示さ
れました。
▼地方自治法の改正は新型コロナ禍の課題を踏
まえ、今後も起こり得る想定外の事態に万全を
期す観点から、特例として国の指示権を行使で
きるようにするもので、その趣旨は理解できる
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が、一方で拡大解釈で地方自治の本旨や地方分
権改革で実現した国と地方の対等な関係を損な
うことがあってはならない。指示権の行使は必
要最小限の範囲とし、事前に関係する地方公共
団体と調整する付帯決議が国会で行われた。国
には決議を踏まえて、適切に運用してもらいた
い。
▼地方自治法の改正は新型コロナ禍の課題を踏
まえ、今後も起こり得る想定外の事態に万全を
期す観点から、国の指示権は特例とされ、地方
公共団体と事前調整することや必要最小限度と
することなどの付帯決議がなされています。ま
た、指示権行使の際には、閣議決定を経ること
や行使後には、迅速に個別法の規定が整備され
るよう国会への事後報告や検証行うといった手
続きも講じられている。
こうしたことから国が、指示権を「濫用」す

る蓋然性は相当程度低いと考える。
▼国は、指示できる事態について、「現時点で
具体的に想定し得るものはない」としており、
そうした中で、県として個別具体の対応方針を
あらかじめ整理することは困難。その上で、仮
に本県に指示内容の事前調整があった場合に
は、本県の実情を踏まえ可能な限り県議会の皆
様のご意見もお聞きしながら、私自身が意見を
訴えていきたい。
▼国が指示権を行使するにあたっては、その運
用が拡大解釈により地方自治の本旨や地方分権
改革により実現した国と地方の対等な関係を損
なうことがあってはなりません。このため、こ
れまでも全国知事会と連携して国に訴えてきま
した。その結果、先ほど申し上げた通り、附帯
決議や手続き上の措置がなされたほか、国と地
方は対等・協力とする地方分権の原則は維持す
るとされております。このため、今回の法改正
をもって、地方の自主性・自立性が危ぶまれる
ものではないと考えています。
▼国においては、国民の安全に重大な影響及ぼ
す事態が発生した際にあっても、国と地方との
連携が一層強化されるよう、適切に制度を運用
していただきたい。
知事の「指示権を濫用行使することなく、適

切に制度運用がされ、国と地方は対等・協力と
する地方分権の原則は維持するとされ、今回の

法改正をもって、地方の自主性・自立性が危ぶ
まれるものではない」との考えを、議会の総意
として国に伝えて行くため、会派として「改定
地方自治法における自治体への指示権を濫用行
使しないことを求める意見書（案）」を提出す
ることとしました。

１２月３日「お国好みの自治体でなく、地域本
位に考える自治体に」
１２月１日には、県自治研究センターのセミ

ナー「日本の等身大の姿を見つめる④“行き過
ぎた一極集中からの転換”」にオンライン参加
し、片山善博（大正大学公共政策学科教授 兼
地域構想研究所長）さんの講演を聞かせて頂き
ました。
講師からは、地方から首都圏へ、人も財も権

限などの全てが吸い寄せられている中で、「東
京圏と地方圏の現状」「これまでの地方創生を
ふりかえる」「人口減少社会にどう対処するか」
「鍵になる生産性向上」「DXによる社会変革」
「地域本位に考える力と真の地方創生」などに
関してお話し頂いたり、さらにインタビューや
フロアとの質疑応答で議論が深められました。
私にとって内容のポイントになる点として受

け止めたことを、報告しておきたいと思います。
いずれにしても、自治体が国の言いなりにな

るのではなく、まずは自分たちの地域にとって
何がいちばん大事か、地域本位に考え、施策を
進めていくことの重要性が訴えられていたと思
います。
▼国ばかりに頼らない。頼っていた面を軌道修
正することも必要だし、その際には地元の大学
の知見も必要。
▼これまでの地方創生はどうだったのか。肝心
の地方が真剣にな考えていなかったのでは、自
治体毎に総合戦略を策定したが、８割近くが東
京のコンサルに丸投げだった。どこの自治体も
人口減少を横ばいにするためには、移住や観光
振興など金太郎飴で、政府も早く提出せよとの
無言の圧力をかけていたが、本来は自治体が自
分たちで十分考えて下さいというべきだった。
▼移住促進は、人とカネをかけて奪い合ってい
るものだ。地方創生２．０は「奪い合い」は止
めた方が良い。安倍政権が２０１５年に統一地
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方選挙に向けて、地方創生の予算もプレミアム
商品券など本来の趣旨と違ったよこしまな使い
方がされるなど効果が上がらなかった。
▼人口は当面の間、減少することを前提に考え
なければならない。将来の働き手が減少する中
で、税収が減ったり、教育など公共サービスが
後退したり、年金・医療・介護が危うくなる中
で、働き手を確保しなければならない。外国人
を実習生であれ労働者として迎え入れるのであ
れば、権利保障もキチンとすべき。それでも、
働き手が十分確保できないとすれば、一人ひと
りがこれまで以上に自分の能力を発揮できるよ
うな環境にして、生産性を高めることが求めら
れる。
▼自治体の「国の言うことは聞く」というスタ
ンスを「国の言うことも聞く」という方向に転
換すべきでは。知事の当時の２００５年に国か
ら職員定数５％削減などの集中改革プランを実
施せよとの指示があったが、普段から適正な定
員管理をしているからと、聞かなかった。地方
に魅力ある仕事を作り出し、何が自分たちの地
域にとっていいのかをしっかり考えることが必
要。「あなた(国)好みになる」という奥村ちよ
的自治体はやめ、「地域本位に考える力と真の
地方創生」が求められている。
▼地方自治法改悪は、国の言うコロナ禍の対応
を理由ににしても、国自体の対応に誤りも多く、
立法事実が説明できない。早いうちに、法律を
改正して条文を取り除けばよい。
▼ふるさと納税は、以前から批判してきたが、
税金の奪い合いであり、正当な流通も乱すもの
であるので、止めた方が良いと思っている。
▼「合区」問題は、各県に１名は保障し、人口
の増えた県に定数を上積みしていくなど法律で
改正できることはあるはず。
▼国からの指示に従わないリスクは、議会など
から批判されることを恐れているだけで、特に
リスクがあるわけではない。

１月２４日「７割の都道府県が日米地位協定改
定を求めるのは当然」
先日、共同通信の配信記事で、在日米軍に法

的な特権を認めた日米地位協定について、高知
県など７割に当たる３３都道府県が「改定が必

要」との立場を示したことが、報じられていま
した。
多くは、米軍基地や訓練を巡る住民の不安を

理由としていますが、日本国内の米兵の事件や
米軍機墜落も、日本側の捜査権は強く制約され
るほか、飛行高度などの航空法規定が適用され
ずに米軍機の低空飛行による不安を強いられる
米軍専用施設のない２１府県も改定を望んでい
ます。
まさに、これで住民の安心と安全を守れるの

かという危機感が地方に広がり、多数の自治体
が協定を問題視する実態が浮き彫りとなった今
こそ、抜本改定に向け米国との協議を急ぐべき
ではないでしょうか。
特に、米軍基地の約7割が集中する沖縄では、

米兵による性犯罪などが頻発する中、容疑者の
起訴前の身柄拘束は今も米側が決定権を握って
いることを常に突きつけられてきたが、自治体
による有機フッ素化合物（PFAS）の調査でも、
米軍基地への立ち入りは極めて限定され、２０
２３年に米空軍オスプレイが鹿児島県沖に墜落
した事故では、機体の残骸が米側に渡され、日
本側による原因の究明は閉ざされ、米軍機の飛
行訓練による騒音、部品落下などに危険と不安
を強いられてきました。
もはや、米軍基地や米軍の訓練に対する住民

の不安、米軍関係者に国内法が適用されないこ
とに対して、我が事として多くの自治体が問題
視し、声をあげ行動に移すべきところに来たと
しか言いようがありません。
石破首相は、昨年の首相就任時に、日米地位

協定改定について「日米同盟に懸念が生じると
は全く思っていない。同盟強化につながる」と
し、「一朝一夕で変わると思っていない」とし
つつも、「だからといって諦めて良いとは思っ
ていない」と意欲を示していました。
そのことを好ましく思っていないトランプ大

統領が就任したからと言って、主権国家として
国民の現実の被害や苦しみに目を背けることな
く、米軍基地を抱えたドイツやイタリアのよう
に毅然とした関係性を求めていかなければなら
ないと思います。

２月２日「地方自治、地方財政のあり方にみる
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縮減社会」
１月３０日～３１日にかけて東京で、「地方

自治総合研究所設立50周年記念シンポジウム」
と「２０２５地方財政セミナー」に参加してき
ました。
「地方自治総合研究所設立50周年記念シン

ポジウム」では、１９７４年３月、地方自治問
題を総合的に研究する機関として設立された地
方自治総合研究所は、地方自治に関し、幅広い
民主的な立場に立って、長期的かつ総合的に理
論研究を行う機関として地方自治に関心を持つ
人々の結合の場となること念頭において設立さ
れ歴史に言及されました。
飛田副所長から「自治総研の歩みとこれから

『歴史の峠』の先の道筋」と題した基調講演を
受けた後に、駒沢大学内海麻利教授、東京経済
大学佐藤一光教授、前多摩市議の岩永久佳さん、
総研飛田副所長をシンポジストとして、北村自
治総研所長の進行でシンポジウムが行われまし
た。
各シンポジストからの提言には、考えさせら

れることが多くあり、今後とも自治総研の果た
す役割の大きさを改めて感じさせられました。
そして今、縮減社会の中における地方自治の

あり方を考えていく上で、改めて現場に視点を
おいた研究が必要であることも確認されまし
た。
私たちも、日ごろ自治総研の研究を学ばせて

いただきながら、県政の課題を見直していくこ
とも多々ありますが、これからも自治総研の果
たす役割を期待しながら、研究成果に学ばせて
頂きたいと思います。
また、３１日の「２０２５地方財政セミナー」

では、元総務大臣で大正大学地域構想研究所所
長の片山善博先生から「透明性と説明責任を重
んじる財政運営」と題した記念講演をいただき
ました。
午後からは,総務省自治財政局財政課長から

「令和7年度地方財政の姿」について、説明頂
いた後大分県本部自体専門部会メンバーで竹田
市職労の園田さんから「地方財政分析の実践報
告～大分県内自治体の財政状況推移」と言うこ
とで経常収支比率の大分県内の自治体における
推移からその傾向等についてお話をいただくと

ともに、自治体職員が積極的に財政分析をする
ことの意義についてお話を頂きました。
最後は、自治総研常任研究員の其田茂樹先生

から、2025年度地方財政対策の分析とまとめ
で、2025年度の地方財政におけるその特徴と
私たちがどのような視点でその地方財政と向き
合っていくのかお話をいただき、２月定例会の
質問の参考にもなりました。

５ 医療問題について

(1)マイナ保険証について

７月２０日「９割が使用する『紙の保険証』を
廃止するのか」
更新の紙の保険証が先日届きました。
同封されていたチラシには、「今年１２月２

日から現行の保険証は発行されなくなります」
「医療費を２０円節約できる」「よりよい医療
を受けることができる」「手続きなしで高額医
療の限度額を超える支払いを免除」と書かれて
います。
そこまでしても、マイナ保険証の６月の利用

率は９．９％で、政府は利用者が増えた病院や
薬局への支援金を倍増するなどして利用拡大に
躍起となっているが、いまだに９割以上が現行
の保険証を利用しています。
しかし、医療現場からはマイナ保険証への一

本化に不安の声が広がり、１０万人超の医師・
歯科医師が加入する全国保険医団体連合会の担
当者は「既にカードリーダーによるマイナ保険
証の認証でトラブルが頻発している」と明かし、
同意手続きで何度も画面に触れることにストレ
スを感じる高齢者が多く、「このままでは１２
月から医療機関の窓口がパンクする」との危惧
もあります。
あの手この手で税金も使い、なりふり構わず、

マイナ保険証を推し進める政府のやり方に、憤
りを感じる国民は多いと思われます。
６月の利用率について、保険証廃止まで残り

５カ月で１割に届いていない現状をみるにつ
け、無理矢理底上げしているとしか思えません。
そして、遂に厚生労働省は、介護保険の被保

険者証とマイナンバーカードの一体化に向け、
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本格的な議論を始めたが、これもまた既に交付
している介護保険証の取り扱いや、カードを保
有していない人への対応が課題で、認知機能障
害のある人にはハードルになることも大きな課
題となると思われます。
それでも「紙の保険証」は、廃止するのでし

ょうか。

９月１０日「現行保険証の廃止扱い自民党総裁
選で異議」
マイナンバーカードと健康保険証を一体化し

た「マイナ保険証」への本格移行、現行保険証
の廃止が１２月２日に迫ってきました。
以降、現行保険証が新規発行されなくなるが、

その後も最長1年間は現行の保険証を利用でき、
マイナ保険証を持たない人には当面、代わりに
「資格確認書」が交付されることになっていま
す。
マイナ保険証の利用率は7月時点で11.13％

と、相変わらずの低調で、現行保険証の存続を
求める声が高まっているのに、廃止が強行され
ようとしています。
そんな中で、自民党総裁選で林芳正官房長官

が「まだまだ国民の間にいろんな不安がある。
不安を解消するために、見直しを含めて適切に
対応していきたい。」と現行保険証の廃止時期
を巡って言及し、閣内不一致を露呈することと
なりました。
さらに、石破氏も賛同し、舌戦が激化しつつ

あると言います。
医療の現場では、受付で保険証を渡して診察

を待つだけだったものが、マイナ保険証では、
カードリーダーで認識させる際に手間がかか
り、しかも受診・受付をする場合、初診も再診
も関係なく、毎回本人確認が必要となるなど、
患者さんに負担をかけています。
また、あるシンポジウムで全国保険医団体連

合会副会長の橋本政宏医師は、カードリーダー
の読み取りで、トラブルが起きたために、その
日の受付をあきらめて帰宅し、急性心筋梗塞の
ため死亡した事例も紹介されています。
まさに、こういった命に関わる最悪の事態が

今後も予想されます。
東京新聞などの地方紙18紙の合同アンケー

トでは、マイナ保険証を使わない人や、マイナ
カード自体を持っていない人は、マイナ保険証
の導入中止を求める人が多く、マイナ保険証を
使う人は、導入中止を望む割合は少なかったと
のことです。
ただ、現行の紙の保険証の廃止には否定的な

人が多く、47.8%はマイナ保険証と現行の保険
証の選択制を望んでいます。
いずれにしても、閣内不一致で推し進めてい

く現行保険証の廃止は、絶対とどまるべきです。

１１月１５日「１２月以降も国民の医療を受け
る権利が奪われないよう」
来月２日から、現行の健康保険証の新規発行

がなくなり、マイナンバーカードを使う「マイ
ナ保険証」への移行が進められています。
ただ、最近の政府広報は、トーンが変わって

「マイナ保険証がなくても医療が受けられる」
というメッセージが前面に出ています。
変更の背景には、首相が代わり、マイナ保険

証の旗を振っていた河野太郎デジタル相が閣外
に去ったことがあると言われるが、それなら始
めからそう言えよと言いたくなります。
これまで、マイナ保険証に別人の情報がひも

づいたり、病院の窓口で負担割合が誤って表示
されたりする事態も重なり、期限を切った「廃
止」という強い言葉が、多くの国民に「不安」
と「不信」を増幅させ、直近でも、受診者に占
めるマイナ保険証の利用率は「13・87％」（9
月末現在）に留まっています。
毎日新聞によると、情報システムの専門家で

つくる一般社団法人「情報システム学会」の元
常務理事で博士（情報管理学）の八木晃二さん
は、DXを積極的に推進する立場だが、「マイナ
保険証は危険すぎる」と指摘されています。
そして、「国民がマイナ保険証の導入に反対

しているのは、今のマイナンバー制度にセキュ
リティー上の抜け穴があることに多くの国民が
気付き許容できないと思っている」からだと言
い、加えて、「マイナカードは国民視点、ユー
ザー視点からの運用設計が欠如している。」と
も指摘しています。
結局政府は、つぎはぎの修正を迫られ、１２

月以降は、現行保険証とほぼ同じ機能の「資格
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確認書」を発行し、マイナ保険証を持たない人
に加え、健康保険証が失効する７５歳以上には
当面、全員に送るとのことです。
現行保険証の併用に比べ複雑さが増え、新た

なトラブルも心配されますが、何より国民の医
療を受ける権利が損なわれる事態だけは回避す
るよう政府は責任ある対応をとらなければなり
ません。

(2)県内周産期医療体制について

５月３０日「看護職員の養成に注力を」
昨日の高知新聞に、看護師を目指し、県内の

専門学校などに入学する生徒が近年、大幅に減
少し、ピーク時の２０１５年度に８００人を超
えていた新入生は本年度４３５人と、９年でほ
ぼ半減したとの報道がありました。
そんな中で、昨日の出先機関調査で訪ねた「幡

多けんみん病院」での人材不足の課題と「幡多
看護専門学校」での受験者・入学者の定員割れ
の課題についても聴かせて頂きました。
幡多は、地域内で完結しなければならない医

療圏であるだけに、医療人材育成・安定確保は
大変重要な課題であることを改めて考えさせら
れます。
不足してしまってから手を打つのでは、遅す

ぎるのであり、今から打てる手を打っておくこ
とが重要です。
そのためにも、コロナ禍で顕在化した看護師

をはじめとした医療従事者の過酷な労働条件や
給与面での処遇改善や、県内でも遠隔地にある
幡多看護専門学校では、学生のための寄宿舎の
整備か借り上げなども検討してみる必要がある
のではないでしょうか。

６月１日「周産期医療体制の危機」
この間の危機管理文化厚生委員会出先機関調

査で、県東部地域の医療拠点である「あき総合
病院」が、何としても存続させたい周産期医療
体制の具体化に向けた課題の一つとして、院内
助産を目指していることの話を聴かせて頂きま
した。
そして、東部の周産期医療体制の拠点の継続

を図らなければならないと思わされていた矢
先、今朝の新聞報道による南国市のＪＡ高知病
院が９月末でお産の取り扱いをやめることが報
じられていました。
また、看護師を目指し、県内の専門学校など

に入学する生徒が近年、大幅に減少し、ピーク
時の２０１５年度に８００人を超えていた新入
生は本年度４３５人と、９年でほぼ半減したと
の報道があった際にも、「幡多けんみん病院」
での人材不足の課題と「幡多看護専門学校」で
の受験者・入学者の定員割れの課題についても
聴かせて頂きました。
県内周産期医療をはじめ公的医療体制の危機

は、産科医師や助産師をはじめ医療従事者の不
足がそのことに拍車をかけていると言わざるを
えません。
出産費用は現在、帝王切開や吸引などの「異

常分娩」であれば保険適用されるが、正常分娩
の場合は適用外で、出産一時金が給付されてい
るが、厚生労働省では妊産婦の経済的負担を低
減するため、保険適用について検討されようと
しています。
しかし、その保険制度の見直しの際には、人

材の確保につながる内容もセットでなければ、
出産を受け入れる体制が確保できないのではな
いかとの懸念も生じることとなります。
いずれにしても「こどもまんなか社会」を築

くためには、その周辺の環境を築くための本気
度が問われているのではないでしょうか。

７月１０日「医療センターでも、周産期医療体
制の負担増に四苦八苦」
９日は、県・市病院企業団議会が開催され、

企業団議会議員協議会では、経常収支が３億１
２００万円の黒字となる２０２３年度の決算見
込みが報告されました。
新型コロナの５類移行で関連補助金が前年度

から約１８億円減少したものの、入院と外来の
患者数はいずれも前年度より増加し、高度医療
の提供もあって診療単価が過去最高を更新し、
医業収益は前年度を１２億円上回り、過去最高
の２０２億２８００万円を見込み、４年連続の
黒字となりました。
ただし、村岡企業長が提案説明で述べたよう
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に、過去最高の医業収益に関して「高度で専門
的な医療の提供が着実になされた結果」ではあ
るものの、物価高騰や医師不足を挙げ「今後の
経営は大変厳しくなる。経営改善を着実に推進
する」ことは、求め続けられそうです。
また、提案説明でも言及された産科医師不足

に限らず、医師の地域偏在や診療科偏在による
医師確保の困難さが増す中、周産期医療の課題
について質疑がされました。
「周産期医療のあり方検討会」の会長となら

れている林和俊副院長による「以前は月５０～
６０件だったが、今は７０～８０件。今後は９
０件ほどになることも想定されている。四つの
分娩室をフル稼働しているが、年９００件ぐら
いが限界だと思う。JA病院が受け入れてきた
３００件分娩件数は、高知大学病院と医療セン
ターで請け負っていくことになる。」との現状
をどう維持していくかが、求められることにな
ります。
助産師、麻酔医との連携を図りながらも体制

を維持していくとのことだが、分娩以外に婦人
科手術や不妊治療も行っており、両人材も不足
している中で、負担は確実に増えており、大変
な状況は今後も続きます。
今後は、高知県としての喫緊の課題として、

将来を見据えた周産期医療の体制検討につい
て、「医師の育成・確保」「助産師活躍の場の
拡大」「機能の集約化・重点化」などを具体的
に検討されることが急がれます。

６ 人権尊重・差別解消の調査研究につい

て

(1)冤罪と再審法改正の取組について

５月２３日「袴田さんも石川さんも無実だ」
1966年に静岡県で起きた強盗殺人事件で死

刑が確定した袴田巌さんの裁判をやり直す再審
公判が22日、静岡地裁でありました。
検察側は改めて袴田さんが犯人だと主張、死

刑を求刑し、弁護側は無罪を主張、結審しまし
た。
判決は９月２６日に言い渡されることとなり

ます。
死刑が確定した事件の再審は戦後5件目で、

過去の4件でも検察側は死刑を求刑したが無罪
となっており、袴田さんも無罪となる公算が大
きいと言われています。
裁判の最大の争点で、袴田さんの逮捕から約

1年後に見つかった「5点の衣類」について、
検察側は「被告の犯行時の着衣だ」と改めて主
張したが、「捏造は実行不可能で非現実的だ」
と述べるなど、従来の主張を繰り返したにすぎ
ません。
一方の弁護側は、再審公判での審理で「5点

の衣類」が捏造であることはよりはっきり確認
され、血痕のＤＮＡ型鑑定などの結果からも「袴
田さんのものでない」と改めて主張しています。
昨日の再審公判で、検察は改めて死刑を求刑

しましたが、刑事訴訟法は再審について「無罪
を言い渡すべき明らかな証拠」を新たに発見し
たときに開くと定めています。
再審はたんなる裁判のやり直しではなく、誤

判を受けた人の救済手続きであり、８８歳の袴
田さんの「人間らしい生活を取り戻すため」、
これ以上の先送りは許されません。

９月２９日「袴田さん無罪判決、次は、再審へ
の法改正を」
９月２６日、静岡県の強盗殺人事件で死刑が

確定した袴田巌さんに静岡地裁の再審公判で
「無罪」が言い渡されました。
無実の訴えから半世紀余、早く真に自由の身

とするためにも、検察は控訴してはなりません。
最高裁は１９７５年、「疑わしきは被告人の

利益に」との刑事裁判の原則が再審制度にも適
用されるという決定を出しており、この原則に
立てば、もっと早く袴田さんに無罪が届けられ
たはずです。
死刑確定の翌年に第１次の再審請求がされた

が、再審が確定するまで実に42年もかかりま
した。
事件から、58年もたって、やっと「無罪」

の声を聞いたが、袴田さんの姿を見た時、刑事
司法関係者は深刻な人権問題だと受け止めるべ
きではないでしょうか。
これを契機に、「開かずの扉」と評される再
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審制度も根本的に問い直されなければなりませ
ん。
袴田さんの無罪はゴールではなく、刑事訴訟

法の再審規定（再審法）を改正するためのスタ
ートとも言えます。
いったん再審が決まれば、検察官の不服申し

立ては禁止する法規定が必要だし、今回の無罪
判決についても、検察は控訴せずに無罪を確定
させるべきです。
さらに、無罪に結びつく、すべての証拠を検

察側に開示させる法規定を設けるなど再審法の
改正は喫緊の課題です。
現在、超党派の国会議員による「再審法改正

を早期に実現する議員連盟」ができているが、
私たち県議会でも、今定例会において「刑事訴
訟法の再審規定」の改正を求める意見書を提出
予定です。

１０月１３日「再審法改正意見書、自民党らの
反対で否決」
県議会９月定例会閉会日に、日本共産党会派

と県民の会で提出した「刑事訴訟法の再審規定
(再審法)」の改正を求める意見書議案について、
県民の会を代表して、賛成の立場から討論させ
て頂きました。
９月２６日、静岡地方裁判所は、１９６６年

強盗殺人罪などに問われ、１９６８年に死刑判
決を受けた袴田巌さんに再審無罪の判決を言い
渡され、逮捕から５８年、死刑判決が確定して
から４４年、２０２３年１０月の再審開始から
１５回の審理を経て出されたこの判決に対し
て、１０月８日に検察当局が、控訴を断念し、
８８歳の袴田巖さんの無罪が確定しました。
しかし、逮捕と死刑判決によって袴田さんが

失った膨大な時間を取り戻すことはできず、拘
置所で長年自由を奪われたことによって引き起
こされた拘禁症とは今後も闘い続けなければな
りません。
今も、狭山差別事件をはじめいくつかの冤罪

事件で、再審が求められている中で、このよう
な過ちが繰り返されないためにも、無実の者を
冤罪から迅速に救済するためにも、「刑事訴訟
法の再審規定(再審法)」の改正を行うことが求
められているのです。

本意見書は、総務委員会では、不一致となり
ましたが、その後、検察当局が、控訴を断念し、
袴田巌さんの無実が確定し、再審に関する法整
備を求める世論が高まり、最高検も今回の再審
請求の長期化について検証するといわれている
中、多くのマスコミが、制度改正への歩みを進
めるべきではないかと問うている中での本会議
再提出でした。
常任委員会では、賛成できなかった議員の皆

さんも、この間多くの報道や識者のコメントを
目にする中で、しかも国会では、自民党をはじ
めとした各党首が名を連ねた超党派で３０８名
に上る「えん罪被害者のための再審法改正を早
期に実現する議員連盟」が、改正を求めている
中で、賛成してくれるのではないかとの思いで
討論を行いました。
しかし、「再審に際し捜査で集めた検察官の

手持ち証拠を全面開示すること。」と「再審開
始決定に対する検察官の不服申し立て(上訴)を
禁止すること。」を求めた本意見書は、自民党、
公明党、一燈立志の会、自由の風の反対で、否
決されました。
地方議会では、今回のような再審法改正を求

める意見書が、８月２０日現在で、１２道府県
議会と３２３市町村議会で採択されている中、
高知県議会の多数会派の皆さんの人権意識に疑
問を持たざるをえません。

３月１３日「見えない手錠を外せぬまま石川一
雄さん旅立つ」
６２年前の１９６３年、埼玉県狭山市で女子

高校生が殺害された「狭山事件」で、強盗殺人
容疑などで逮捕され、一審で死刑判決を受け、
二審で全面否認に転じたが、無罪主張は退けら
れ、７７年に最高裁で無期懲役が確定して服役、
９４年に仮釈放された後も無実を訴えて裁判を
やり直す再審を求めてきた石川一雄さんが１１
日、８６歳で亡くなられました。
驚くと同時に、無念さがこみ上げてきます。
石川さんが亡くなったことを受け、弁護団の

河村健夫弁護士は取材に「第３次再審請求も重
大な時期に差しかかる中、突然のことで驚いた。
言葉もない」と語られています。
今後の手続きについては「コメントできる状
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況にない」とし「再審法（刑事訴訟法の再審規
定）が整備されていれば、ここまで手続きは長
引かなかった。法の不備が不利な形で石川さん
に影響したのではないか。再審法の早期改正が
必要」と訴えられています。
私たちも、そのことを求め、昨年県議会９月

定例会で、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の
改正を求める意見書」を提出しましたが、自民
党、公明党、一燈立志の会、自由の風の反対で、
残念ながら否決されました。
そして、再審法改正に向けて動き始めたとこ

ろでもあっただけに、余計に残念でなりません。
妻の早智子さんが、再審請求に向けて闘い続

けていくことの表明もされています。
２月１１日付け東京新聞＜本音のコラム＞

で、狭山事件の真実を描き続けてきたルポライ
ターの鎌田慧さんは「裁判所は最後の正義」と
題して、「石川さんは８６歳。最近、急に体力
が低下してきた。鑑定人尋問、再審開始決定、
無罪判決、それまでの時間が心配だ。高裁への
期待は強い。」と結ばれていました。
再審の扉を開け、無実を勝ち取ることが、石

川さんの死に報いることだとの思いで、私たち
も闘い続けていきます。

(2)人権問題について

７月３１日「『虎に翼』を観ながら、人権問題
を我が事として考える視聴者に」
手元に届いた「週刊金曜日」は、憲法学者の

木村草太さんが、ドラマではどう憲法が描かれ
ているのかを中心に語ったものをはじめとした
「虎に翼」特集でした。
「虎に翼」は、女性法律家の先駆者である三

淵嘉子さんをモデルとしたオリジナルストーリ
ーで、日本初の女性弁護士で後に裁判官となっ
た一人の女性が、困難な時代の道を切り開き、
苦境に立たされた人たちを救うために奔走する
姿を描いたものです。
とりわけ、木村草太氏は「虎に翼」第１回の

冒頭シーンで、主人公の寅子が多摩川の河原で、
新聞に掲載された新憲法を食い入るように読
み、第14条「すべて国民は、法の下に平等で
あつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門

地により、政治的、経済的又は社会的関係にお
いて、差別されない」に夢中になっている姿が
印象的だったと言われています。
このドラマを観ながら、県内初の女性弁護士

でスモン病患者が製薬会社と国を相手取った
「高知スモン訴訟」や、中国残留孤児約２２０
０人が国に慰謝料を求めた集団訴訟の「高知訴
訟」弁護団を率い、和解や国の責任を認める判
決を引き出してこられた藤原充子弁護士(９５
歳)に、このドラマについて伺ってみたいなと
思っていました。
昨日、丁度共に共同代表させて頂いている会

議でお会いして、「先生、『虎に翼』は観られ
ていますか」と尋ねたところ「もちろん観てま
すよ」とのお返事。
「戦災孤児の問題、障害者や在日朝鮮人差別

の問題など人権問題のことがしっかりと取り上
げられていますね。私は三淵嘉子さんともお会
いしたことがありますよ。１５歳ぐらい上だっ
たかな。素晴らしい方で、皆さんの憧れでし
た。」と続けてくださいました。
「私たちの頃でも『女は』と言われて大変な

時だったが、三淵さんの頃は、それはそれは大
変だったと思いますよ。」とも、言われていま
した。
週刊金曜日の中で、木村草太氏は「敗戦を経

て制定された日本国憲法には、『近代的憲法な
ら、どこの国でも書いてあること』と、『日本
国憲法ならではの先進性を備えたこと』があり
ます。『公権力を、憲法に基づいて運営しよう』
という立憲主義や、『人が生まれながらに持つ
権利を保障しよう』という人権主義などは、１
９世紀末には、広がっていました。１４条のう
ち、『法の下に平等』というのは、すでに、広
がっていたことですが、個々の属性を示しつつ、
『差別されない』と宣言する憲法は、あまり多
くありません。」と述べ、単に、「素敵な女性
の一代記」というだけでなく、差別問題に焦点
を当てるドラマになるのかもしれない、という
期待が出たとのことでした。
まさに、ジェンダー平等が叫ばれながらも、

ジェンダーギャップ指数は１４６カ国のうち１
１８位で、選択的夫婦別姓も認められず、人種
・民族に対するヘイトや障害者差別、部落差別
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の解消も図られないままであり、沖縄に対する
差別などは国家的に行われていると言わざるを
えません。
このドラマによって、第14条「すべて国民

は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又
は社会的関係において、差別されない」ことを
視聴者が我が事として捉えられるようになって
もらいたいものです。

７月１７日「差別克服のために、『学びとであ
い』」
１６日は、「部落差別をなくする運動」強調

旬間の高知市記念講演会で内田龍史さん（関西
大学社会学部教授）の「部落差別の現在―部落
解放への展望」を聴講させて頂きました。
県主催の講演会で聴かせて頂いてから３年ぶ

りとなります。
最初に、「差別と社会―マジョリティ・マイ

ノリティ関係」について、図にあるような「差
別のメカニズム」をもとに、差別と社会につい
てお話しいただきました。
▼差別も社会現象のひとつであるが、では、人
と人との関係によって成立する社会の成立要件
は、
一定の規範・ルール・価値観（あたりまえ）が
必要であり、それがないと安心して生活ができ
ない。
▼社会にはさまざまなレベルがある。 たとえ
ば、グローバル・国家・県・市町村・地域・企
業・インターネット・学校・クラス・家族…
▼しかし、とある社会で通用するルールが、異
なる社会では通用しないこともある。例えば、
言葉や食べ物。
▼マジョリティ（社会的多数派・支配的集団）
の立場からすると、マイノリティ（社会的少数
派）の存在は、見ようとしなければ見えないし、
見えていたとしても、自分たちとはちがう変わ
った人たち・変な人たち、という印象を持ちが
ちである。
▼マジョリティが、自分と同じような知識・経
験・感情・価値観を持っていることが「あたり
まえ」（社会の常識）だと考えているかぎり、
「あたりまえ」ではない、「あたりまえ」のこ

とができないと勝手に判断されるマイノリティ
の人びとは、理解不能な存在として認識される
ことになる。
▼社会の常識は、マジョリティの知識・経験・
感情・価値観を中心に（マジョリティにとって
都合の良いように）作られており、言い換えれ
ば、通常、社会は、当該社会におけるマジョリ
ティを優遇するように、偏って形成されている。
▼世界共通のルールとしての人権の実現につい
ては、実現に向けた調整と必要な変更が求めら
れる。
そのような中で、「部落差別とは？」被差別

部落に居住する人びと、そこにルーツを持つ人
びと、部落と見なされた人びとに対して、日常
生活や、結婚・就職などの場面において、不当
に①遠ざけ、見下し、仲間はずれにすることに
よって（権力者や多数派が）利益を得る行為、
あるいは②その存在や経験を無視すること、さ
らには③それらを容認する社会のしくみのこと
であることを指摘された上で、「部落差別の現
在」がどのようになっているか、話されました。
▼「特に大きな現在の課題」として、①部落に
対するマイナスイメージがインターネット上で
拡散している。②情報化社会が進展するなかで、
部落の人・場所などが暴かれている。③部落問
題について「知らない」「認識がない」若者た
ちが全国的に増えている。
▼「インターネット上の部落差別」とは、次の
ようなイメージを持たし、拡散している。①み
んながこわいわけではないのに「過度の一般化」
で「こわい」イメージを植え付ける②みんなが
ずるいわけではない「ずるい」イメージを植え
付ける
▼自分の信念を肯定するための情報を探し出
し、信頼できるものとする「確証バイアス（（偏
り・偏向）」が作用し、 情報化社会において、
バイアスを確証する場が増加するし、否定的な
情報の方が注意を向けやすく、記憶に残りやす
いという「ネガティブ・バイアス」によって安
全・安心・安定を脅かす情報は拡散しやすい。
▼「寝た子を起こすな」論で、差別に直面した
り、差別に対する不安があっても、誰にも相談
できずに、部落の人びとはだまらされ、だまっ
ていると差別は表面化せず、差別はないように
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見えてしまう。
まさに、部落差別の現在を知ったうえで、「部

落解放に向けて」取り組むべき課題について、
話されました。
▼「差別を知って差別をする」「差別を知らな
いで差別をしない」「差別を知って差別をしな
い」「差別を知らないで差別をする」層がいる
中で、「差別を知って差別をしない」層を育て
るために、ワクチン・予防接種としての部落問
題学習が必要。
▼差別解消のためには、突破口としての「接触
理論」と「接触理論」の実践が必要、それは友
だちは差別しない（可能性が高い）ということ
から言える。
▼差別克服のためには「学習(差別・人権)と経
験(であい)が必要」「部落差別が生ずるメカニ
ズムとその不当性を学ぶ」「人権概念について
学ぶ」「であい(接触理論)を通じて偏見・差別
を解消する」「差別の克服は社会の仕組みを変
えること」などを踏まえて、「学びとであい」
を重ねていきたいものです。

９月９日「誰もが"This Is Me"と言えるように」
昨日の午後は、丸亀市の就労継続支援B型事

業所たんぽぽに通う方々の人生について話を聞
き、その実体験をもとに苦労や生きづらさをテ
ーマに創作された作品の演劇公演を鑑賞してき
ました。
香川で好評を博した作品「ダンデライオンズ」

が、ミニシアター蛸蔵にて再演されるもので、
上演作品は四国学院大学学生と就労継続支援B
型事業所のみなさんがつくりあげたストーリー
で、出演したのは学生と、障害があり就労支援
施設を利用している方たちもおられました。
三人の主人公のそれぞれのこれまでの人生・

生き方そして病んでいく過程の背景が、誰にも
共通することで、出演者の一人がアフタートー
クで仰っていた「事業所たんぽぽの利用当事者
と話す中で、皆一緒だから大丈夫と言われ、病
気になるのは特別ということではない」という
ことが、この演劇を共同作業として完成させた
ベースではないかと思いました。
エンディンクで出演者全員の思いがこもった

"This Is Me"の圧倒的な迫力素晴らしかったで

す。
今の4回生も出演した上演は最後かもしれま

せんが、できる限り各地で公演会が開催された
らと感じたところです。

７ 少子化対策・子育て支援政策の調査研

究について

(1)子育て支援について

５月５日「５０年で半減した子どもたちを大切
にする社会を」
総務省が、人口推計から算出した子どもの数

を４日に公表しました。
15歳未満の男女は4月1日時点で前年より33

万人少ない1401万人で、43年連続で減少し、
比較可能な1950年以降の最少記録を更新し、
総人口に占める比率は0.2ポイント低下の11.3
%で過去最低となりました。
1950年に子どもの数は総人口の3分の1を超

えていましたが、その割合は75年から50年連
続で低下し、過去最低となり、その一方、65
歳以上の高齢者の割合は29.2%で最も高くなっ
ています。
都道府県別にみると、2023年10月1日時点で

子どもの数は47都道府県すべてで前年より減
少し、子どもの割合が最も高かったのは沖縄県
の16.1%で、滋賀県の13.0%、佐賀県の12.9%
が続き、最も低かったのは秋田県で9.1%で、
本県は10.5%で、子どもの数は7万人でした。
子どもの権利尊重をうたった「こども基本法」

が施行され1年余りが過ぎましたが、政府が目
指す「こどもまんなか社会」実現への取り組み
は緒についたばかりです。
昨年12月に策定した「こども大綱」で、子

どもが「権利の主体」であると明記し、貧困や
虐待を防ぐ対策のほか、学童期・思春期におけ
る心のケアや居場所作りなども盛り込まれてい
ますが、これらがいかに実効性を持つようなを
施策の具体化が図られるかが、問われています。

６月１４日「学校給食の無償化を国の責任で」
学校給食法施行から70年となる今年、少子

化対策につながる子育て世帯の負担軽減策とし
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て学校給食の無償化を求める声が大きい中、公
立小中学校の児童生徒全員の給食費を無償化し
ている自治体が、２０２３年９月時点で、全国
の３割にあたる５４７あったことが文部科学省
の調査で分かりました。
この調査では、児童生徒全員を対象にするか、

支援要件を設けるなど一部の児童生徒を対象に
して「無償化を実施中」としたのは７２２自治
体で、このうち「小中学校ともに全員が対象」
は５４７自治体（７５.８％）で、１７年度の
７６自治体から約７倍に増えました。
また、約１５０自治体が多子世帯に限定する

など支援要件を設けており、一部の学年に限定
して無償化している自治体もあります。
無償化した理由については、６５２自治体（９

０.３％）が「保護者の経済的負担の軽減、子
育て支援」、６６自治体（９.１％）が「少子化
対策」（子どもの増加を期待した支援）、３７
自治体（５.１％）が「定住・転入の促進、地
域創生」（人口増を期待した支援）を選んでい
ます。
一方、７２２自治体のうち２４年度以降に続

ける予定はないと答えた自治体も８２（１１．
４％）あり、財源の問題から、時期を限って無
償化する自治体もあり、無償化の継続が難しい
面も見えています。
今回の調査は、岸田政権の少子化対策「こど

も未来戦略方針」を受けたもので、今後、実現
に向けて課題の整理を行うというが、政権の少
子化対策の本気度が問われることになると思い
ます。

１１月１日「学校に行きづらい児童生徒と寄り
添える体制の拡充を」
年３０日以上登校せず、「不登校」とされた

小中学生が、昨年度は過去最多の３４万６４８
２人に上ったことが文部科学省の調査で明らか
になりました。
前年度より４万７４３４人増加し、３０万人

超は初めてで、１１年連続の増加で、特に２０
年度以降に約１５万人増えています。
文科省によると、「不登校」は、病気や経済

的理由を除き、心理・社会的な要因などで登校
できない状況を指しており、不登校の子は小学

校１３万３７０人（前年度比２万５２５８人
増）、中学２１万６１１２人（同２万２１７６
人増）で、小中学生全体の３.７％（同０.５ポ
イント増）をしめているとのことです。
文科省は不登校の子の前年度からの増加率

は、今回は１５.９％で２２年度の２２.１％か
ら下がり、増加の勢いは鈍っており、２３年か
ら不登校対策プランを打ち出し、居場所づくり
や相談体制の充実などを進めており、効果が出
始めているともみています。
県内における小中学校の不登校の児童・生徒

は１６０４人で千人当たりでは過去最多の３
４.３人となり、全国で１５番目の少なさとな
っており、登校しづらい児童生徒の早期支援や
校内サポートルームなど現場の取り組みも全国
より増加率を抑えていることにつながっている
面もあるのではないかと、言われています。
不登校の子が急増した理由について、文科省

は、「コロナ下の生活リズムの乱れ」「コロナ
下の行事縮減などで登校意欲が減退」「障害な
どの理由で配慮が必要な子への適切な指導・支
援が不足」などを挙げています。
朝日新聞記事の中で、東京大先端科学技術研

究センターの近藤武夫教授は教員の気づきと配
慮を挙げ、立命館大大学院の伊田勝憲教授（教
育心理学）、教員らの増員や職員研修の充実が
必要と説き、大阪公立大の山野則子教授（子ど
も家庭福祉）は、学校と関係機関の間に立つス
クールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を軸にし
た早期の対応の必要性を指摘されています。
いずれにしても、児童生徒と向き合う教職員

や学校組織のあり方が問われているが、そのよ
うに児童生徒と寄り添える体制の拡充なしに、
求めても限界はあると思われます。
日頃、地域活動を通じて、学校現場を見せて

頂く機会も多いですが、先生方は手一杯である
ことを目の当たりにします。
教職員を増員し、児童生徒たちとしっかりと

向き合い、寄り添えて、早期支援に取りかかれ
る体制がどうしても必要なのではないでしょう
か。

２月１０日「生きづらさを抱えた家庭を支え、
子どもたちを大切に」
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２０２４年の自殺者数（暫定値）は、小中高
生が５２７人と、統計のある１９８０年以降で
過去最多となったとのことです。
全体の自殺者数は２万２６８人と前年の確定

値より１５６９人（７.２％）減り、２年連続
で減少している一方、コロナ禍以降子どもの自
殺が高止まりしているという状況です。
特に中高生の伸びが顕著で、人口動態統計に

よると、１０～３０代の死因はいずれも自殺が
最多となっており、自殺対策白書によると、日
本を含む主要７カ国（Ｇ７）各国の１０～１９
歳の死因で１位が自殺なのは日本のみという実
態です。
２２～２３年の小中高生の自殺者のうち、自殺
未遂をした時期が１年以内だった子どもが過半
数だったことから、こども家庭庁は自殺未遂を
した子どもや家庭を支えるための調査研究を新
たに行うこととしています。
また、警察が昨年１年間で、児童虐待で親な

どを摘発した件数は２６４９件（暫定値）に上
り、前年から１１.１％増えて過去最多になっ
たことも昨日報じられていました。
摘発件数は増加傾向にあり、この１０年で３.

２倍になり、昨年の摘発件数の内訳は、「身体
的虐待」が８割を占め、次いで「性的虐待」１
６.３％、両親間での暴力といった面前ＤＶな
どの「心理的虐待」２.０％、「怠慢・拒否（ネ
グレクト）」１.１％となっています。
それでなくても「助けて」と言いづらい環境

にある子どもたちが「助けて」と言える社会に
していくために、おとなが変えていかなければ
と思いますが、子どもの自殺支援をされている
方は、子どものＳＯＳに気づく立場の大人も相
談や助けを求めることができず「苦しい思いを
し、孤立している可能性がある」と指摘されて
います。
「生きづらさを抱えた子どもの背後には生き

づらさを抱えた親がいることもある。家庭全体
を支えていく視点が大切だ」との言葉を受け止
めながら、この社会と向き合っていかなければ
と思いま

(2)ジェンダー平等について

６月１３日「日本のジェンダーギャップ指数は
相変わらずの低位停滞」
NHKの朝ドラ「虎に翼」では、日本初の女

性弁護士一人であった三淵嘉子さんをモデルと
した主人公が、戦後、女性に門戸の開かれた裁
判官になり、裁判所長となっていく過程の中で、
男女不平等の壁を少しずつ乗り越えていく姿
に、励まされている視聴者も多いのではないか
と思います
世界では、政治の分野での女性進出は進み、

世界経済フォーラムは12日、世界の男女格差
の状況をまとめた2024年版「ジェンダーギャ
ップ報告書」でも、女性比率の多さなどが評価
されて３３位となっているメキシコにも女性大
統領が誕生したことが報じられたばかりです。
しかし、日本は調査対象となった146カ国の

うち118位で、前年の125位からは改善したが、
主要7カ国（G7）では、87位のイタリアを下回
る相変わらずの最下位でした。
報告書は教育・健康・政治・経済の4分野で、

男女平等の度合いを分析し、男女が完全に平等
な状態を100%とした場合、世界全体での達成
率は68.5%で、日本の達成率は66.3%で前年か
ら1.6ポイント上乗せしたものの、G7では最下
位であり、対象国数は異なるが、06年に報告
書が始まって以降、日本の順位は下落傾向にあ
り、ジェンダー平等の取り組みを進める他国に
取り残されているのが実情です。
原因は経済と政治の両分野で特に男女格差の

解消が進んでいないことで、企業での管理職・
役員への女性登用の少なさなどを反映した経済
分野の達成率は56.8%、政治分野は11.8%で、
衆院議員の女性比率が約10%にとどまるなど、
女性の政治参加の遅れが響いているとのことで
す。
１０日、経団連は、夫婦別姓を認めない今の

制度は、女性の活躍が広がる中で企業のビジネ
ス上のリスクになりうるとして、政府に対し「選
択的夫婦別姓」の導入に必要な法律の改正を早
期に行うよう求める提言をとりまとめました。
このような動きを政府がどのように受け止め

るかも、今後のジェンダー平等の取り組みを左
右することになるものと思われます。
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３月８日「地域からのジェンダー平等」
今日は、国際女性デー、しかも２０２５年

は、国連が「国際女性デー」を提唱してから５
０年という節目の年です。
２０２２年から上智大三浦まり教授らでつく

る「地域からジェンダー平等研究会」が、国際
女性デーにあわせて「都道府県版ジェンダー・
ギャップ指数」を公表しています。
２０２５年の「都道府県版ジェンダー・ギャ

ップ指数」で、高知県は４分野とも格差解消が
進み、経済は全国１位（前年２位）、教育３位
（同７位）、行政９位（同１１位）と、順位が
上昇したものの、政治は市町村議会の「女性ゼ
ロ議会」の解消が遅れ、３５位（同３８位）と
低迷していることが報じられています。
指標別で見ると、本県の経済では、フルタイ

ムの仕事に従事する男女比（０.７５８）と、
賃金格差（０.８０４）がともに１位だが、賃
金は２位に岩手、３位に長崎が続き、男性の賃
金が低い地域は男女の平等度が相対的に高く出
る傾向があると言われています。
このほか、「共働き家庭の家事・育児時間」

が６位（０.２２６）だったものの、１位の新
潟（０.２５８）でも、男性が担う時間は女性
の４分の１ほどにとどまっており、順位と実態
では「固定的な性別役割分担意識の解消」とは
なっていないようです。
私は２月２８日の本会議質問で、いくつかの

事例を出しながら、「全国的に人口減少が激し
い地域は、ジェンダーギャップ問題への危機感
が大変強まっており、高齢者も変わらなければ
という意識を持ち、女性参画を進めている。」
として、「固定的な性別役割分担意識の解消」
にとどまらず、本県もその指数はけして全国低
位ではないが、ジェンダーギャップ解消まで掘
り下げた取組を求めました。
知事も、「本県の男女間の賃金格差は、全国

最少ではあるが、男女間格差の是正もさること
ながら、男女を通じた所得水準が全国と比べて
遜色ないことが求められる。」と、賃金水準そ
のものが低位であることを認め、「賃金の引き
上げに向けた取り組みを強力に推進」するとの
ことです。
その上で、「さまざまな施策をバランスよく

展開する中で、男女間格差の解消にもしっかり
と取り組んでいく。」と述べ、「市町村におけ
るジェンダーギャップの現状については、来年
度に予定しいるこうち男女共同参画プランの改
訂作業の過程で、関連する統計指標の状況を整
理した上で、示すよう検討する。」と答弁され
ました。
あるシンクタンクは提言書で「若い女性が地

方から都会へ流出するのは、都会に比べて地方
のジェンダーギャップがより大きく、地方は多
様な女性を地域づくりから排除しているため
だ」と指摘しています。
改めて、「地域からジェンダー平等」をと声

をあげていきたいものです。

３月１０日「国際女性デーに考える「ジェンダ
ー平等」」
昨日は、人権啓発センターで開催された「第

１１５回国際女性デー高知県集会」に参加して
いました。
講師の高知大学佐藤先生は高知新聞２４年１

１月１日付け朝刊１２面の「男と女の違いを考
える」意見広告、それに関する公開質問状や新
聞社の回答などを通じてジェンダー平等につい
て考えました。
しかも、参加者の意見をスマホを通じて画面

上で共有しながら考えていくやり方で、より多
様な意見に触れ合うことができたのではないで
しょうか。
今、少子化対策の中で、労働力を再生産する

手段として若年女性への支援施策が強調されて
いるが、それだけでいいのか。
若い女性はジェンダー問題が性の多様性の問

題と勘違いしている人も多いと先生は言われて
いましたが、固定的性別役割分業意識の解消を
はじめ、誰もが性による社会的・文化的差別を
受けることなく、自らの能力を自由に発揮する
ことができ、個々の人権が尊重されるような職
場、地域、社会が築かれるようにお互いが取り
組んでいけたらと、改めて考えさせられたひと
時でした。

３月２２日「選択的夫婦別姓に関する意思表示」
２４日の閉会日には、意見書案が７件提出さ
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れますが、そのうち４件が常任委員会で不一致
となり再提出されるものです。
そのうちの２件が選択的夫婦別姓に関するも

ので、県民の会と共産党会派で提出する「選択
的夫婦別姓の早期導入を求める意見書」と公明
党が提出する「選択的夫婦別姓制度の法制化に
向けた議論の促進を求める意見書(案)」となっ
ており、閉会日本会議で採決されることとなり
ます。
常任委員会での議論では、自民党はいずれに

も反対するとの意思を示していました。
そのような姿勢が、まさに３月７日に公表さ

れた時事通信社の全国会議員（７０５人）を対
象に選択的夫婦別姓制度に関するアンケートと
傾向を一にしていると思わざるをえません。
全体の４４％（３１１人）が同制度を「導入

した方がよい」と回答し、「旧姓の通称使用拡
大または旧姓に法的効力を与える法改正をした
方がよい」１８％（１３０人）と「現行制度の
ままでよい」１％（９人）を合わせた同姓維持
派を大きく上回っています。
全体の３３％に当たる２３３人は未回答で、

このうち自民党議員が約８割を占めており、自
民党の回答者の７２％が同姓維持を支持し、選
択的別姓は１８％でした。
選択的別姓を支持する人の理由としては、「時
代の変化や価値観の多様化に合わせ選択肢を増
やす」が８５％で最も多く、「姓の変更で不便
・不利益がある」（７５％）や「女性が姓を変
える場合が多く不平等」（５９％）が続いてい
ます。
また、夫婦同姓維持の理由は、「旧姓使用拡

大で十分対応できる」が８９％で最多で、「日
本社会に定着した制度だから」（４１％）や「選
択的別姓を認めると子どもに好ましくない影響
を与える」（４０％）などを引き離しています。
法案採決時の党議拘束を巡っては「外して自

由投票」（４４％）が、「かけた方がよい」（２
１％）を上回っているが、県議会での意見書採
決を巡って、自民党が会派拘束をかけるかどう
か注目しています。
しかし、採決では、共産党と県民の会が提出

した「選択的夫婦別姓の早期導入を求める意見
書」や公明党が提出した「選択的夫婦別姓制度

の法制化に向けた議論の促進を求める意見書」
に対して、自民党や一燈立志の会の一部、自由
の風の議員が反対し、いずれも賛成少数で否決
されました。
自民党は、「制度を導入すれば、家族の一体

感や親子の絆に悪影響を与える恐れがある。メ
リットとデメリットを比較した場合、デメリッ
トがあまりにも大きい」などと、選択的夫婦別
姓制度の導入検討さえも認めない姿勢に終始し
ており、自民党国会議員の少数ながらでも選択
的夫婦別姓を支持するものがいる傾向とは異に
しています。
諦めることなく、地方からもしっかりと声を

上げ続けたいと思います。

８ 大阪・関西万博の調査研究について

４月１０日「万博会場建設現場で、ガス爆発」
日本国際博覧会協会は8日、公式ホームペー

ジで「みんなで『大阪・関西万博開幕1年前』
を盛り上げましょう！」と呼びかけ、公式キャ
ラクター「ミャクミャク」と「くるぞ、万博。」
と書かれたイメージ画像をダウンロードしてS
NSに投稿するよう訴えかけています。
そして、政府も万博盛り上げに躍起で、機運

醸成につぎ込まれる国費は約４０億円だと言わ
れています。
そこまでしなければならない大阪・関西万博

会場建設現場で３月２８日、地中の廃棄物から
出たメタンガスが原因とみられる可燃性ガス
に、工事中の火花が引火して爆発する事故が発
生しました。
現場は、会場西側の「グリーンワールド」工

区の屋外イベント広場横のトイレ１階部分で、
溶接作業中に発生した火花が、地面と床の隙間
にある配管ピット内にたまったガスに引火し、
爆発し、１階床が破損したが、けが人はなかっ
たとのことです。
この工区は計１５５haの会場のうち西側の

４３haを占めており、広場の他に店舗などが
入る営業施設などが建てられる予定で、廃棄物
処分場だった所で可燃性ガスが発生していると
のことです。
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メタンガスは生ごみなどが廃棄された埋め立
て地でも発生することが知られているため、今
回事故が起きた現場も以前から危険性が指摘さ
れており、昨年１１月の参院予算委員会では、
社民党の福島瑞穂議員が「現場でメタンガスが
出ている。どういう状況か。火がついたら爆発
する」と質問し、自見万博担当相は「関連省令
に基づき配管施設を設置し、ガスを大気放散し
ていると聞いている。万博の開催時に危険はな
いと考えている。」と答弁しています、
工区には約８０本のガス抜きをする管が設置

されているというが、名古屋大名誉教授竹内恒
夫氏（環境政策論）も「ごみが捨てられたこと
は分かっているのだから、ガスが発生すること
も分かっているはず。発酵が終わるまで危険性
がなくなることはない」と指摘しており、事故
現場は会場に不適当でなことは明らかであり、
このままの開催には無理があります。

９月４日「沈み続ける関空の島」
９月１日夜のNHKスペシャル「巨大地震“軟

弱地盤”新たな脅威」で、活断層の地震として
過去最大規模だった能登半島地震における木造
や鉄筋コンクリート造の建物が数多く倒壊した
ことの背景として、科学者は“軟弱地盤”によっ
て揺れが何倍にも増幅された可能性を指摘され
ていました。
現地での液状化の被害状況などもそのことを

如実に表していたが、番組を見ると改めて、“
軟弱地盤”について考えさせられました。
そんな矢先、「３０年間沈み続ける関空の島」

の毎日新聞の見出し記事で、航空機の騒音対策
と２４時間運用のため、大阪湾の海上５キロ沖
の水深２０メートルを埋め立てて造られた開港
から30年を迎えた関西国際空港は沈み続ける
ため、護岸をおおむね２０年に１度、かさ上げ
する必要があるとのことを知りました。
そのことが、２０１８年の台風の高波による

浸水で大きな被害をもたらしたということを考
えれば、改めて全国の軟弱地盤の密集地には、
土地の成り立ちや災害リスクなどよりも利便性
や経済活動を優先した街づくりを容認してきた
今に暮らす人々の責任も大きいと思わざるをえ
ません。

首都直下地震や南海トラフ地震という巨大地
震がいつ起きても不思議ではなく、気候変動に
よる自然災害のリスクの増大も日々実感する中
で、人工島での万博・カジノに奔走している時
ではないのではと思わざるをえません。

３月１４日「後一ヶ月に迫った関西万博への不
安」
大阪・関西万博の開幕まで、後１カ月となっ

たが相変わらずの準備不足と不安材料が露呈し
ています。
会場となる大阪市此花区の夢洲では、参加国

が独自に建設するパビリオンの外装が完了した
のはまだ２割未満で、開幕までにすべて内装ま
で終えて、来場者を迎えられるかは見通せてい
ないとのことです。
万博に参加するのは、約１６０の国・地域で、

日本国際博覧会協会の幹部によると、海外パビ
リオンのうち、各国が独自に設計・建設し、「万
博の華」ともいわれる「タイプＡ」（４７カ国）
で外装が完成したのは１０日時点で８カ国にと
どまっています。
そして、問題の前売り入場券の開幕まで１４

００万枚の販売目標は、５日時点で８０６万枚
（５７.６％）だそうです。
２３年度までの夢洲の埋め立て事業費は約３

４００億円で、国と大阪府・市が負担する会場
周辺の橋や道路の拡幅、夢洲駅開業といったイ
ンフラ整備費は、約８００億円にのぼっている
が、安全・安心面でのリスクは常につきまとっ
ています。
夢洲の一部のエリアでは、廃棄物や汚泥によ

る埋め立てが原因でメタンガスが発生し、昨年
３月には工事に伴う火花がガスに引火して、爆
発火災が起き、換気設備やガス検知器を新たに
設け、ガス濃度の測定結果も定期的に公表して
いるが、生徒・児童を引率する学校関係者など
から懸念の声は根強くあります。
そして、地震などの災害が起こった際には橋

やトンネルが通行止めとなり、来場者の孤立も
想定されています。
ここにきて、大屋根「リング」が海水と接し

ている部分の護岸計1.1キロのうち600メートル
で、浸食被害が確認されています。
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２月に海水の注入を始めたばかりで、強風に
よる波などでえぐられたとみられるており、リ
ングの安全性に影響はないが、護岸を砕石で覆
って保護するなどの対策を検討するとのことで
す。
これで、また追加工事にどれだけの費用がか

かるのでしょうか。
５年前の２月定例会で、私の夢洲における災

害リスクの質問に対して、濵田知事は「一般的
なリスク対策は必要でございますし、講じてい
かなければいけませんけれども、殊さらに夢洲
について大きく懸念をするというような状況で
はないというふうに思っております。」と答弁
されたが、本当にそうなのだろうかとの不安は
払拭できないままです。

９ 脱原発の調査研究について

７月１９日「能登震災は原発災害に対する『最
後の警告』」
東北電力が昨日、女川原発（宮城県）２号機

の再稼働の時期を１１月ごろに延期すると発表
したことがマスコミで報じられました。
再稼働の前提となる重大事故発生時の手順を

確認する「シーケンス訓練」と、大規模な自然
災害などに備えた「大規模損壊訓練」を巡る作
業に遅れが出たためで、これまでは９月ごろを
目指していましたが、２カ月後ろ倒しになるも
ので、再稼働時期の延期は３回目ということで
す。
しかし、何よりも近隣住民にとって、能登半

島地震を踏まえた避難計画の不安を抱えたまま
の再稼働は許されるものではないと思われま
す。
女川原発は、太平洋に突き出た宮城県北東部

のノコギリの歯のようなリアス式海岸が取り囲
む約20キロの牡鹿半島の中ほどにあります。
半島から外に抜ける避難経路は計３本の県道

で、山間部の１本は震度６弱以上で通行止めと
なり、海岸線の２本は県が浸水を予想する複数
のエリアを通ることになっており、実際、東日
本震災では１５カ所が全面通行止めになり、１
０日間孤立した地域もありました。

１月の能登半島地震では、道路の寸断や海岸
部の隆起、家屋の倒壊が相次ぎ、半島の住民の
避難や事故時の屋内退避の難しさが露呈しまし
た。
東京電力柏崎刈羽原発の避難計画の検証委員

を務めた環境経済研究所の上岡直見代表は「能
登半島地震で、少なくとも半島では、当初の計
画通り住民は避難できないことが証明された。
自治体はその教訓を踏まえて避難計画を見直す
べきだ。東北電力はその間、再稼働に踏み切る
べきではない」と指摘されています。
能登半島地震の際、北陸電力は「原発は運転

停止だったので安全」と発表したそうだが、地
元の人は「運転中なら事故が起こりえた」と言
うに等しいと感じており、しかも、福島第一原
発４号機の核燃料プールの例もあり、停止中な
ら安全ということは、断じてありません。
原発再稼働の旗振りをした西村前経産相は地

元で支持者に「能登の救援に時間がかかったの
は、（珠洲に）原発を造らなかったからだ。造
っていれば道路も整備していた」と言ったとの
報道もあります。
珠洲に原発が造られていたら過酷事故の再現

になった可能性もあるのに、そんな認識も想像
力もない人々によって原発が推進され、再稼働
に踏み出そうとしているのです。
能登震災は原発災害に対する「最後の警告」

ということを受け止められる政府、電力会社で
あって欲しいと思わざるをえません。

９月１１日「原発事故避難計画を見直さない３
０キロ圏自治体」
今朝の朝日新聞に、全国の１６原発３０キロ

圏の１５６自治体の首長に行ったアンケート結
果が記事になっていました。
原発事故に備えた避難ルートの寸断が相次い

だ元日の能登半島地震を見るにつけ、避難計画
の見直しを真剣に考えているかと思いきや、各
自治体の避難計画の見直しについて「必要」「ど
ちらかと言えば必要」と回答したのは、３割に
留まっていると感じました。
能登半島地震は原発廃止への最後の警告だと

も言われる中、地震や津波などの自然災害と原
発事故が同時に起きる「複合災害」への危機感
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がもっと高まっているかと思っていたのです
が、３０キロ圏自治体は、そうでもないように
考えさせられました。
原発の３０キロ圏の自治体は、原子力規制委

員会の「原子力災害対策指針」などに基づき、
住民の避難や屋内退避の計画を定め、必要があ
れば修正することが法律で義務づけられている
中、避難計画の基礎となる指針の見直しに規制
委が消極的な一方で、一定数の首長が計画見直
しの必要性に踏み込んだが、要否を明確にしな
い「その他」も５割余りに上っています。
避難計画見直しの必要性を認めたのは４１自

治体（２８％）で、政府が再稼働に注力する柏
崎刈羽原発（新潟県）、南海トラフ巨大地震の
想定震源域にある浜岡原発（静岡県）では、そ
れぞれ５割の自治体が必要性を認めています。
一方、いずれも今年中の再稼働が見込まれる

東北電力女川原発（宮城県）は１割余り、中国
電力島根原発（島根県）はゼロだったとのこと
ですが、女川原発のある女川町は、「その他」
で（能登半島地震を受けての原子力防災上の検
証・検討は国及び関係機関にて行われ、見直し
が必要な場合はこの結果を踏まえて各級計画に
反映されていくこととなる。本町の地域防災計
画（原子力災害対策編）は国・県の防災計画と
リンクするもので、見直す場合は国・県の計画
とともに行うべきものであるため、現時点で単
独での計画見直しは行っていない。なお、立地
自治体として考える見直し等に係る観点は当然
にあり、必要性について考えていない、という
ことでないことを付言する。）と答え、宮城県
も「その他」で、（避難計画は各市町で作成し
ているため）と答えています。
このような、県と当該自治体の姿勢に、改め

て危機感を感じるとともに、福島原発事故や能
登半島地震の警告・教訓は、生かされないのか
と情けなくさえ感じます。

１０月３１日「能登半島地震からの警告を受け
止めない女川原発再稼働」
東北電力女川原発２号機は、１０月２９日に

再稼働しました。
２０１１年３月11日に地震と津波に被災し、

電源設備に甚大な被害を受けて火災を発生させ

た女川原発だが、再び原子炉災害を起こせば避
難も困難な原発の再稼働に抗議せざるをえませ
ん。
女川原発２号機は、東日本大震災後、被災地

では初の再稼働であり、沸騰水型軽水炉の８２．
５万キロワットで、建設時期が異なるものの震
災でメルトダウンした福島第一原発２、３号機
と同型炉であります。
東北電は約５７００億円を投じて、海面から

の高さ２９m、延長８００mの防潮堤や、海水
の浸入を防ぐ厚さ３０～４０㎝の防潮壁を築く
などの対策を実施し、６年にわたる長期審査を
経て、新規制基準に「適合」となりはしたもの
の、無論「安全のお墨付き」ではなく、住民の
不安は残ったままです。
地元紙の河北新報が３月、県内有権者を対象

に実施したインターネット調査で、女川再稼働
に「反対」と答えた人が４４％と「賛成」の４
１％を上回っている中で、原子炉に再び火を入
れた東北電の責任は極めて重大であると言えま
す。
牡鹿半島の真ん中あたりに立地する女川原発

は、避難上の制約が強く、地震や津波に原発事
故が重なる「複合災害」のリスクも計り知れま
せん。
原発３０㎞圏内の３市４町には約１９万人が

暮らしており、そのうち半島先端部から陸路で
避難する人々は、事故を起こした原発に向かっ
て逃げることになるし、その陸路が断たれる可
能性もあります。
東日本大震災時には、女川１号機タービン建

屋で火災が発生したが、地震で道路が寸断され
て消防車が出動できず、所員が粉末消火器で消
し止める事態も起きています。
能登半島地震で避難道路がほぼ使えない状態

になったことを教訓とするならば、こうした場
所に原発は建てられないはずであるし、建って
いる以上再稼働ではなく、廃炉を急ぐべきでは
ないのでしょうか。
能登地震からの警告を真摯に受け止めるべき

です。

１２月９日「能登地震からの最後の警告を突き
つけられる島根原発再稼働」
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全国で唯一、県庁所在地に立地し、半径３０
キロ圏に全国で３番目に多い約４５万人を抱
え、避難計画の実効性など稼働後も課題が山積
している中国電力島根原発２号機が７日、１２
年１１カ月ぶりに再稼働しました。
島根原発２号機は２０１１年３月に事故を起

こした東京電力福島第１原発と同じ沸騰水型で
同型の再稼働は東北電力女川原発２号機（宮城
県）に次いで２基目で、福島事故後、国内で再
稼働した原発は８原発１４基となります。
島根県は１２年に全国に先駆けて広域避難計

画を策定し、訓練を重ね、見直してきたが、自
力で避難が難しい要支援者約５万７千人への対
応など課題は多いと言われているが、能登半島
地震を見たら自力避難が困難な方だけでなく４
５万人の避難がいかに現実性がないか自覚する
べきではないでしょうか。
中電は１３年１２月、２号機の新規制基準適

合性審査を規制委に申請してから、島根原発の
南約２キロを走る「宍道断層」の長さ評価が申
請時の全長約２２キロから約３９キロに延びる
など合格まで７年９カ月を要しました。
安全対策で基準地震動（耐震設計の目安とな

る揺れ）を８２０ガルに設定し、海抜１５メー
トルの防波壁を建設したり、電源や冷却手段も
多様化し、原発全体の安全対策工事費は現時点
で約９千億円に上っています。
１１月２９日に、志賀原発差し止め訴訟原告

団長の北野進さんのお話を聞かせて頂いたが、
北野さんたちが高屋・寺家という群発地震の巣
の中に予定されていた珠洲原発を止めてくれた
闘いがあったこと。
一企業の、電気を生み出す一手段に過ぎない

原発のために、多くの住民の命や暮らしが危険
に晒され続け、数十万人の避難計画が必要な原
発って本当に必要なのか？
日本海が放射能汚染の海になり、仮に避難で

きたとしても、財産を奪われ、ふるさとを追わ
れることを繰り返すのかと「最後の警告」を突
きつけられているだけに、島根原発の再稼働は
撤回すべきではないかと思うばかりです。

１２月１８日「福島、能登を忘れた原発回帰の
次期エネルギー基本計画は許せない」

経済産業省が次期エネルギー基本計画の素案
を示したが、福島第一原発の事故後に掲げてき
た「原発依存度を可能な限り低減する」という
方針を削除しており、１４年足らずで重大な事
故の教訓を投げ捨てるような変更であり、許し
がたいものと言えます。
しかも、この１月には能登半島地震から原発

災害最後の警告が発せられていながらでありま
す。
「原発依存度低減」は、安倍政権下での第４

次計画で「エネルギー政策の出発点」として盛
り込まれ、その後も現行の第６次計画まで維持
され、様々な圧力にさらされながらも、原発回
帰への歯止めになってきました。
しかし、今回の経産省素案はこれを削った上

で、「再エネと原子力をともに最大限活用する
ことが極めて重要」と明記し、方針を１８０度
転換させたものに等しいと言わざるをえませ
ん。
福島原発の廃炉の終わりは見えず、復興も道

半ばであり、過酷な災害が多い国土の条件や、
未解決の「核のごみ」の問題など、原発の抱え
る根本的な難点は何ら変わらないままです。
事故の「深い反省」の上に歴代政権が維持し

てきた基本姿勢を、原発推進派が大多数の審議
会の議論だけで変えることは許されるものでは
なく、政府は東日本の被災地の声はもちろん、
より多様な声を踏まえ、計画のあり方を徹底的
に議論すべきです。
既存原発の再稼働さえ、電力会社の不祥事や

地元の不安などで、経産省の想定通りには進ん
でこなかったし、原発の建て替えについては、
同じ電力会社なら他の原発の敷地内も認める方
針を示しました。
岸田政権が２年前に「最大限活用」を打ち出

したときでも「廃炉を決定した敷地内」に限っ
ていたものを早速緩和し、事実上の新増設容認
にほかならないとも言えます。
また、発電にかかるコストは、原子力が事業

用太陽光（メガソーラー）を上回っており、専
門家が「計算の前提条件が、原子力など既存の
大型電源に有利」と疑問を呈する甘い想定の中
でも、原子力が安いとは言えなくなっています。
過去の計画も原発や火力を楽観視してきたこ
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とで、エネルギー構造の転換を遅らせてきたが、
今回も同じ過ちを繰り返してはならないとの声
をあげていかなければなりません。

１月４日「誰かを『犠牲』にするシステムで成
り立つものは疑いうる」
原発報道に携わるある新聞記者が「いったん

全てを疑おう」という原発報道の姿勢が決まっ
たことについての記事を読む機会がありまし
た。
記者は「見渡してみれば、火力発電所なら東

京湾沿いに多数あり、電力会社だけでなく企業
の自家発電も無数にあります。」が、「しかし、
原発はいずれも周辺人口が少ない地域にだけあ
り、わざわざ送電ロスもあるのに何百キロも送
電線を引いてきているという異常なまでの立地
の違いが意味することは、原発が抱えるリスク
（危険性）の巨大さにほかならない」と記者は、
指摘されています。
「福島で原発事故が起きる前から、電力会社

も、許可を出した国も巨大リスクは重々承知し
ていたからこそであり、リスクが現実のものと
なった福島第1では、安全対策がいかにもろい
ものだったか分かっていたにも関わらず、コス
ト最優先で追加対策をしようとしなかった東
電、実施させなかった国のツケがいかに大きい
ものだったか、既に事実が証明しています。」
と言及されています。
そこで、原発関連の現場責任者である記者は

「いったん、全てを疑おう」と決意したそうで
す。
誰かを「犠牲」にするシステの上に成り立つ

ものは、「全て疑う」ことから始まるというの
は、２０１２年に発刊された哲学者高橋哲哉氏
の「犠牲のシステム 福島・沖縄」に通ずるも
のがあることも考えさせられました。

２月１４日「いいかげん能登半島地震の教訓に
学べ」
原発事故が発生した場合に、屋内退避も移動

も困難な場合があると痛感させたのが能登半島
地震ではなかったのでしょうか。
にもかかわらず、原発事故時に住民の被ばく

を低減させる目的の屋内退避のあり方を議論し

たという原子力規制委員会の最終報告書案は、
自宅などで屋内退避を続ける期間は3日間を目
安とし、建物倒壊やインフラが止まり、とどま
れない場合は国の判断で避難に切り替えること
などとして、地震などの複合災害時に、物資や
医療の支援を続けられるかなど実効性には疑問
を残したままのようです。
「原子力災害は多くの場合、地震などとの複

合災害で発生する」と想定し、その上で「人命
の安全を第一」とし「自然災害に対する安全確
保を優先する」との考え方を明記しながら、屋
内退避中に物資の供給が滞ったり、家屋が倒壊
したりした場合について具体的な行動指針は示
されていません。
原発事故と津波や地震などの複合災害が起き

た時の対応について「残されている課題」と認
めながら、能登半島地震では多くの住宅が損壊
し屋内にとどまれず、避難計画はほころんでい
るにもかかわらず、原発の再稼働は進んでいま
す。
屋内退避が難しいと判断され、多くの人が一

斉に避難すれば、大渋滞を引き起こすし、道路
が寸断されたような状況では避難すらできない
のが現状です。
国内では、東電福島第１原発事故後に作られ

た新規制基準下で８原発１４基が再稼働してい
るが、今も事故が起きれば、混乱と被ばくが避
け難い状況にあり、不十分なままの避難計画で、
国は運転を認めている形です。
そんな中での、実効性のない行動指針しか示

されない最終報告書案が容認されていいのでし
ょうか。

３月１８日「原発廃炉の廃棄物の行く先は」
廃炉を進めている中部電力浜岡原発2号機で、

昨日、運転時に核燃料が入っていた原子炉圧力
容器の上ぶたをクレーンで持ち上げて取り外
し、原子炉の解体作業が始まりました。
これまでに建屋内の使用済み核燃料を同じ敷

地内にある4、5号機の燃料プールへ搬出し、
未使用燃料は敷地外に運び出し、設備の除染や
タービン、発電機、原子炉建屋の一部について
も解体を進めてきたが、これから始まる原子炉
の解体は、廃炉作業の本丸とされています。
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原子炉圧力容器や内部の炉内構造物は人が近
づけないほど放射線量が高く、作業は専用のロ
ボットを使った遠隔操作などで行うため、高度
な技術が求められます。
中部電力は、2号機の原子炉から先行して解

体し、12年ほどかけて2基の原子炉を解体する
として、廃炉を完了する時期は４２年度を見込
んでおり、１号機の廃炉にかかる費用を約３７
９億円、２号機については約４６２億円と見込
んでいます。
しかし、廃炉作業で生まれる大量の金属やコ

ンクリートなどの廃棄物の処分先は決まってお
らず、現時点で、１８基（東京電力福島第一原
発を除く）が廃炉を決めており、ほかにも運転
期間が長い原発が多く、今後の廃棄物の処分先
が決まらず、廃炉計画の延期が続いている現状
にあります。
浜岡原発１、２号機の廃炉作業では、約４５

万トンの金属やコンクリートの廃棄物が生じる
が、このうち約２万トンを占めるのが「低レベ
ル放射性廃棄物」とされています。
低レベル放射性廃棄物は、汚染レベルが高い

順に、「L1」「L2」「L3」と分けられ、各レベ
ルごとに地中に埋めて、50年程度～数百年の
監視が必要とされており、中電によると１、２
号機分の処分先は現時点で未定で、これまでの
解体作業で生じたものは、建屋内で保管してい
る状況にあります。
政府が、２０２３年２月に閣議決定した「G

X実現に向けた基本方針」では、放射性廃棄物
の保管は廃炉を決めた原発の敷地内に限定して
いたが、今回の第7次エネルギー基本計画は、
同じ電力会社であれば別の原発敷地でのリプレ
ースを認めると対象を拡大しています。
日本の商業炉では、廃炉を終えた原発はまだ

なく、廃棄物処分の問題が先送りされ続ける中
で建て替えが進めば、行き場のない廃棄物がま
た増えることは自明の理です。
それぞれの電力会社はもちろん、この国は、

地震等の複合災害と向き合わざるをえない中
で、数百年に及ぶ放射性廃棄物の管理に責任が
持てるのでしょうか。
いい加減に、気づかなければなりません。

１０ 夜間中学の調査研究について

７月１３日「『夜間中学生の声』に学ぶ大切さ」
７月１０日に「高知県の夜間中学生の声に学

ぶ会」のお誘いで、高知国際中学校夜間学級を
訪問させて頂きました。
学級開設以来、３度目になる訪問で、今春一

期生４名の卒業を見送る中で、この４年間の「夜
間中学」の歩みと生徒たちの「声」に学ばせて
頂くことの多い９０分間でした。
意見交換させて頂いたお二人ともの真摯な学

びの姿勢と意欲に感心させられました。
また、分からないことをすぐ先生に尋ねられ

る関係性、登校するのに足が重くても後ろから
背中を推してくれる人がいて、登校すると分か
らないことが多くても楽しいと感じられる学習
環境が維持されていることが、学びの継続につ
ながっていることも感じさせられました。
異年齢、多様な学生さんがいる中で、授業を

とおして、先生も普段目の当たりにしたことの
ないような生徒たちの気づきが生徒の声にある
とすれば、学生の先生ともっと話せる機会があ
ればとの声に向き合うことも大事なことである
ことを痛感させられました。
開設の際にも議論になっていたが、入学時期

については、昨年検討されて入学時期の一律４
月の見直しがされて４月から９月までの途中
で、入学の機会も確保できて、今年度は６月入
学生が学んでいます。
この３年間で、課題の解決に向けた尽力がさ

れたり、１０代の生徒も入学する中で、新たな
課題とも向き合う必要性があるなか、一人ひと
り個性に満ち溢れた中学生たちの声に寄り添う
「学び直しの場」であって欲しいと改めて思っ
たところです。
そして、教頭先生の「ここには教育の原点が

ある」と仰っていたことに、もっともっと学び
直しをしたいと思われている方々に、ここで学
んでもらいたいと思うところです。
そのためにも、一緒に訪問した市議からは「学

び直しをしたいと思っている人に、この学校の
存在を知ってもらえるようなとりくみ」を支援
していきたいとの感想もある中で、どのような
アプローチの仕方があるのか、しっかりと考え
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ていきたいものです。

１月２１日「県立夜間中学生の未来に期待して」
昨年発足した「県立夜間中学の未来を考える

議員ネットワーク会議」のメンバーと「夜間中
学生の声から学ぶ会」の代表の皆さんで、１６
日に「県立夜間中学のこれから」について意見
交換をさせて頂きました。
最初に、所管の県教育委員会高等学校課より

現状と次年度入学者の状況などをヒアリング
し、情報をどのように各市町村教委や学校現場
に伝えていくのか意見交換もさせて頂きまし
た。
市町村教委からの照会や応募状況から、なか

なか夜間中学(高知県立国際中学夜間学級)の情
報が必要としている県民に届いているのかとの
意見も出されていました。
多様な生徒さんが学ばれている中で、以前の

中学校で不登校だった生徒が異年齢の方と交流
する中での学びも大事だし、それぞれの生徒の
困り事と向き合い寄り添っていくなど丁寧な取
組が必要である。
また、学ぶ生徒のニーズは教科書の内容だけ

でなく、工夫した対応が引き続き必要で、生徒
の声をしっかり拾っていくことなども運営面の
課題として出されていました。
当初から課題であった途中入学も、要件緩和

によって、認められるようになり、令和６年度
は１０名が入学し、現在１８名が在学していま
す。
卒業予定者のニーズをしっかりつかみ、応え

られる支援が必要となっています。
なかなか学校が対応できていないことを「学

ぶ会」の皆さんがフォローされる中で、生徒さ
んの悩み事に対応されてきたり、「学ぶ会」の
取り組み状況や議員の皆さんからの情報が共有
される場にもなりました。
今後とも、自治体と「ネットワーク」、「学

ぶ会」の連携で、学びを必要とする県民が入り
たい、入って良かったと言える「夜間中学」の
あり方を求めていくことを確認しました。

２月６日「全国で夜間中学設置自治体・生徒の
増加」

１月１６日に、「県立夜間中学の未来を考え
る議員ネットワーク会議」のメンバーと「夜間
中学生の声から学ぶ会」の代表の皆さんで、「県
立夜間中学のこれから」について意見交換をさ
せて頂いたことをここで取りあげました。
そんな中で、今朝の朝日新聞に、「夜間中学

がある自治体、１２増 生徒も１．３倍」との
見出しで囲み記事がありました。
義務教育を十分に受けられなかった人などが

通う夜間中学が、全国で３２の都道府県と政令
指定市に設置されていることが、文科省の調査
で分かったとのことですが、２０２２年の前回
調査より設置した自治体が１２増えています。
全国５３の夜間中学の２４年５月１日時点の

状況では、夜間中学に通う生徒は１９６９人で、
前回の１５５８人の約１.３倍に増えています。
このうち、日本国籍の生徒は前回比１.４倍

増の７１３人で、外国籍の生徒は前回比約１.
２倍の１２５６人だったとのことです。
国籍別にみると、２８.５％が中国籍で、次

いでネパール、フィリピンの順に多く、国籍を
問わず、特に１０～３０代の生徒が増えている
そうです。
夜間中学で学ばれている理由としては、日本

国籍の人では、不登校などの事情があり学び直
したい人が増えているとみられ、。外国籍の人
では、日本語の勉強や日本の高校入学をめざし
て学ぶ人が多いとのことで、国は、全都道府県
と指定市で、各１校以上の設置をめざしていま
す。
高知で、夜間中学の開校を求めていた時の「夜

間中学開校に向けての学習会」に参加していた
入学希望の女性が述べられていた「分かった素
振りをしないといけないような、ウソをつかせ
ないといけない学校づくりをするのなら夜間中
学は必要ない。学ぶ仲間の笑顔が絶えない、通
いやすい夜間中学校」が、全国に広がってもら
いたいものです。

１１ 交通安全問題の調査研究について

５月１８日「自転車の悪質交通違反にも厳罰」
自転車安全利用５則が守れないなど自転車乗
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りのマナーが悪い傾向が続き、自転車が絡む交
通事故も多いことから、自転車の悪質な交通違
反に「青切符」を交付し、反則金を納付させる
ことを新たに規定する改正道路交通法が17日、
参院本会議で可決、成立してしまいました。
車の違反には、警察官に青切符を切られ、反

則金を納めれば刑事罰を科されない仕組みがあ
るが、そこに対象外だった自転車も加えられ、
公布から２年以内の２０２６年までに施行され
ることとなります。
自転車で反則金となる取り締まりの対象は1

6歳以上で、運転免許証の有無は関係なく、反
則金は原付きバイクと同程度の5000～1万2000
円の見込みで、今後決められるようです。
反則金の対象は113種類だが、自転車に当て

はまらないものは除き、信号無視や指定された
場所で一時停止をしないなど事故の原因になり
やすい9種類程度になる見通しです。
酒酔い運転や妨害運転（あおり運転）などは、

これまで通りに刑事罰を科す赤切符で取り締ま
り、自転車の酒気帯び運転にも罰則を新たに設
け、車と同じ3年以下の懲役または50万円以下
の罰金とし、自転車の運転中にスマートフォン
を使用する「ながら運転」も新たに禁止されま
す。
私たちも交通安全指導の際に、自転車安全利

用５則遵守について啓発してきましたが、自転
車は免許が必要ないため、ルールを正しく知ら
ない利用者が多いことを痛感してきました。
警察庁が2023年に実施したアンケートでは、

自転車のルールを守らない理由について「ルー
ルをよく知らない」との回答が4割を占めてい
るとのことです。
結局、違反者に対する罰則を厳しくしたとし

ても、周知されなければ「知らなかった」です
まされる違反運転による事故が減少しないので
はないかと懸念されます。
これから、交通安全教育の中で、安全運転の

マナー・ルールの周知が互いの命を守ることに
なることにつながる命の教育として行われるこ
とを期待します。

１０月３０日「自転車の危険運転の厳罰化」
改正道路交通法が１１月１日に施行され、酒

気帯び運転が罰則付きの違反となり、スマート
フォンを使いながら運転する「ながら運転」の
罰則は強化されるなど、自転車の危険な行為が
厳罰化されます。
酒気帯び運転は、これまでも禁止されていた

が、正常に運転ができないおそれのある「酒酔
い状態」のみが罰則の対象でした。
これからは、酒気帯び運転の基準は車と同じ

で、呼気１リットルあたり０.１５ミリグラム
以上のアルコールを含んだ状態についても、３
年以下の懲役または５０万円以下の罰金で、酒
気帯び運転になると知りつつ酒を提供するなど
した人も罰則の対象になります。
また、自転車を運転中に携帯電話やスマート

フォンを使う「ながら運転（ながらスマホ）」
の厳罰化は、違反した場合は最大で1年以下の
懲役または30万円以下の罰金が科せられるこ
とになります。
自動車は2019年に厳罰化され、ながらスマ

ホによる事故は一時減少しましたが、ここ数年
は再び増加に転じているとのことです。
警察庁によると、今年上半期（1～6月）に

全国であった自転車のながらスマホによる死亡
・重傷事故は、前年同期比約２．３倍の１８件
で、統計が残る０７年以降で最多となっていま
す。
自動車のながらスマホは、１９年１２月にも

罰則が強化され、死亡・重傷事故は１９年の１
０５件から２０年は６６件に約半減しました
が、その後再び増加に転じ、２３年は厳罰化前
を上回る１２２件に上っています。

ながら運転の罰則強化について、専門家は「危
険性が十分認識されなければ、厳罰化しても事
故は再び増加しかねない。取り締まり一辺倒に
なれば、不満だけが残ってしまう。法律ととも
に、危険性をよく知ってもらうような地道な活
動が必要ではないか」と話されています。
私たちも、早朝や夜間に交通安全の街頭指導

を行いますが、厳罰化されるこの「飲酒」と「な
がら」運転以外にも、ヒヤリとさせられるのが、
右側運転の多さです。
これも、いつ事故につながるか分かりません。
「自分は大丈夫」と思っている方は多いかも
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知れませんが、災害と同じで、「正常性バイア
ス」を働かせるのではなく、我が事として、安
全運転に注意することが、求められています。

１月８日「交通事故死者数は減少するも、高齢
者比率は増加」
今朝から、年始の交通安全運動期間がスター

トし、冷え込む中、交通安全指導員として皆さ
んとともに、早朝街頭指導に立ちました。
そこに合わせたかのように、今朝のマスコミ

報道で、２０２４年の全国の交通事故死者数は
前年より１５人（０．６％）減の２６６３人だ
ったことが、警察庁の集計で公表されています。
統計がある１９４８年以降、過去３番目の少

なさで、事故件数は１万７１３８件少ない２９
万７９２件、負傷者数は２万１８３９人少ない
３４万３７５６人だったとのことです。
死者が最も少なかったのは２２年の２６１０

人で、政府は２１～２５年度の交通安全基本計
画で２５年までに死者数を２千人以下にすると
の目標を掲げていますが、２１年から４年続け
て２６００人台で推移しており、目標通りには
進んでいません。
高知県内の事故死者は、２１人で、１９７１

年の１９８人をピークに減少傾向にあり、２０
２１年以降は２０人台で推移し、これまでの最
少は２３年の２３人で、人身事故の件数は８９
８件で前年より７７件少なく、１９５２年の６
２２件に次いで少なかったようです。
都道府県別の死者数では、本県は、最少の島

根の9人、そして鳥取15人に次いで少なくなっ
ていますが、死者に占める６５歳以上の高齢者
の割合は前年比２３.６ポイント上昇の７１.４
％となり、全国平均の５６.８％を大きく上回
っています。
高齢者の死者に占める比率が高いことや、自

転車の絡む事故は３９件減の１９６件発生した
中で、負傷者１９２人のうち１５１人がヘルメ
ット未着用だったこと等課題は多くあります。
私たち交通安全指導員の目が届くところも限

られており、一人ひとりが自覚して交通安全に
気をつけて頂くしかありません。

１２ 地域の課題の調査研究について

５月２２日「ドン・キホーテ高知進出に地域の
声は届くのか」
ドン・キホーテの高知進出について、今朝の

高知新聞で、「来年１月オープン計画 高知県
に届け出 ２４時間営業」との見出しで、出店
に関する届け出書を県に提出し、２１日告示さ
れたたことが報じられていました。
それによると、同市東雲町と知寄町３丁目に

またがる用地に、鉄骨平屋建ての店舗を整備し、
名称はドン・キホーテ高知店（仮称）、新設予
定日は２０２５年１月２０日で、２４時間営業
を行う計画となっているとのことです。
下知地区内で、すぐ近隣だけに、地域内の皆

さんの関心は高く、昨年１１月１５日に地域と
良好な関係を築くためにということで、事前説
明会を開催され、多くの参加者からの質問、要
請に対して、当時次のような考え方が示されて
いました。
「北側出入り口は、西進の入庫、東進の出庫

となる。」「西側出入口からは、職員と搬入用
に使う４トン車が出入りするが、搬入時間は住
民に迷惑がかからないようにしていきたい。」
「治安の悪化については、警察と連携している
のでそういう事は無い。」「睡眠時間帯にマイ
ナスの影響を出さないように配慮していく。」
「駐車場台数については、他の店舗規模から考
えても、これ以上は増えない。」などとの説明
があり、狭隘な北側道路からの出入り口はやめ
てほしいとの意見などが多数ありました。
その後、大規模店舗法に基づいて、３月中に

届け出て、2ヶ月以内に説明会をする予定との
ことでしたが、届け出自体が４月３０日となっ
たことから、説明会は６月下旬位になることが
想定されます。
公示された書類を本日県経営支援課に行っ

て、見せて頂いたところ、昨年の説明会で出さ
れた意見に対して改善対応をしたようには思え
ず、６月下旬の説明会では、周辺地域の声をし
っかりと反映させていくことが必要になってく
ると思われます。
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６月２６日「ドン・キホーテ進出に課題解消せ
ず」
昨夜、「(仮称)ドン・キホーテ高知店の大規

模小売店舗立地法に基づく地元説明会」が「ち
より街テラス」で開催されました。
昨年11月の事前の地元説明会以上にたくさ

んの方が参加され、時間制限がされる中ドン・
キホーテ側の説明に対して、１０人を超す方か
らの質疑がされました。
昨年の時もそうでしたが、住民の方が最も心

配されているのは、今でさえ交通安全面で心配
がされている建設予定地の北側の生活道路が、
立体駐車場の出退店が集中した場合に、大変な
混乱が起きることと、２４時間営業に対する営
業時間の問題について多くの不安・懸念・要望
が出されました。
ドン・キホーテ側は、昨年の11月に行われ

た地元説明会での意見を踏まえて検討してきた
が、電車通りがの南の出入り口を生かしつつ、
北出入口を使う、そして北出入口はできるだけ
負荷がかからないように使用していくつもりで
あることや営業時間についても「ご意見を配慮
した営業時間の検討」をしているが、１２時を
過ぎたあたりのところと言う曖昧な表現で、決
定はオープンの１ヵ月前に、ホームページで行
うとのことでした。
PTA会長からはこの間保護者からいただい

たアンケート結果等も手交することが申し出ら
れましたし、北側の生活道に面した出入り口あ
りきの話はやめてほしい、南側の電車通りから
の2カ所で対応すれば良いではないかなどの意
見も出されていました。
いずれにしても、交通安全面や防犯上の問題、

夜間の静穏維持の問題等々、周辺住民にとって
は生活環境が大きく悪化することに対する不安
懸念材料は大きく、これらの課題にどうドンキ
側が真摯に向き合う姿勢なのかが問われていま
す。
私からも、「昨年１１月の地元説明会は、地

域住民との良い関係を築くためのものだと言う
前提で開かれたが、その姿勢を検討内容に反映
されていたのかというのが今回の説明会だった
が、今回も多岐にわたって意見・要望が出され
た。それを踏まえた反映がどのようにされるの

かその決意を聞きたい。」
さらには、「営業時間の決定も1ヵ月前にホ

ームページで公表などということではなく、今
回出された意見を踏まえてどのような対応をし
たのか改めて地元説明会をすべきではないの
か」との意見も出させて頂きましたが、「持ち
帰って真摯に検討する」あるいは「説明会は今
回で終わりです」というような姿勢であり、私
としては「地域と良い関係を築きたい」という
言葉を俄かに信頼ではないような気持ちになら
ざるをえませんでした。
これまでのドン・キホーテ立地地域で起きて

いる課題からも、会場やアンケートで出された
意見などを事前に解消した上で、そして地域の
皆さんが安心して利用できる立地計画とされる
ことをが多くの参加者の願いだと思います。
ドン・キホーテ側は、今回の説明会後も話し

合いの窓口を開けているし、オープン後も課題
についての話し合いの窓口は開けているとのこ
とですが、形だけでなく、その姿勢が問われて
いるのではないかと思わざるをえない９０分間
でした。

１１月１３日「『ドン・キホーテ』２４時間営
業は断念、交通事情はさらに改善を」
これまでも、機会あるごとに県内初進出のド

ン・キホーテの地元説明会の課題などについ
て、お知らせしてきたところですが、昨日、県
大規模小売店舗立地審議会で、新店舗「ドン・
キホーテ高知店」（仮称）の説明、審査が行わ
れました。
傍聴はしていませんが、報道などによると次

の点が明らかになったようです。
計画によると、駐車場243台と駐輪場108台

を設けるが、新店舗のオープン日や営業形態に
ついて同社広報室は、現時点で開示できる情報
はないなどとしており、審議会では営業時間に
ついても審議されなかったようです。
ただし、現状、営業時間を「24時間」で届

け出ていますが、審議会後に「24時間営業は
しない」方針を明らかにしたようです。
また、店舗用地は国道32号沿いにあり、審

議会には地域住民から「大渋滞になり交通事故
がおきる危険度が高くなる」などの懸念が寄せ
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られていたことから、委員からは、南側出入口
に面する国道の交通量に関して本線を利用する
車の列が長くなる可能性が高く、店から1度に
出す車の台数を決めたり、公共交通機関を利用
して店に来る人を増やすなどの施策を積極的に
検討してほしいといった意見も出るなど、交通
量や周辺住民の生活に配慮を求める意見が相次
いだとのことです。
これに対しドン・キホーテ側の担当者は近隣

施設の協力のもと臨時駐車場を設けるほか、看
板や路面標示の設置、誘導員による車両誘導を
行い混雑解消につとめる予定であると述べ、審
議会としては、開店後も検証など行うよう、但
し書きをつけた上で県に答申するとのことで
す。
私たちが、小学校関係者や交通安全関係者と

ともに、これまでに提出した大規模店舗立地法
に基づく意見書の内容を踏まえた対応されてい
る面もありますが、まだ対応して頂きたい面に
ついては地域の皆さんとともに、注視していき
たいものです。

２月１９日「ドン・キホーテオープンで周辺道
路は終日混雑」
昨日、私の住む下知地区は、全国最後の設置

空白県に進出したディスカウント店「ドン・キ
ホーテ高知店」の開店によって、異常な光景が
一日繰り広げられていました。
マスコミなどでは、「待ちかねたドンキファ

ンが大行列をつくり、一時入店制限するほどの
大にぎわい」などと報道されていたが、地域で
の心配事は現実のものになりそうです。
出店にあたっては、地元説明会で地域の課題

などについて、意見反映し、少しでも解消した
うえで、地域に信頼される店舗を目指して欲し
いと声をあげてきました。
大規模店舗審議会でも、店から一度に出す車

の台数を決めたり、公共交通機関を利用して店
に来る人を増やすことの検討を求める意見も出
るなど、交通量や周辺住民の生活に配慮を求め
る意見が相次いだとのことでした。
これに対しドン・キホーテ側の担当者は近隣

施設の協力のもと臨時駐車場を設けるほか、看
板や路面標示の設置、誘導員による車両誘導を

行い混雑解消につとめる予定と言われ、審議会
も開店後の検証を求めていましたし、今後も課
題があれば、声を届けていかなければと思いま
す。
私たちは、地域の昭和小学校の学校長、ＰＴ

Ａ会長とともに、私が会長をさせて頂いている
学校運営協議会会長、校区交通安全会議会長の
連名による大規模店舗立地法に基づく意見書で
指摘した下記項目のチェックを今後も行ってい
きたいと思います。
① 周辺住民、通勤・通学・通園者の交通安全
上への配慮から、敷地北側生活道からの出入り
口は、禁じて頂きますようお願いします。
② そのための措置が講じられたとしても、警
備員の十分な配置を行い、円滑な運用を図って
頂きますようお願いします。
③ 営業時間は、防犯上の配慮、敷地周辺の道
路混雑回避に向けた検討を行い、可能な時間短
縮を図って頂きますようお願いします。

１３ 消防広域化の課題の調査研究につい

て

１１月３０日「県一消防広域化基本構想骨子案
公表さる」
先の９月県議会定例会で、浜田知事が消防の

県一広域化を目指す方針を表明され、私も一問
一答で県の姿勢について質問しました。
知事は「基本構想として、県の試案としてお

示しする。その過程でも、御意見は幅広くお聞
きした上で、年度内には、県としての試案とし
ての基本構想を策定し、お示しすることにした
い。」との回答を踏まえて、叩き台となる「消
防広域化基本構想骨子案」として、昨日示しま
した。
「消防広域化の趣旨及び目的」は、「今後人

口減少が進行する中にあっても、必要な県内消
防力（特に現場要員）の維持及び確保を図るこ
とを目的として、県内全市町村の常備消防組織
及び県が行う消防活動のうちの現場機能を担う
組織を一元化する。その中で、本部機能の集約
を通じて間接部門（総務業務、通信指令業務等）
をスリム化し、生じた余力を直接部門（現場業
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務）に振り向けるとともに、消防サービスの高
度化を図り、県民の安全・安心の確保に資する」
というものです。
そのための組織としての広域連合は、県と３

４市町村で組織され、１カ所の本部（設置場所
未定）に加え、市町村や現場と本部のつなぎ役
となる中核署「方面本部」を、「幡多（四万十
市）」「中央西（須崎市）」「中央（高知市）」「中
央東（南国市）」「安芸（安芸市）」の５エリア
ごとに設置するとされています。
各２０ある消防署と分署は維持しつつ、２０

２８年度に広域連合高知県消防局（仮称）を立
ち上げ、給与制度なども統一し、３３年度まで
に通信指令などの機能を一元化することとして
いますが、現場の消防力を担う職員の処遇議論
は後回しとなっており、このような「新体制へ
の移行スケジュール（案）」で良いのかと疑問
を持たざるをえません。
県は公表した昨日から１月６日まで基本構想

案のパブリックコメント（意見公募）を実施し
た上で、構想を正式策定するというが、これも
拙速ではないかとの声もあります。
各消防本部や市町村長、住民の意見を丁寧に

聞きながら進めるというが、現場の消防力を担
い、隊員の士気に影響することからも職員の生
の声を聞きながら進めて頂きたいものです。

３月２８日「消防県一広域化への懸念の払拭へ」
２月定例会でも、私をはじめ多くの議員が質

問をした消防の県一広域化について、骨子案に
対して届けられた市町村や消防の関係者から提
出されたもので、全体で26通およそ138件の意
見がありました。
県では、これらについて整理し、特に消防職

員自身の処遇に関わる内容が多い中で、議論の
スケジュールなどに反映した高知県消防広域化
基本構想を策定し、意見に対する「Q&A」も
とりまとめて、公表されました。
Q&Aで取りあげられている項目の主なもの

として「なぜ消防広域化で、一気に県一が必要
なのでしょうか？」「県一消防広域化で、消防
署の統廃合が進む可能性はありますか？」「消
防広域化によって、消防団と消防署の関係はど
うなりますか？」「消防広域化に対して国や県

からの財政支援はあるのでしょうか？」「県一
消防広域化によって、各市町村の財政負担は増
えるのでしょうか？」「消防広域化後、消防職
員の充足率は向上するのでしょうか？」「消防
広域化後、消防職員の採用はどのように行われ
ますか？」「消防職員の給与等の処遇について
は、早めに検討すべきではないでしょうか？」
「消防広域化後、消防職員の異動はどのように
行われますか？」「通信指令業務の集約化を前
倒しすべきではないでしょうか？集約化までの
間、現消防本部の消防指令システムの更新はど
のように取り扱えばよいのでしょうか？」「消
防広域化は、スケジュールありきで進めるので
しょうか？」などなどがありますが、それらに
対する現時点での考え方が示されています。
いずれにしても、令和７年度から始まる「消

防広域化あり方検討会」での議論によって煮詰
まるものもあり、注視していく必要があります
が、地域消防力の向上につながるとともに、担
うべき職員の処遇確保によって、モチベーショ
ンが維持されなければならないと思います。

１4 その他の課題の調査研究について

４月８日「種子・農業守ってこその国防」
先日、「４・４タネを守る、院内集会」に、

ZOOM参加し、現在国会に提出されている「食
料・農業・農村基本法」改正案と、食料危機時
の対応の枠組みを定めた「食料供給困難事態対
策法案」など関連法案の危険性と「みつひかり」
不正事件から考える種子の自給など日本の種子
問題についての議論を聴かせて頂きました。
私も含めて3月20日現在、47都道府県141自

治体の議員252 名が参加している「食料自給
の確立を求める自治体議員連盟は3月21日、国
会内で基本法に関する政府への要請を行ってお
り、今回も会場参加300人弱、ZOOM参加200
人以上の仲間とともに参加していました。
東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授

鈴木宣弘先生の「基本法と日本の種子問題」に
関しての提起で、農業の憲法とも言える「食料
・農業・農村基本法」の２５年ぶりの改定で、
種の自給どころか食料自給率そのものが入って
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いなかったことをはじめ、現状の農業・農家の
疲弊状況、種が自給できなければ実質自給率９．
２％に過ぎない我が国の農業で、これ以上他国
に依存することにでもなれば、国民の命を守れ
ないと指摘されました。。
有事には、命令して農業生産を高めさせると

いっても、そのようなことはできるはずはなく、
また、種子法が改悪されて以降、外国からの種
を止められたら野菜の自給率は８％に留まるこ
となどからも種を守ることこそが国防であり、
このような状態を放置するのではなく、自分の
命の問題として、法改正に種を守ることが入れ
られるべきだとも言及されました。
そして、何よりも、力点を置くべきは苦しん

でいる農家を支えて、今度こそ自給率を向上さ
せ、水田をフル活用し、国内生産を守り、国の
責任で買い取り備蓄と援助に回すことこそ食料
安全保障であり、「武器は命を奪うもの、食料
が命を守るもの。食料を守ることが国防であ
る。」との言葉で締めくくられました。
また、民間の育種技術が向上したことから全

国一律に都道府県に種子の供給を義務づける必
要がなくなったとして、種子法が廃止された際
の錦の御旗であった「みつひかり」の不正事件
から考える種子の自給について、岩月浩二弁護
士からの報告も頂きました。
種子法廃止の錦の御旗であった「みつひかり」

は、三井化学が種子生産・販売事業については、
技術的、経済的、人材的要因から本事業を継続
することは困難な状況にあり、令和８年以降に
向けては別の品種への切り替えを検討して頂き
たいと栽培農家に対して撤退予定の旨を昨年暮
れに通知しています。
まさに、民間に任せて種子を自給することは

不可能であったことが、明らかになっています。
とにかく、「食料・農業・農村基本法」改正

案や農業関連法案をこのままで、成立させるわ
けには、いきません。
抜本的な改正を求めて、国民の皆さんに関心

を持っていただくことこそが大事です。

８月５日「若者に政治に関心持ってもらうため」
昨日、県明るい選挙推進協議会主催の「若者

と議員の座談会」に出席させて頂きました。

この座談会も始まって以来、一回のみの欠席
で、多分出席議員の中では最多出席回数になる
と思われます。
その間には、８年前に選挙権が18歳に引き

下げられたことから、高校生の参加が多数にな
っていましたが、今年は大学生も多少増えてい
ました。
議員側は、議員１４名（県議９名、高知市議

５名）の予定でしたが、一部欠席もありました。
３人の若者と１グループになって、まずは「ど

うすれば若者は政治に関心をもつの？」という
テーマで意見交換、休憩後グループ替えをして
自由テーマで意見交換をしました。
若者の政治への関心・無関心もそれぞれの背

景によって違うが、自分の関心のある趣味や学
校生活の中で、そのことが政治とつながってい
ないのか、何らかの形で必ずつながっているの
で、そこから自分事として捉えることができる
ようになるのではないかと投げかけさせていた
だきました。
また、若者からは、政治家を知ることで政治

に関心を持つことにはなるので、政治家の方か
らも直接若者の中に飛び込んでいったり、SNS
での情報発信すべきとのアドバイスがありまし
た。
また、他のグループでは「生徒会で、声をあ

げても、学校が取り上げてくれず、声をあげて
も変わらないということが、刷り込まれて、そ
のことが選挙で投票しても変わらないというこ
とで無関心につながるのではないか」というこ
となども出されていました。
グループ替えの後に取り上げたテーマは「魅

力ある高知県にするためにはどうすればいい？
(観光・産業振興)」などについて意見交換をし
ましたが、「観光キャンペーンで打ち出す『極
上の田舎』は、若者にとって魅力あるイベント
ではないし、若者にターゲットをあてたレジャ
ー施設や店舗などにはつながらない」というこ
とをどのように見るかとの意見もあり、観光客
は来るけど、若者は出ていくということにもな
るのではないか、そこをどうマッチングするの
かなど、なかなか面白い意見交換ができました。
また、他にも「介護・医療人材を確保できる

給料が確保されるべき。このままでは、高齢社
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会を支えられなくなる。」という意見に対して
「私はアルバイトをしても最低賃金。貯めて何
かしようとならない。全部の仕事で給料はあげ
てもらいたい。」と返されたり、高校生同士の
相互討論にもなりました。
若者の関心ある政治課題と議員がしっかりと

向き合って行かなければと改めて考えさせられ
ました。

１０月２５日「高知のバリアフリー観光もこれ
からもっと前進を」
昨日は、９月定例会でも取り上げさせて頂い

たバリアフリー観光の推進についてのセミナー
が、県観光政策課おもてなし室主催、県旅館ホ
テル生活衛生同業組合協力で開催されていまし
たので、参加させて頂きました。
参加対象として、観光・宿泊施設や観光案内

業務に従事する方など観光関連事業者の方々
で、会場参加・Zoom参加あわせて５０名ほど
の方が参加されていたようです。
基調講演で「バリアフリー・ユニバーサルデ

ザインがもたらす旅館のビジネス価値」につい
て有限会社なにわ旅館代表取締役社長勝谷有史
氏からは、２００６年から段階的にフロアごと
に全面改修を行い、露天風呂付バリアフリール
ームをオープンするなど「商売としても、従業
員にとっても、十分な合理性があり、将来に向
け重要な取り組みである。」をモットーに、お
客様に一つバリアフリーを提供するときは、従
業員にも一つ改善点を提供するなどソフト面の
強化も図りつつ、旅館のバリアフリー化を進め
てこられた経緯などのお話は、貴重な内容で、
誰もが宿泊したくなるコンセプトの旅館である
ことを痛感させられました。
障がい者を取り巻く社会的障壁として「物理

的バリア」「文化・情報面でのバリア」「制度
的バリア」「心理的バリア」を解消してきたが、
これに加えて食元「食のバリアフリー」にも取
り組まれていることの紹介もあり、宿泊施設に
おける合理的配慮について具体的に学ばせて頂
きました。 そして、この取り組みが、収益の
向上にも繋がっていることも披露して頂きまし
た。
また、トークセッションでは、「高知県が目

指すバリアフリー・ユニバーサルデザインの推
進について」ということで、講師の勝谷有史氏
をはじめ山本祥平氏 (ネスト・ウエストガーデ
ン土佐 代表取締役、有瀬智寛氏（県観光政策
課おもてなし室チーフ）らによって、「車椅子
ユーザーにとってのシャワーの位置の配慮」だ
とか、「旅館・ホテルは部屋ばかりでなく浴室
・トイレの様子などの写真も紹介して欲しい」、
黒潮町の海辺のホテルでは、「自然の恵みと災
いのつながり、避難へのバリアフリーの課題」
などの意見が出されました。
勝谷社長からは、「『逃げるバリアフリー』

は簡単なマップや障がいごとのチャートが必
要。避難弱者を迎え入れられるようにクラファ
ンで段ボールベッドを購入した。伸びていく分
野なので、成功体験つくって欲しい。」とのア
ドバイスも頂きました。
また、勝谷社長は、困った時のバリアフリー

ツアーセンター頼みと言われていましたが、高
知でも行政と県バリアフリー観光相談窓口と観
光施設・旅館・ホテルがさらに連携できるしく
みが築いていけることを願っています。
セミナーが終わってから勝谷社長と名刺交換

をしながら話していると、「高知のバリアフリ
ー観光相談窓口も随分と情報やスキルを蓄積さ
れているので、県内のホテルなどはもっと活用
すれば良い」と話されていました。
また、県観光政策課おもてなし室有瀬チーフ

が、「県としては、これからはバリアフリー観
光×防災の対応などにも取り組み、高知県のバ
リアフリー観光も進んでいるねと言われるよう
になりたい」との思いを述べられていましたが、
一歩ずつ進んでいくことを期待しています。
最後の事例報告として県子ども・福祉政策部
障害福祉課前島チーフから「障害者差別解消
法改正後の高知県の現状について ～合理的配
慮とは～」、 県バリアフリー観光相談窓口で
奮闘されているNPO法人福祉住環境ネットワ
ークこうちの笹岡和泉理事長から、「今すぐ書
ける！心のバリアフリー認定制度の申請の仕方
について」の紹介がありました。
いずれにしても、ソフトから入りつつも、遅

れることなくハードも整備するバリアフリー化
が観光や防災分野などあらゆる分野で当たり前
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になっていくことを共に取り組んでいきたいと
感じさせられるセミナーでした。

１２月１０日「都市計画道路はりまや一宮線の
開通後の検証を」
希少生物の保存や歴史的景観の保全を巡り、

２０１１～２０年に工事が中断した高知市中心
部の都市計画道路「はりまや町一宮線」（はり
まや工区）の拡幅工事が進み、来年３月にも４
車線で開通する見通しになったことについて、
１２月２日付けの高知新聞記事が報じていまし
た。
しかし、記事によるとその過程において、隣

接する新堀川にすむシオマネキやトビハゼなど
の希少生物は保存されたものの、アカメの稚魚
などのすみかだった水草のコアマモは移植によ
り消滅し、回復しておらず、高知県の事業費は
検討段階から１.５倍以上の６１億３千万円に
膨らんでいることも明らかにしています。
２０２０年９月定例会で、議題となったこの

路線の事業費がこれまでの公表額３８．７億円
に対して今回の見込み額が５３．８億円と１．
４倍にもなっていたことについて、委員会審査
で指摘したことがありました。
当時、都市計画課によると平成２９年度に事

業費を積算した際に、労務単価について平成２
２年単価を２９年単価と誤認し算定した事によ
って道路本体の工事費が約９億９千万円の大幅
増となったことや専門家からの意見を踏まえて
石垣保存の工法や干潟の造成作業を追加したほ
か消費増税分などで約５億２千万円が積み上が
ったことなどによるとされていました。
今回は１.５倍以上の６１億３千万円に膨ら

んでいることも含めて、開通後には、この都市
計画道路の功罪について検証する必要があるの
ではないかと思っています。

１月１日「戦後８０年、阪神淡路大震災３０年
の節目に主権者の団結で」
明けましておめでとうございます
本年も、よろしくお願いいたします
２０２５年は戦後80年にあたり、先の戦争

についてさまざまな角度から論じられ、戦前元
年とも言える年とも向き合わなければなりませ

ん。
そして、阪神・淡路大震災から３０年でもあ

り、戦後の８０年間に日本で起きた震度６弱以
上の地震は７１回あり、うち約９割が阪神・淡
路大震災の発生した１９９５年以降に集中して
いることも明らかになっています。
さらに１９９５年というのは、戦後５０年と

いう節目でもあり、阪神淡路大震災の後には、
３月には地下鉄サリン事件が発生し、８月には
第２次大戦中に日本がアジア諸国に対して行っ
た侵略や植民地支配を謝罪する「村山談話」が
公表されました。
ウィンドウズ95が発売され、インターネッ

ト時代の幕が開け、日本経営者団体連盟（日経
連）が「新時代の『日本的経営』」というリポ
ートを発表し、「雇用柔軟型」という名のもと
「非正規労働者」の拡大が推進され、労働者の
貧困化が深化してきました。。
まさに、この年が、現代日本の起点となった

とも言えるのではないかと思われます。
さらに、９月には、沖縄では米兵が小学生を

誘拐し、性的暴行を行った事件が発覚し、大規
模な抗議運動が起き、米軍基地の整理縮小を求
める声が高まったが、それからの３０年間、日
米両政府が基地問題の解決を全く目指してこな
かったと思わざるをえない２０２５年の年明け
のような気がします。
日本政府が、戦後５０年の１９９５年から守

ってきた日米関係は、日米地位協定を死守して
同盟国の軍関係者に幼い子どもを含めた女性の
尊厳を踏みにじらせ、沖縄の基地負担の軽減を
唱えながら、沖縄の自然を大きく破壊する辺野
古移設を進めてきました。
また、阪神淡路大震災から３０年の間に突き

つけられた東日本大震災の福島原発事故、昨年
元旦の能登半島地震の原発震災最終警告にも関
わらず、原発回帰への方針転換も図ってきまし
た。
そんな２０２５年を、主権者の団結で、国民

の安全と安心を守らない政府の姿勢を変えて行
く年にしたいと思います。

３月１５日「美術館でも真贋の見極めの困難さ」
昨日の危機管理文化厚生委員会で、報告事項
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として、昨年贋作の疑いが持たれた県立美術館
所蔵の油彩画「少女と白鳥」について、県と同
館は、専門家に依頼していた科学調査の最終報
告などを基に、「贋作と判断した」ことを公表
しました。
作者は、贋作制作で有名なドイツ出身の画家

で、同作を描いたと公言しているウォルフガン
グ・ベルトラッキ氏である可能性が高いとしま
した。
平成８年に１８００万円（税込）で購入した

もので、「錯誤を理由に、買主の代金返還請求
が認められた例があり、今回は民法上の時効１
０年はたっているが、請求しないことにはなら
ない」として、今後、購入元の画廊に対し、返
金交渉する方針も示されました。
県及び美術館として、当該作品を贋作と判断

し、作者は、ヴォルフガング ・ベルトラッキ
の可能性が高いと考えたのは、以下の理由によ
るものであることも明らかにしました。
【理由】
①田口准教授の最終報告により、ベルトラッキ
が贋作制作においてしばしば用いた絵具であ
り、 かつ、カンペンドンクが本作品を制作し
たとされる時期（１９１０年代）には画家の描
画用の絵具としては一般的でない材料であった
「チタニウムホワイト」「フタロシアニンブル
ー」「フタロシアニングリーン」が使用されて
いる可能性が高い。
②作品の裏側にはベルトラッキの自作と思われ
る来歴偽造ラベルが貼付されている。
③ベルリン州警察が作成したベルトラッキの贋
作リストには、当該作品とされる「少女と白鳥」
が画像とともに掲載されている。
県は「今後の対応方針」について、「過去の

裁判例等を参考にしながら、購入先である画廊
に対して返金の請求を念頭に置いた交渉を予
定」「美術館では、これまでの経緯などととも
に当該作品を公開することを検討中」としてい
ます。
また、今後は「再発防止」に向けて、「今後

作品を購入しようとする際は、資料収集審査会
の開催前に来歴や関連情報についてより念入り
に検証を行い、審査会において丁寧な説明を行
う」「審査会に真贋に係る議題を設定し、委員

等からご意見をいただいたうえで、県及び美術
館として購入の可否を決定することで、贋作の
可能性を少しでも排除することに努める」とさ
れています。
委員会では、私も含めて多数の委員から、今

後の対応や再発防止に向けた意見が出されまし
たが、購入作品の真贋を見極めることは極めて
難しいと思われる中で、繰り返さないことは困
難を極めることと思われますが、今回の教訓や
反省を活かしていく美術館の今後を注視したい
と思います。


